
午前１０時２分 開議

○議長（奥和田好吉君） ただいまから平成１３年

第２回泉南市議会定例会継続会を開議いたします。

直ちに本日の会議を開きます。出席議員が法定

数に達しておりますので、会議は適法に成立いた

しました。

なお、２３番 重里 勉議員からは欠席の届け

出が出ておりますので、報告いたしておきます。

これより日程に入ります。

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８０条の規

定により、議長において２２番 巴里英一君、１

番 井原正太郎君の両君を指名いたします。

次に、日程第２、泉南監報告第３号 例月現金

出納検査結果報告から、日程第５、泉南監報告第

７号 例月現金出納検査結果報告までの以上４件

を一括議題といたします。

本４件に関し、監査委員の報告を求めます。監

査委員 成田政彦君。

○監査委員（成田政彦君） 議長の許可を得ました

ので、ただいまから平成１３年２月、３月、４月

分の例月現金出納検査を執行いたしました結果を

報告いたします。

地方自治法第２３５条の２の第１項の規定に基

づき、平成１３年２月、３月分は平成１３年４月

２５日に、平成１３年４月分は平成１３年５月２

９日に井上監査委員と私が検査を執行いたしまし

た。これについては、一般会計、特別会計など収

入役扱い分並びに水道事業会計分の関係資料を中

心に、出納関係諸帳簿及び証拠書類、現金預金現

在高について収支内容を照合したところ、いずれ

も符合しており、出納は適正に行われているもの

と認定いたします。

以上、甚だ簡単ですが、検査報告といたします。

なお、当報告とは直接関連ございませんが、地

方自治法第１９９条第４項に基づく定期監査を実

施いたしましたので、その結果報告書をお手元に

御配付いたしておりますので、あわせて御報告さ

せていただきます。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） ただいまの監査委員の報

告に対し、質疑等ありませんか。 島原君。

－１４１－

○１６番（島原正嗣君） 内容については別であり

ますが、１２年度の定期監査の結果報告について、

聞くところによりますと、私の場合も去年１年間

さしていただいて、監査の結果の内容につきまし

て、私自身としても反省をしなきゃならん、表現

上どうかなという部分がございますので、こうし

た表現が妥当であるか、適切であるかは別にして、

歴代の監査がずっとこういう表現を使ったと、こ

ういうことでもあるらしいんですけれども、後半

に言われました１２年度定期監査の結果報告の１、

２ページの関係ですが、２の検査の結果ですね。

その中で（２）の超過勤務命令簿、車両台帳、

出張伺復命書ですね。これはおおむね良好に処理

されたと。日本語の字引を引きますと、おおむね

というのは、日本語でいえば大体とか、おおよそ

とか、あらましとか、そういう内容であろうかと

思います。この表現自体が適切かどうかですね。

監査委員の立場というんですか、これはどこの判

断かは別にしても、一定そのおおむねという表現

はどうだろうかなというような気もいたしますか

ら、反省すべき点はお互いに反省をして、修正す

べき点は修正しなきゃならんのではないかと。項

目についても、残業の問題とか処理の問題ですか

ら、それが適切でなかったらなかったような監査

としての指摘をして、改善すべきは私は改善すべ

きではないかと。

というのは過去、今おやめになられました林監

査委員の時代におおむねという表現がありまして、

たしか議会が半日ほどストップしたような私は記

憶をいたしております。そのときにも私は発言を

さしていただいて、良好なというんですか、明瞭

な表現の方がええのではないかというようなこと

でお互いに検討されたというような記憶をいたし

ておりますので、恐縮でございますけれども、そ

の見解についての事務局の見解でも結構ですし、

現在の監査委員の考え方でも結構ですから、御見

解を示していただきたい。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） 成田君。

○監査委員（成田政彦君） 最初に監査の種類なん

ですけど、例月監査についてはおおむねはあり得

ません。これは金銭のことでありますし、きちっ



と間違いがないことを例月では報告しています。

定監についてなんですけど、これはいわゆる監

査の実施の中に幾つも監査実施があるんですけど、

定期監査については法第１９９条第４項の規定の

監査で、この定期監査というのは市の財務に関す

る事務の執行が適正かつ効率的に行われているか、

あるいは市の経営に関する事業の管理がどうかと

いうことで、行政監察の一部であります。だから、

金銭感覚のみでなく市の事業が効率的に行われて

いるか、そういう点の監査をするべきだというこ

とが定期監査であります。

先ほど島原議員が質問されたおおむね良好とい

う言葉については、歴代の監査報告にはおおむね

良好という言葉が使われてます。この言葉が適切

かどうかということで、１つ私の見解は、いわゆ

る金銭の感覚、そういう問題については、定監の

中で一切おおむねというのはありません。正確で

ありました。これは会計課の調査を見たら、そう

いうふうに書いてあります。

このおおむねの部分はどういう部分かというと、

１つ超過勤務命令簿、この部分のことであります。

これは４ページを開くと、秘書課の超勤命令簿の

日付が前後していた。本来ならば１、２、３、４

ときちっと報告、帳簿に載るべきなのが日付が飛

んでいた、そういう指摘であります。これはすぐ

秘書課に指摘し、これは改善するという報告が上

がってきてます。

それから、同じ３ページの「おおむね計画どお

り良好に執行されていた。」というのは、これは

その下に書いてあるんですけど、「前渡資金は財

務規則に従って、期日内に精算する」。これは泉

南市条例に前渡資金という条例、規則がありまし

て、これは一月５日、こういう規則に基づいて前

渡金についてはちゃんと精算するとなっておりま

すけど、若干、例えば前渡金を月曜日に渡して、

５日だったら、火曜日だったら普通は土曜日にな

るんですけど、土・日が休みだからたまたま月曜

日に前渡金の整理をした場合、これは７日間にな

りますので、そういう点で条例どおりに精算され

てなかったということで、金額は全く間違いあり

ません。

そういう実務上のことが欠けておったというこ

－１４２－

とを指摘したのであります。これについては原課

から即報告がありまして、そういうことは改める

という報告であります。そういう事務的な、若干

おくれてるとか、そういうことをおおむねという

ことに私は報告してます。

今後、定監の問題なんですけど、これも例月監

査と同様で、おおむねということは、やはり今後

の監査の報告では、おおむねという表現を使うの

は、私は正しくないと思います。良好、あるいは

そういうおおむねというあいまいな言葉をこうい

う文章で使うということは、私は監査として今後

はこれは申し送り事項として、次の監査には、井

上代表監査ときちっと合議した上で、こういう文

書についてはきちっと良好とかそういうふうに処

理すべきではないかと私は考えています。

以上であります。

○議長（奥和田好吉君） 島原君。

○１６番（島原正嗣君） 意見として申し述べたい

と思いますが、今監査委員の方から説明をちょう

だいいたしたんですが、この表現ですと、今私申

し上げましたように、おおむねというふうな処理

の仕方は、一般的にはええかげんなことをしてる

んではないかという考え方もあるでしょうし、も

っと具体的な情報公開という時代において、どれ

とどれが、どういうどの項目についてどう指導し

たかという、今御答弁あったような形のものをも

っと端的に表現した方が、かえって理解しやすい

のではないかなというふうに思います。総くるめ

で「おおむね」というような表現は、これはやっ

ぱり一考を要するのではないかなというふうに思

いますので、その点よろしくお願いしておきます。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

小山君。

○３番（小山広明君） 今、島原議員からも質問が

あったんですが、出張伺についてというようなこ

とでもちょっと議論がありました。私もこの本会

議の中でも少し触れたんですが、私の清掃事務組

合の視察の中でも明らかになって、泉南市の方に

私は議会事務局に印鑑を預けてあるんですが、そ

こで旅費精算において私の全然了解なしに印鑑が

押されて処理がされておったと。



終わってから気がついたわけなんですが、こう

いう書類の審査を監査がされる場合に、私の印鑑

を押して私の名前で精算されておりますから、そ

れを見るだけではなかなかそういう私に了解もな

しにそういう処理がされておったということはわ

からないと思いますが、こういう事実があって、

私はこのことも議会事務局の担当にも聞きました

が、公用だから押したんだと。公用という意味が

よくわからないんですが、私なりに解釈すれば、

条例に基づいて出すお金だから本人の了解なしに

もこれまでも押してきたと、そういう立場であり

ました。

私は、これは問題であろうと思うんですね。や

っぱり私の名前で処理されるにおいては、やっぱ

りちゃんと私に了解を得て処理されるのが私は当

たり前なことだと思うので、監査委員におかれて

も書類監査だけではわからない、そういうところ

はわからないと思いますので、そういう事実があ

ったということを申し上げて、今後の監査につい

ては、やはりそういう本人の責任で処理するもの

については、ちゃんと本人に了解を得て本人の責

任で出すというような、そういうことをぜひこれ

からの監査の中でぜひ参考にしていただきたいと

思うんですが、監査委員のその面についての御見

解を伺っておきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 成田君。

○監査委員（成田政彦君） 例月監査とは直接関係

ないんですけど、私はこの問題については井上代

表監査委員と合議の上で、そういう意見が議員の

皆さんからあったということを伝えて……（「皆

さんは要らない」と呼ぶ者あり）違う、違う、小

山議員からそういう意見があったということを井

上代表監査委員と合議の上、そういうことも頭の

中に入れて監査をしたいと思います。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で監査委員の報告に対する質疑を終結

いたします。

以上で監査報告４件の報告を終わります。

この際お諮りいたします。本日これより上程予

定の報告及び議案につきましては、いずれも会議

規則第３７条第２項の規定により、委員会の付託

－１４３－

を省略したいと思います。

〔「異議なし」「異議あり」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） これは議員提案の議案も入

っておるんでしょうか。ちょっとそこだけ確認し

ておきたいんですが。もし入っとるんであれば、

私は非核平和都市条例というのも委員会付託を省

略するとなりますと、これはこの条例がどうとい

うことだけではなしに、やっぱり条例の審議を委

員会に付託せずに本会議でやってしまうというの

は、私は今までの慣例からいってもやっぱり問題

だと思うので、これはぜひ委員会付託していただ

いて十分な審議をしていただきたいと。参考人と

か、できれば公聴会とか、いろんなことが委員会

付託すればできるわけですから、私から見れば大

変重要な条例、議会からの提案の条例なので、ぜ

ひ委員会に付託をしてやっていただきたいと、そ

のように思いますので、ほかのことはそれでいい

ですけれども、条例の提案なので、ぜひそのよう

な取り計らいをお願いしたい。よろしくお願いし

ます。

○議長（奥和田好吉君） ただいまの議員提案を含

んでおるかということですけども、含んでおりま

すので。

ただいまの議長の宣告に対し御異議があります

ので、本件については起立により採決いたします。

お諮りいたします。本日これより上程予定の報

告及び議案につきましては、いずれも委員会の付

託を省略することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（奥和田好吉君） 起立多数であります。よ

って、本日これより上程予定の報告及び議案につ

きましては、いずれも委員会の付託を省略するこ

とに決しました。

次に、日程第６、報告第１号 専決処分の承認

を求めるについて（泉南市市税賦課徴収条例の一

部を改正する条例の制定について）及び日程第７、

報告第２号 専決処分の承認を求めるについて

（泉南市都市計画税賦課徴収条例の一部を改正す

る条例の制定について）の以上２件を一括議題と

いたします。

ただいま一括上程いたしました報告２件につき



ましては、いずれも報告書の朗読を省略し、理事

者から順次内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま一括上程されまし

た報告第１号、専決処分の承認を求めるについて

（泉南市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例

の制定について）、並びに報告第２号、専決処分

の承認を求めるについて（泉南市都市計画税賦課

徴収条例の一部を改正する条例の制定について）

御説明申し上げます。

まず、専決処分の理由でございますが、地方税

法等関係法律の公布が平成１３年３月３１日とな

りましたので、平成１３年第１回定例会への条例

改正等の議案提出につきましては、日程上これが

できませんでしたので、やむを得ず専決処分によ

り当該手続を行ったものでございます。

改正の内容の主なものにつきまして御説明を申

し上げます。議案書の１ページから１５ページで

ございます。

改正条例そのものは、５ページ以下にあります

ように、法律を引用して項がずれたことによる改

正が非常に多く、わかりづらい点が多々ございま

すので、お手元に配付の資料も適宜御参照をいた

だきながらお聞き取りいただきたいと存じます。

それでは、議案書７ページ上段３行目からでご

ざいます。資料の方、２ページ１の１を御参照い

ただきたいと存じます。

１点目は固定資産税についてでございます。ま

ず、被災住宅用地に係る申告規定に関する事項か

ら御説明を申し上げます。

従来から講じられておりました住宅用地に対す

る固定資産税の課税標準の特例措置の適用を受け

ておりました土地について、震災等によって住宅

が滅失または損壊した場合に、被災後所有者の税

負担が急増することを回避するため、住宅が震災

等の事由により滅失、損壊した従前の住宅用地に

つきましては、やむを得ない事情により当該土地

を住宅用地として使用できないことについて市町

村長が認知をした場合には、当該震災等の発生後

２年度分の固定資産税に限り被災前に住宅用地の

特例の適用を受けていた者については、当該土地

を住宅用地とみなして法の規定を適用することに

より、従前と同様の特例を引き続き講じようとす

－１４４－

るものでございまして、泉南市市税賦課徴収条例

におきましてその旨を申告することができるとし

たものでございます。

次に、少し戻っていただきまして、議案書５ペ

ージ下段より２行目から６ページ、それから７ペ

ージの上段、先ほどと同じ４行目以降でございま

すが、資料の方は２ページ１の（２）を御参照い

ただきたいと存じます。

特定被災共用土地及び特定被災共用土地とみな

された特定仮換地等に係る案分の申し出に関する

申告規定でございます。特定被災共用土地及び特

定被災共用土地とみなされた特定仮換地等に係る

案分の申し出に関する規定につきましても、今回

の法律の規定に沿って新たに追加され、被災住宅

用地の申告規定と同様、申告内容として震災等の

発生した日時及びその詳細が盛り込まれているも

のでございます。

次に、議案書８ページ上段２行目以降、資料は

２ページ１の（３）でございます。特定優良賃貸

住宅に係る固定資産税の減額措置に関する申告制

度でございます。

特定優良賃貸住宅につきましては、従前から申

告に関する規定がございましたが、今回の税制改

正により減額措置の適用を受ける特定優良賃貸住

宅につきまして一定の条件 耐火構造あるいは

敷地面積３００平米以上で、地方公共団体の建設

費補助を受けているものに限定されたものでござ

いますが、この条件が追加されましたため、申告

規定に必要な項目を追加したものでございます。

次に、議案書８ページ上段６行目以降、資料は

２ページ１の４でございます。高齢者向け優良賃

貸住宅に係る固定資産税の減額措置に関する申告

規定でございます。

高齢者向け優良賃貸住宅とは、今国会で成立を

いたしました高齢者の居住の安定確保に関する法

律に規定する要件に該当する一定の賃貸住宅のこ

とでございますが、これにつきましても減額規定

が置かれましたので、泉南市市税賦課徴収条例に

追加したものでございます。

次に、議案書８ページ上段１４行目、７項以下

の部分でございます。資料は３ページの２を参照

願います。２点目は特別土地保有税についてでご



ざいます。

地方税法附則第３１条の２第１項に規定をされ

ておりました密集市街地における防災街区の整備

の促進に関する法律に基づく地区防災施設の用に

供する土地、または特定建築物地区整備計画の区

域内の建築物の用に供する土地に係る取得分の非

課税措置が平成１３年３月３１日までの時限立法

であったためにこれが廃止され、それに伴い代替

として平成１５年３月３１日までの該当物件の取

得に係る税額を３分の１に軽減する措置として地

方税法附則第３１条の３第９項が追加されました

ので、条例においても廃止、追加をしたものでご

ざいます。

法附則第３１条の３第７項に規定されておりま

す密集市街地における防災街区の整備の促進に関

する法律に規定する防災街区整備推進機構が一定

の業務の用に供する土地に係る税額を３分の１に

軽減する措置が、取得分につきましては平成１３

年３月３１日、保有分につきましては平成１４年

度までの時限立法でございましたため、改正後取

得分につきましては平成１５年３月３１日まで、

保有分につきましては平成１６年度まで適用期間

を延長し、また税額の軽減につきましては改正前

３分の１に軽減を改正後３分の２に軽減すると修

正されたことに伴いまして、条例におきましても

修正いたすものでございます。

次に、議案書９ページ上段１行目、２行目、資

料は３ページの３の（１）を御参照ください。３

点目は市民税についてでございます。

長期譲渡の軽減措置の時限措置の延伸に関する

事項でございます。内容といたしましては、長期

譲渡に係る租税負担の時限立法の年度を延長する

ものでございまして、平成１６年度までとなりま

した。

次に、同じページでございますが、優良譲渡、

いわゆる国、地方公共団体等への収用譲渡に関す

る事項でございます。従来から特別控除後の譲渡

益に対しましては、当該譲渡益が４，０００万円以

下のものにつきましては国税、地方税合わせまし

て２０％の時限立法となっておりました。この年

度を平成１６年度まで延伸するものでございます。

次に、同じく議案書９ページの９行目以降、資

－１４５－

料は３ページの３の（３）でございます。商品先

物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税

の特例につきましてでございます。

同資料に記載のとおり、現行は総合課税のもの

が申告分離課税となり、特例年度が１４年度から

１６年度となるもの、及び累進課税最高税率５０

％から一律２６％になるものでございます。対象

先物商品といたしましては、アルミニウム、パラ

ジウム、金、大豆、原油等でございます。

その他につきましては本条例の内容に直接影響

しない範囲でありますが、地方税法の改正等に伴

い、当該条例も整合性を図る意味から字句の修正

並びに条項等の整理を行ったものでございます。

それでは、次に泉南市都市計画税賦課徴収条例

の一部を改正する条例につきまして御説明を申し

上げます。議案書の１５ページ、資料は４ページ

でございます。

これは、都市計画法及び建築基準法の一部を改

正する法律により市街化区域及び市街化調整区域

の定義に関する規定、いわゆる線引き規定でござ

いますが、これのうち「区分表示」を「区域区分」

と改正されたことに伴い、本条例も整合性を図る

ものから字句の修正を行うものでございます。

以上、簡単ではございますが、専決処分の報告

の説明とさせていただきます。よろしく御審議を

賜り、御承認賜りますようお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより一括して質疑を

行います。質疑はありませんか。 和気君。

○１９番（和気 豊君） もう既に専決され、報告

案件ということになっておりますので、そのこと

を前提にして若干お聞きをしたいと思うんです

が、この別添資料の方に固定資産税で（１）から

（４）まであるんですが、そのうちの（３）、減

額措置に関する申告制度。減額措置を願い出れば

これで固定資産税の減額が引き続いてなされると。

（４）でも固定資産税の減額措置ですね。高齢者

向け優良住宅にかかわっては減額措置が講じられ

ると。

それから、特別土地保有税については、改正前

３分の１に軽減を改正後３分の２に軽減すると、

こういうことで軽減率が多くなっているわけです。

それから長期譲渡の軽減措置の時限措置の延伸、



これも市にかかわっては多分住民税７％が６％に、

結局課税者に入ってくる率が少なくなるというこ

とになると思うんですが、そういう点、この減額

によって大体どの程度市財政に影響が出てくるの

か、その辺をお示しをいただきたい。

それとあわせて、当然国で法律を変えて、この

ままいけば市町村に入ってくるべき税金が少なく

なるわけですから、そういうことに対するいわゆ

る財源的な補てん措置ですね。これは具体的にど

ういうふうになっているのか。その辺、あわせて

２点お聞かせをいただきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 池上課税課長。

○総務部課税課長（池上安夫君） 今回の専決処分

の報告の中で、条例改正の内容がいわゆる減額規

定の条例追加とか整理とかいうふうな形でしたの

で、額的に影響がどのぐらいあるかという御質問

だと思いますが、まずここの資料にも分けており

ますように、固定資産と民税 法人、個人あり

ますけど、民税の方と分けて御説明申し上げます

と、まず固定資産関係につきましては、主なもの

はいわゆる阪神・淡路の大震災等を想定いたしま

した関係の上位法改正ということです。

当市では、このいわゆる被災住宅用地関係の該

当するようなものは、今現実には存在をいたして

おらないわけでございます。あった場合に、こう

いうことになりますよということで上位法が変わ

りましたので、あわせて条例も改正するというこ

とでございます。したがいまして、その額の積算

ということにつきましては、もともとその分が対

象になっておるものがないということでございま

すので、そういう数字はちょっと出しづらいとい

うことで御理解をいただきたいと思います。

それから、民税の関係でございますけども、こ

れにつきましても長期譲渡の譲渡益に対する特例

控除の部分でございまして、これは国税と地方税

がございます。あと優良譲渡、これ収用譲渡関係

の譲渡益の突き抜け部分に対する年度延伸規定で

ございまして、これにつきましてもいわゆる譲渡

益でございますので、当該年度に何件そういう事

案が発生するかということの予測が非常にしづら

いということがございまして、具体に数字で幾ら

ぐらいを想定しておるかということにつきまして

－１４６－

は、なかなか算出しにくいのではないかというふ

うに思っております。

それから、もう１点、民税関係で商品先物取引

等のことも改正内容に入っておるんですけども、

これは当市では該当する事案につきましてはござ

いません。したがいまして、全体的に減額申告等

の手続条例なんですけども、額の算出につきまし

ては、なかなかそういう事由で非常にしづらいと

いうことで御理解をいただきたいと思います。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 今の質問、大部分は理解

できました。すなわち、固定資産にかかわる部分

では１、２ですね。これは申告規定ですし、特に

減額の特例措置というのはここでは私よう読み取

らなかったんですが。それと、たとえあったにし

てもいわゆる対象物件がないと。いわゆる高層の

共同住宅等で壊れて滅失したと、そういうものが

ないということで、これは理解できます。ただ、

特定優良賃貸住宅とか高齢者向け優良賃貸住宅に

係る減額措置については、これはやっぱり泉南市

でもあるんでしょう。もう全くないんですか。こ

の３、４を特に私、具体に質問をしたつもりなん

です。

それから、特別土地保有税ですね。これはまだ

若干１，０００平米以上でそのまま活用されずに更

地のまま残っているものがあるというふうに思い

ますし、若干法改正になったけれども、二、三対

象物件がまだ土地保有税は取ってる部分があるん

じゃないかと思いますが、これは先ほどの監査報

告の中にも特別土地保有税の関係、幾ら入ってき

てるのかいうのは出ておりましたから、これはあ

るだろうというふうに思うんですね。

それから、長期譲渡の関係については、これは

実際上譲渡関係が行われた、その事実によってこ

ういうものが出てくるわけですから、今のところ

なかなか見込みは立たないと、結果として出てく

る、そういう答弁はよくわかりました。商品先物

取引についてもいわゆる該当物件がないと、該当

事象がないと、これはよくわかりました。

３つだけですね。固定資産税の３、４と、それ

から特別土地保有税の関係でお示しをいただきた



い。これはあるだろうというふうに思いますよ。

○議長（奥和田好吉君） 中田総務部参与。

○総務部参与（中田正純君） 固定資産の減額の措

置の件でございますけれども、再度の質問にお答

えさしてもらいます。

今回の改正は、いわゆる減額と申しております

のが先ほども課長が答弁いたしましたとおり、災

害時とか被災に遭ったときに現在住宅用地という

のは、いわゆる宅地と違って課税標準額の特例措

置 減額があるわけでございます。

そういったことで、そういうようにして被災に

遭われた建物が滅失したときに、申告によって従

来平地になりますと特例措置がなくなるんですが、

災害に遭われたそういうようなとこに平地の土地

に対しましても従来どおり小規模住宅とか、課税

標準の６分の１の特例がございます。そういった

ことで、土地と建物がセットですが、災害に遭わ

れたのは申告していただければ２年間そのままの

６分の１の措置を講じていくというその減額措置

でございます。

そして、その件と特別土地保有の関係ですけれ

ども、これは一部密集市街地とか防災地域の整備

に関する法律に基づく地域についての措置が今回

講じられました。従来、特別土地の場合、そうい

う地域に対しましては非課税のところを今回３分

の１の課税対象になると。そしてまた、一方では

土地保有税もございますから、保有税も３分の１

から３分の２に減額を生じたということで、当市

の場合、そういう地域がございませんので、今回

の特別土地はそういう地域に限定された減額でご

ざいますので、よろしく御理解のほどお願いいた

します。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 逆に質問いたしますが、

答弁いただいたことに対して逆の方から聞いてま

いりたいと思いますが、特別土地保有税について

は密集市街地における防災街区の整備の促進に関

する法律と、こういうことが前提にありますから、

結局は泉南市の特別土地保有税の適用を受けてい

る土地については、これでまず省かれると、こう

いうことなんですね。

それから、あとの特定優良賃貸住宅と高齢者向

－１４７－

け優良賃貸住宅ですね。別な聞き方をしますが、

これについては、結局は、例えば去年実績がある

わけですから、１２年度実績があるし、１１年度

も実績があるわけですから、９年からのいわゆる

措置ですから、これが延長されるということです

から、実績はあるわけですから、大体その実績に

よって１３年度どうなるかというのも出てくるわ

けですね、これ。できてくるわけです。わかるわ

けですね。もうないんであればないと。そういう

のは該当するところはないんだと、こういうこと

であればもうわかるんですよ。ところが、ずうっ

と来てるわけで、さらに延長されるわけですから、

あればその分全く前年どおり１３年度も入ってこ

ないと。１６年までですか、入ってこないという

ことになるわけですから、当然泉南市の財政に税

減で一定影響を及ぼすわけですから、その辺はど

うなるかということを聞いてるわけですね。

○議長（奥和田好吉君） 池上課税課長。

○総務部課税課長（池上安夫君） 和気議員御質問

の件で３点の分で、まずあるかないかの関係だけ

はっきり申し上げますと、まずこの資料でいきま

すと、３番目につきましては１件だけございます。

４番目の分につきましては、これは該当する物件

はありません。それから、特土地の分につきまし

てもそういう地区指定はございませんので、該当

物件なしということです。

１件の分、細かい数字につきましては手元に今

持ってないんですけども、個別１件ですぐわかり

ますので、この場で申し上げるのはどうかなと思

いますので、あるということだけで、そういうこ

とでお願いしたいと。（和気 豊君「狭小やね。

わずかやね」と呼ぶ）額はもうしれております。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

小山君。

○３番（小山広明君） これは専決で出ておるんで

すが、これはどうしても専決でせざるを得ない、

そういう状況があるんでしょうか。施行は今年か

らですが、いつこの法律が 政令というんです

か、省令というんですか、それが変わったのか、

ちょっとその辺の表記がないので、いわゆる１３

年度からとだけはなっとるんですが、施行がね。



これが決まったのはいつなのか。やっぱり基本的

には議会があるわけですから、専決をしなくてい

いような法の仕組みにする必要があると思うんで

すね。

そういう法の関係で、もしこういう形で専決と

いうことになるのであれば、やっぱりそういう地

方自治体の議会の審議を保障されるような法律の

決め方、国の省令、政令等の決め方をしてもらわ

ないと困ると思うんで、そういう点でのちょっと

御説明をいただきたいと思います。まず、それを

ちょっと御説明いただきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 池上課税課長。

○総務部課税課長（池上安夫君） 専決につきまし

て、なぜこういうことになるのかということの御

質問だと思いますけども、泉南市だけじゃなくて、

どこの市町村も同じだと思うんですけども、地方

税法等関係法律の公布が、これは毎年のことです

けども、３月３１日公布ということになりまして、

当然、本来でしたら、条例改正でございますので、

普通の専決じゃなくて議案提出してやらせていた

だかないかんのですけども、日程的にどうしても

３月議会ということで、３月３１日公布というこ

とでございますので、事務的にこれは時間的にも

さかのぼるわけにもいきませんので、できないと

いうことでございますので、御理解をいただきた

いと思います。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） だから、その国の法律なり

この処置がいつ時点で決まったのかということを

聞いとるんですよ。それがないとわからないので

ね。

それから、もう１つは、上位法が決まって、そ

れに合わせて泉南市に該当がなくても変えていく

んですが、これこういうものが大変多いんですが、

これは上位法が決まれば、別に議会で審議してノ

ーと言って、もし内容を変えられるのであれば意

味あるんですが、そうでなければもうそれは自動

的に専決とか審議をせずに変えるという方法も

意味のないものはですよ。もし上位法で決まっ

たのに泉南市がノーと言って、それが通るのであ

ればここの審議の意味があるんですが、ただこう

いう形で報告をして、ただ知らすというためだっ

－１４８－

たら、もっと手続上は省いていく方法があるんじ

ゃないかなと思うんですね。

もしこれがここで、これは専決ですけどもちゃ

んとした議案でノーと言った場合に、国はこう決

めたけども泉南市はこう行くよということはいけ

ないんでしょう、こういう性格のものは。そうあ

れば、もっと合理的にしていく意味からも、やは

りこういう国と地方自治体のこういう条例なり法

律の関係は、もうちょっときちっと簡素化して整

備していく必要があるんじゃないでしょうか。

峻別していかないと、地方自治体の判断によっ

て違う判断をしても、それが通るのであれば、私

は議会での審議の意味は大いにあると思いますが、

その点の整理はやっぱり必要だと思うので、その

辺の市の見解、それをやはり国の方にもこういう

国が決まれば市も自動的に変わっていくようなも

のについては、そういうような手法を提言する必

要があるんじゃないかなと思いますけど、その２

点について御説明をいただきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 池上課税課長。

○総務部課税課長（池上安夫君） ２点ほど再度御

質問ございましたので、お答えをいたします。

まず、先ほども御答弁申し上げましたけども、

公布は３月３１日ということでございます。

それから、実施条例と上位法のいわゆる地方税

法との関係でございますけども、説明資料等にも

あると思うんですけども、役割分担 地方税法

の中で言っていることと、その中で例えば申告規

定なんかでも、これは条例で定めなさいというこ

とで決まっておりまして、その定める内容を細か

く条例でいろいろ書いております。ですから、関

連して変えていくということでございますので、

直接上位法である地方税法をそのまま写し込んで

条例化しているということじゃございませんので、

それぞれの役割分担があって、それぞれそういう

形でやっておるということで御理解をいただきた

いと思います。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） 公布が３月３１日はわかる

んですよ。それを決めたのはいつなんですか。だ

から、ここで審議をする時間、余裕をね、向こう



は例えば１０月の１日に決めて、公布は３月３１

日ですよと決めるはずですね。手続はもっと前に

やっとるわけですから。そうしたら、その間に地

方自治体も議会で、専決じゃなしにこういうこと

で施行、公布は４月１日からですよと言えば意味

がちゃんと通るじゃないですか。

だから、そういう国の事務はちゃんともっと前

からやって、周知期間ということもよく言われま

すわな。そういう周知期間というようなこともも

っと拡大して言うならば、やっぱり地方自治体の

審議期間もちゃんととって、国が決めてから実際

に執行していくのはこの月だと、６カ月とると、

これが常識なんじゃないですか。国が決めたから

もう専決していくと、何も議会の審議の意味ない

じゃないですか。

それと、もう１つは、やはりここでノーと言っ

た場合に変えれるような内容であれば意味があり

ますよ。しかし、国が上位法で決まったことに従

わないかんとなるならば、それは整理をして、各

自治体で温度差を 温度差というんか、やり方

を変えれる部分は出してもらったらいいですよ、

もちろん。しかし、国が決まったことを自動的に

こちらも直していくような、そういう作業は仕分

けをして、もっと地方自治体の審議の手間がかか

らないように 意味ある審議はいいですよ。意

味のない審議は、やっぱり自動的に条例を変えて

いくというようなことをやはり国との交渉のとき

に市長あたり行って、こういう国が決まったから

自動的に地方の自治体の条例が変わっていく場合

に、自動的にいく部分については仕分けをして、

そういうような法律の仕組みに変えていくという

ことも、私はこういう合理化というんか改革の１

つだと思うんですよ。

こういうように専決で余り意味のない審議をし

て時間を取るよりは、そういうことをやはり峻別

をしてやっていった方がいいと思うので、市長は

政治家ですから改革というところはこういうとこ

ろにもやはりメスを入れていかないと、私は何か

審議が形骸化するんじゃないかなと、そう思いま

す。

ここでの判断がやはり１つの主体性を持つんで

あればそれでいいですけどね、そうでないものは

－１４９－

仕分けをするべきだと僕は思うので、これは担当

者が言ったって僕は余りあれなんで、市長、やっ

ぱりそういうように私は思うんで、市長はそのこ

とをどう思いますか、専決の問題と今言ったよう

なことについて。私はやっぱり改革していく余地

がいっぱいあると思うんですよ。ないですか。

○議長（奥和田好吉君） 中田総務部参与。

○総務部参与（中田正純君） いわゆる税制改正で

ございますが、御承知のように国税、府税、地方

税というように税の役割分担がございます。そう

いうので今回改正をお願いしている件につきまし

ては、地方税法、直接市町村に関係ある条例の改

正でございます。そういったことで、国会では３

月３１日公布されたということで、時間的に間に

合わなかった。これはやはり税というものについ

ては審議が国の方でされてると思いますけども、

成立されたのは３月３１日であったということで、

専決でお願いしておると。

そしてまた、条例の内容をノーということでは

ないんじゃないか、できないんじゃないかという

ようなことですが、今回の改正 いつも改正は

そうですけれども、いわゆる市町村の納税者に対

して、市民に対してかかわりのある条例は、やは

り国の先ほど申しましたように役割分担がありま

して、市町村税ということで、今回でも当市の場

合は今被災のそういうものはないですけど、もし

火災とか災害が起こったときにすぐに適用できる

ように条例改正をしていただかなくては、納税者、

市民の方にも不利益な面がございますので、そう

いった意味から市町村の条例改正をお願いいたし

てるところでございますので、よろしくお願いい

たします。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

〔小山広明君「議長、答弁になってないんだか

ら。議長、整理してくださいよ、こんなの。

僕聞いとることと全然違いますがな」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 以上で本２件に対する質

疑を終結いたします。

これより一括して討論に入ります。討論はあり

ませんか。 小山君。

○３番（小山広明君） 討論する予定は全くなかっ

たんですが、私の質問に全く正面から答えてない



ということで、議案説明に大変不備があると、そ

ういうことをもってこの専決議案に反対をしたい

と思います。

今の答弁の中でも、私は３月３１日に公布され

たんだからと、それだったら初めから専決しかや

りようがないじゃないですか、地方自治体は。だ

から、私は国の方にやはりちゃんと専決しなくて

いいような周知期間なり、地方自治体の審議時間

をきちっと担保してやることが地方自治体に対し

ての配慮ではないんですか。

しかも、こういうことは当然３月３１日に公布

されたでしょうけれども、議論というのはもっと

前からやっとるわけでありますから、当然国の方

でも議論を重ねた上で、公布としては４月１日か

ら行うというのは当然でありますけども、しかし

そのことは即市民の皆様にも影響があるわけであ

りますから、地方自治体としても意味があるんで

あれば十分に議論をしなければならない。

そういうことからいえば、こういう地方自治体

の条例の審議をしなければならないものについて

は、国の方に市長はきちっとやっぱり審議をする

時間なり余裕を与えた、こういう公布のあり方を

当然審議するべきであります。今言ったように、

３月３１日に公布されたんだからといえば、どん

なことを考えても専決以外にないじゃありません

か。専決というのは特別な場合であって、常に地

方自治体というのは議会が開ける状態にあるわけ

であります。そのためには、どれだけ時間を縮め

ても１週間とか１０日の告示期間も要るわけであ

りますから、そういう点も含めて国の方にやはり

地方自治体の審議権ということを保障するように

言ってもらわないと、私たちは責任を持った審議

ができない。

そして、私はこの議論の中でも言いましたけれ

ども、国の法律が変わって、地方のこういう条例

を手直しをしていくということが、そこでそれ以

外にないというのであれば、それは峻別をして、

本当に地方自治体での審議内容で変わるようなも

のについては、もちろんここで議論することが大

事でありますけれども、国が変わったことによっ

て自動的に変わるような部分については、やはり

こういう議会での審議を省略することも十分私は

－１５０－

可能だと思います。

そういうようなことをやっぱり政治家として向

井市長は、国の方に議会の審議権も含めてきちっ

と今の制度をチェックし、進言をしていく責任が

私はあると思うわけであります。何もこの議会が

形式的に済んだらいいということではなしに、１

つ１つのことをやはり改革という名でやっていか

ないと、大事なことを審議しなければならないの

にこういうものを専決、専決という形で出してく

ることは、いささか地方自治体の審議権というも

のを私は軽視していると言わざるを得ない。

そういうことに真正面から答弁し切れない行政

のあり方については強く批判をして、この専決に

は強く反対をしたいと思いますので、議員各位の

賛同をよろしくお願いを申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で本２件に対する討論を終結いたしま

す。

これより報告第１号から報告第２号までの２件

に関し、順次採決いたします。

まず、報告第１号を採決いたします。

本件は、原案のとおり承認することに賛成の諸

君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（奥和田好吉君） 起立多数であります。よ

って報告第１号は、原案のとおり承認することに

決しました。

続いて、報告第２号を採決いたします。

本件は、原案のとおり承認することに賛成の諸

君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（奥和田好吉君） 起立多数であります。よ

って報告第２号は、原案のとおり承認することに

決しました。

次に、日程第８、報告第３号 専決処分の承認

を求めるについて（泉南市国民健康保険税条例の

一部を改正する条例の制定について）を議題とい

たします。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並び



に内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました報

告第３号、専決処分の承認を求めるについて（泉

南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の

制定について）御説明申し上げます。

２１ページでございます。

専決理由につきましては、地方税法の一部を改

正する法律及び関係法令が平成１３年４月１日に

それぞれ施行されたことに伴い、本市国民健康保

険税条例の一部を改正する必要から専決処分を行

ったものでございます。

議案書の２５ページをお願いいたします。

条例改正の内容につきましては、平成１３年４

月１日から商品先物取引に係る雑所得等において

課税の特例が創設され、同所得が所得額から分離

されることとなりましたが、国民健康保険税につ

きましては、従来どおり国保税の所得割の税額の

算定につきましては分離課税として算定し、政令

軽減判定につきましては総合課税として当該雑所

得を所得額の算定基礎に算入するという賦課の特

例が設けられたものでございます。

改正の規定につきましては、平成１３年４月１

日から施行し、平成１４年度以降の年度分の保険

税につきまして適用し、平成１３年度分の保険税

につきましては従前のとおりでございます。

以上、甚だ簡単でございますが、説明とさせて

いただきます。よろしく御承認賜りますようお願

い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 小山君。

○３番（小山広明君） 同じことを言うことになる

かもわかりませんが、今回の場合には４月１日か

ら施行されるという表現になっておりますね。こ

の施行されるというように決まったのはいつ決ま

ったのか。そこだけ明確にお答えをいただきたい。

先ほどは公布となっておりますが、今回は施行

条例の問題だからそうだと思うんですが、４月

１日から施行するということが決まったのはいつ

なんですか。

○議長（奥和田好吉君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） お

答えします。

－１５１－

先ほどの税の方と同じでございまして、３月３

１日公布、そして４月１日施行ということでござ

いますので、３月３１日決まって、その実施をす

るのが４月１日ということでございます。よろし

くお願いします。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） いや、公布は３月３１日に

したんでしょう。施行は４月１日から、これはわ

かりますよ。それを決めたのはいつ、どこで

自然成立なんですか、これは。３月３１日に国会

開いてないでしょう。これ、法律でしょう。政令

か何か これは法律ですね。

だから公布は、うちらの条例でもそうじゃない

ですか。公布は何日からですよと。それを議決す

るのは、議会で決めるじゃないですか。それを聞

いとるんだから、ちゃんと言ってくださいよ。何

のためにそれを聞くんかという声もありますから

ね。そしたら、そのときに地方自治体の審議権と

いうことを考えたら、やはりその周知期間という

考え方と同じですね。そういうことを地方自治体

に配慮して決めるべきじゃないかということを言

いたいんです、私。

すぐ、だからあかんと言うとるんじゃないんで

すわ。だから、そういうことをいいと思うんであ

れば、市長もそういうような、国に対して地方自

治体のこういう条例の審議をせないかん時間も十

分とっていただいて、少なくとも１２月議会があ

るわけですから、９月議会ぐらいに国では決めて

くださいと、そういうことを言ってもらったらど

うですかと、私は至って建設的に言っとるつもり

なんですがね。前進がなければ毎年こういうこと

を繰り返されるわけですから。それが、いや、そ

れはだめなんだというのであれば、その理由をち

ゃんと明記してくださいよ。でないと、我々はこ

こで審議しとるわけですから、専決に参加しとる

だけじゃないんですからね。そういうことを言っ

とるんですよ。

○議長（奥和田好吉君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 先

ほども申し上げましたが、公布が３月３１日でご

ざいますが、当然それ以前に国の方でいろいろと

論議されて決まってくるわけなんですが、我々の



手元に届いたのは、公布が３月３１日ですので、

それよりほん少し前に通知が届いておりますが、

３月３１日公布ですので、それ以後に届いてると

いうことでございますので、当然国の方はそれ以

前に論議はされてると思いますが、我々といたし

ましては、今時点ではそれ以上の答弁はちょっと

できないと思いますので、差し控えさせていただ

きます。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） そういう質問があると思っ

てないからと思うんですが、もうちょっと議案を

出すときには、やっぱり専決ですからね、どうし

ても専決をせないかんという客観的理由があれば

わかりますよ。あなたの言うんだったら、３月３

１日直前に国からやっと報告が来たと。しかし、

議会は別としても、あなた方は４月１日からやれ

るようにちゃんと条例整備せな 専決したんで

しょう。

そしたら、少なくともこんなもの１カ月かかる

でしょう、こういう整備をするためには。だから、

あなた方だって時間が欲しければ、議会だって審

議の時間をいただきたいんですよ。それは当たり

前のことでしょう。だから、自然成立だったら、

３月３１日に決まるのかもわかりませんよ。しか

し、国会で議決して、採決して決まっとるんでし

ょう、この問題は。

そしたら、いつの時点で決まったか。あなた方

だって担当だったら、そういう関連のものがどう

決まったか、来るまでにもいろんな情報を取りな

がら、そして１２月議会に間に合えば、あなた方

は出せばこれはニュースになりますよ。何も専決

したらいいんだというような安易な考えでおるか

ら、こういうような答弁に終始してしまうと。答

弁の用意もされてない。

これからは、こういうことはこれぐらいで引き

下がりませんから、きちっと専決をしなくていい

ように、まずきちっと整備をしていただくと。ど

うしても専決をしなければならないような問題に

ついては、そら専決できないとできないんですか

らね。そういうことをちゃんと整備をして説明を

してください。

市長、最後にそれぐらいちゃんと答弁してくだ

－１５２－

さいよ、人ごとみたいに思ってなくて。これは当

然のことでしょう、私の主張というのは。どうで

すか、市長。国の方に言いますか。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 公布をもって有効になるわ

けでございますから、それによって措置をいたし

ております。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

小山君。

○３番（小山広明君） ほんとにこんなの討論した

くない。私、当然のことを言っとるわけですから、

市長、そのように国の方に言うと言えばそれで済

むことでありますが、公布が３月３１日だからと、

これじゃ全く説明にもなってない。来がけに市長

は私に理由を言って反対をせえと言っとるんです

が、十分理由を言っとるわけですから、市長こそ

理由を言ってちゃんと答弁をしていただきたい。

だから、私の言うのは３月３１日公布されると。

だから、もう専決しかないじゃないですか、それ

だったら。専決というのは特別な措置であります

から、専決がしなくてもいいように、やはり法律

の仕組み、手続の仕組みをするのは当然じゃない

ですか。市長は専決は楽だからそう思ってるのか

もわかりませんが、議会としては専決はいささか

やはり問題であります。

そういう点では議会の審議権ということを保障

する意味でも、私は国の方にやはり専決をしなく

てもいい時間的な問題をちゃんと考えてほしいと

いうのは、当然の地方からの国への主張じゃない

ですか。それを公布が３月３１日だから専決しか

仕方がない。そんないいかげんな答弁では、行政

の中では通用しても、議会に対しては通用する答

弁ではない。そういうことでこれも強く反対をい

たします。説明不足だと。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で本件に対する討論を終結いたします。

これより報告第３号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕



○議長（奥和田好吉君） 起立多数であります。よ

って報告第３号は、原案のとおり承認することに

決しました。

次に、日程第９、報告第４号 専決処分の承認

を求めるについて（平成１２年度大阪府泉南市一

般会計補正予算（第８号））を議題といたします。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました報

告第４号、専決処分の承認を求めるについて（平

成１２年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第８

号））につきましては御説明を申し上げます。

議案書２７ページをお願いいたします。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をいたしました平成１２年度大阪府泉南市

一般会計補正予算（第８号）につきまして、同条

第３項の規定により議会に報告し、承認を求める

ものでございます。

専決理由につきましては、平成１２年度実施事

業に充当されます起債が融通決定されたことに伴

いまして起債の限度額に変更が生じたもの、並び

に決算見込みによる経費執行残の減額など、歳入

歳出予算及び繰越明許費の補正措置を専決処分し

たものでございます。

２９ページをお願いいたします。内容につきま

して簡単に御説明申し上げます。

まず、歳入歳出からそれぞれ４億６，７１３万９，

０００円を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ２

１５億１，２００万８，０００円とするものでござい

ます。

歳出の主なものにつきまして簡単に御説明を申

し上げます。恐れ入ります、５２ページをお願い

いたします。

財産管理費の役務費の不動産鑑定料１３４万円

の減額でございますが、これは公有財産の売却に

伴いまして不動産鑑定を予定いたしておりました

ところ、当初見込みより鑑定件数が減少したこと

により減額するものでございます。

次に、５７ページをお願いいたします。老人医

－１５３－

療助成費の扶助費８，０００万円の減額でございま

すが、これは昨年８月より老人医療費一部負担金

制度の改正などによりまして、当初見込みより医

療費が減少したため減額するものでございます。

次に、６０ページ下段から６１ページ上段にか

けての民間保育所対策費の委託料１，８１４万６，０

００円の減額でございます。これは、国の制度改

正によります保育単価の改正、及び当初見込みよ

り低年齢児 ０歳から２歳でございますが、こ

れの入所者が減少したため減額するものでござい

ます。

次に、同ページの生活保護費の扶助費３，３１８

万円の減額でございますが、これは生活保護にお

ける入院患者数が当初見込みより少なかったこと

により、医療扶助が減少したため減額するもので

ございます。

次に、６７ページ下段から６８ページ上段にか

けての商工振興費の負担金補助及び交付金５２７

万１，０００円の減額でございますが、これは中小

企業事業融資利子補給制度におけます申請者が当

初見込みより少なかったため減額するものでござ

います。

次に、６９ページをお願いいたします。新家駅

宮線改良事業費の工事請負費１，８５７万円の減額

でございますが、これは事業内容を精査したこと、

及び入札に伴います落札減によりまして当初見込

みより工事費が減少したため減額するものでござ

います。

次に、７１ページをお開き願います。都市計画

総務費の積立金３，６４６万５，０００円でございま

すが、これは財団法人泉州都市環境創造センター

寄附金を初め緑化事業寄附金などを緑化基金に積

み立てるため補正するものでございます。

次に、７２ページをお開き願います。公共下水

道費の繰出金１，３２８万３，０００円の減額でござ

いますが、これは下水道事業の特別会計の事業確

定に伴いまして一般会計からの繰出金を減額する

ものでございます。

次に、７３ページ下段から７４ページ上段にか

けての牧野公園新設事業費の工事請負費２，０００

万円の減額でございます。これは、補助基本額が

当初予定より少なかったこと、及び入札によりま



す落札減などによりまして工事費が少なく済んだ

ため減額するものでございます。

次に、７４ページでございます。常備消防費の

委託料９２４万４，０００円の減額でございますが、

これは空港本島消防業務委託料が人件費の縮減な

どにより当初見込みより少なかったため減額する

ものでございます。

次に、７７ページをお願いいたします。幼稚園

施設整備費の備品購入費２２８万４，０００円の減

額でございますが、これは少子化対策臨時特例交

付金を活用し、園用備品の整備を行った中、落札

減が生じたため減額するものでございます。

次に、７９ページ下段から８０ページ上段にか

けての公共施設整備基金費の積立金１億３，０００

万４，０００円の減額でございますが、これは当初

見込みより当該年度の事業費の縮小などにより公

共施設整備負担金が減少したため減額するもので

ございます。

また、地方債の追加及び変更につきましては３

７ページから３９ページ、また４０ページの第３

表では繰越明許費につきましてそれぞれ記載いた

しておりますので、よろしくお願い申し上げます。

なお、歳入の明細につきましては４１ページか

ら４９ページにかけて記載のとおりでございます。

以上、甚だ簡単でございますが、説明とさせて

いただきます。御承認賜りますようよろしくお願

い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 大森君。

○４番（大森和夫君） ５３ページの徴収費と７３

ページの牧野公園にかかわって御質問いたします。

まず、牧野公園にかかわってですけども、今度

こういう新行財政改革大綱の中でもいろんなとこ

ろで納税証明書ですか、つけるという話がありま

すけども、ただ、このときにも牧野公園の所有者、

牧野公園の土地を持っておられる方に高額滞納者

がいらっしゃって、その中で滞納状況がよくわか

らなかったと、庁内の中でわからなかったという

話が決算委員会でありましたけども、こういう場

合どうなんでしょうか、納税証明をつけるのか。

そういう一定のガイドライン的な指針が必要だと

思うんですけども、その点どのように考えておら

－１５４－

れるのか。

それから、こういうときに、例えばそれと含め

て滞納者の場合は幾らかもらうような話があるべ

きではないかと思うんですけども、前の決算委員

会の中ではそういう話はなかったということで、

せめて分納誓約だけでもとるのが必要ではないか

と思うんです。決算委員会の中では誓約もとって

なかったという話なので、この点どのようにお考

えなのか、お答え願いたいと思います。

それから、その売買時にその分に関する税金を

いただかなかった理由の中に、それが商売がうま

くいくだろうということを見込んで税金をいただ

かなかったということをおっしゃってたんですけ

ども、その成否はどうだったのか。実際にうまい

こと商売がいって、納税がきっちりいってるのか

どうか、その点をお願いしたいと思います。

それから、その際に一緒に、今こういう時代に

例えばこの年度も１億円以上の滞納者の方が不納

欠損になったりしてますので、そういう債権に負

けないような努力ができてるのか、その点も含め

てお答えください。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） 公園事業

をつかさどる事業部でございますけども、公園を

新設するに当たりまして当然用地取得をするわけ

でございますけども、そのときに地権者の経済的

状況、そこらは調査はいたしません。

ただ、用地買収に当たりまして、当然起案をし

て決裁を受けるわけでございますので、税関係の

担当の上司と申しますか、所管する上司の方が把

握を当然するわけでございますね。そのときの判

断は、私はその部署にはおりませんので、小さき

といえども泉南市は行政体でございますので、つ

かさ、つかさで業務を行っておるところでござい

ます。

○議長（奥和田好吉君） 中田総務部参与。

○総務部参与（中田正純君） 牧野公園に関する件

で、地権者の納税状況ということで御質問ありま

した。これにつきましては、そういう地権者が限

定されておりますし、固有的にわかるプライバシ

ーの面もございますので、一切御答弁は差し控え

させていただきたいと思います。



○議長（奥和田好吉君） 大森君。

○４番（大森和夫君） 市長ね、さっき山内さんの

話やったら、つかさ、つかさでするからお話が来

てなかったいうことなんだけども、こういうこと

はちょっと体制を変えていくべきだと思うんです

よ。それは別にどうこうなるわけではない場合も

あるし、実際必要な土地やったら買うということ

も必要やろうから、それは滞納状況に関係なくす

る場合もあるでしょうからね、それはそれでいい

んだけども、こういう税金問題が大きな市の問題

になってるときに、やっぱりそういうことが心と

いうか、そういう狭い庁内ですから、連絡が行く

ようにしていただかないと、収税委員会もありま

すし、何のためのものなのか。問題が起こるたび

に、ガーッと大きな問題になるというのは困りま

すからね。

その辺きっちりやっていただかないと、この話

は決算委員会の中では市長には御相談になったと

いうことの答弁がありますので、市長の方から事

業部の方に連絡すれば これからそういうふう

にしていただきたいと思うんです。

その点もお聞きしたいし、中田さんね、前の決

算委員会の中では、その滞納分に関しては先日付

小切手で払ってるということもお答えになってる

わけですわ。それも商売がうまくいってるから安

心ですよということもおっしゃってるわけなんで

すよね。

それが急に答えられないことじゃいけないし、

これだけの高額滞納者にきっちり払っていれば、

入金されれば別に問題ない話なんですよ。そうで

しょう。ちゃんとあなたの前の答弁では、きっち

り分納誓約もらわんでもうまいこといってますよ

という御答弁やったんで、今でも大丈夫ですかと

いうことをお聞きしてるんです。

もしか大変な状況やったら、どういう手を打ち

ますとか、誓約をとらなあかんとか、もう一遍体

制について考え直しますとか、そういうことをお

答えしてほしいことで、プライバシーの問題の話

じゃなくて、ちょっと納税に関する一般的な話を

聞いてるんですよね。２７件滞納がある。１，００

０万超えるような滞納が１０億円あるんですよ。

ちょっとそういうことでこの議場に隠さんと決算

－１５５－

委員会で話したことはお話しして、その後どうな

ってるのか報告する義務がきっちりあるんと違い

ますか。ちゃんとお答えください。

○議長（奥和田好吉君） 中田総務部参与。

○総務部参与（中田正純君） 滞納者に対しての徴

収、納税交渉ですね、こういったものにつきまし

ては、税法に照らし合わして厳正に、また時効と

か税の消滅をさせないように我々も最善の努力を

いたしておるところでございますので、よろしく

お願いいたします。

○議長（奥和田好吉君） 大森君。

○４番（大森和夫君） 一般的にできてないから議

論してるんでしょう。牧野公園だけの話と違いま

すでしょう。２７件の滞納があって、大阪府下で

最悪の徴税率、こういう状況をどう考えてるんで

すか。議員がこうやって徴税率を上げるために努

力をしようと思って状況を聞いてるのに、門前払

いですやんか。何１つ答えてない。

決算委員会でお答えになってることも答えてな

いわけでしょう。あのときには、これは商売に差

しさわり これでお払いすることによって、税

金いただかないことによって商売もうまいことい

く、お金も入る、そうおっしゃったんでしょう。

それがちゃんと言うたとおりになってるのかどう

か、それをお聞きしてるんですよ。

それから、こういう場合があれば最低分納誓約

ぐらいとったらどうですか。あなたからもらって

る資料を見ますと、先日付小切手の方３人いらっ

しゃって、２人の方はちゃんと分納誓約済みと書

いてますよ。分納誓約してもらってるんでしょう。

１人だけ分納誓約してない。その理由は何かも知

りたいし、この点どうなのか。きっちり入ってる

のかどうか。なぜ分納誓約しなかったのか。こう

いう場合、せめて分納誓約ぐらいしたらどうかと

いう提案にもお答えください。ちょっときっちり

お答えくださいよ。お願いいたします。

○議長（奥和田好吉君） 中田総務部参与。

○総務部参与（中田正純君） 私ども徴収する判断

として、いわゆる納税者の担税力の能力に応じて

各納税者にはそういうような適切な処置をいたし

ておるところでございますので、よろしくお願い

します。



○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

堀口君。

○１５番（堀口武視君） 今、大森議員が牧野公園

のことを聞かれたんですけども、ちょっと観点は

違うんですけども、この場で質問していいのかど

うかちょっとわかりませんけども、ひとつこれが

供用されてるということで、この牧野公園につい

てお聞かせいただくのはこれが最後かなと思いま

すので、ひとつお聞かせ願いたいと思います。

先日、何か牧野公園のオープンセレモニーをや

られたと。その２日ほど後から地元の方々から、

近隣の方々から、ちょっと見に来いと呼び出しが

ありまして私が行ってまいりました。その中で、

オープンをしてるのにどうして街灯がつかないん

だと、こういう話がございました。

あるいはまた、子供が実際に遊んでて、あの部

分について特にボール遊びをよくやられてる。そ

のボールが公民館の方の道路に飛び出してくる。

この辺の施設の危険性の問題があるんじゃないか。

あるいはまた、行ったときに植木の添え木がその

まま引っこ抜かれて、植木に大きな添え木が立て

かけられてたと。小さい子供が遊びに来る。この

ような欠点を指摘されたわけでございますけれど

も、また地権者、あの辺の周辺の近隣の方々に私

は予算委員会の中で、ぜひ住民に管理上のいろん

な心配をしてるから説明をしてやってくれとお願

いをしてたんですけども、それもなかった。ある

いはまた、市長のところに直接その近隣の方から

いろんな要望が来てたはずだと、行ったんだとい

う話も聞かしていただきました。

その辺を含めて、どうして予算委員会の中で一

応近隣の方々にはこういうことですと説明をしま

すと御答弁をされてながらやらなかったのか。あ

るいは、先ほどから言いました施設の不備、この

辺についてはどのようなことを考えてるんでしょ

うかね。お聞かせ願いたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 私のところへ要望に来られ

た方がお１人いらっしゃいました。ちょうど一番

線路側の隣地の方でございますが、排水の件でご

ざいまして、その方の言い分と事業部の考え方も

あったんですが、最終的に私の方で調整しまして、

－１５６－

その隣接の方の御要望を受けて整理するようにと

いうことでいたしております。

その方とは、この間オープンセレモニーがあっ

たときにたまたまおられたので私の方から声をか

けまして、どうですかと、こういう形でさしてい

ただきました。要するにＵ字溝を入れてグレーチ

ングで、車が通るとこだったのでふたしてくれと、

こういうことでしたので、そのとおり私もできて

たのは確認しまして、御本人にも声をかけて、も

うちょっといろいろやってほしかったけども、こ

れでしゃあないなという感じでおっしゃっていた

だいておりましたので、私に対する要望の件はそ

ういうことできちっと整理をさしていただいてお

りますので、御答弁申し上げたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） 公園管理

の問題で３点お尋ねがございました。まず照明の

関係でございますけども、当初は何か故障のよう

でございましたけども、今はスムーズにいって点

灯をいたしておるところでございます。

また、子供のボール遊びでございますけども、

この牧野公園に限らず、ボール遊びのできる公園、

またボール遊びが禁止されてる公園といろいろご

ざいます。牧野公園は児童公園でございますので、

してはいけないということではございませんが、

やはり利用のルールというものも子供に徹底しな

ければいけないという考えを持っておりますので、

今後とも管理の面には十分配慮していきたいとい

うふうに思っております。

それから、植栽の関係もございましたけども、

あれは手直しをしたということでございますので、

今現在は、きのうも見に行きましたけど、立派な

公園であるという認識を持ってます。今後十分に

市民に親しまれるような公園管理、これについて

は努力していきたいというふうに思っております。

○議長（奥和田好吉君） 堀口君。

○１５番（堀口武視君） 僕はこの牧野公園の建設

されたプロセスいうのはわかりませんけども、僕

は市自身の姿勢が、いろんなさきから打ち上げら

れてる策定事業、事業計画がたくさんある中で、

どうして牧野公園が、突然出てきた事業がこのよ

うに早くできるのか、今も納得はできないわけで



す。例えば市民の里にしたって、あるいは聖苑計

画にしたって、一般質問でもございましたけれど

も、早くからそういう事業計画がありながら、そ

の方が手をつけられずに、どうしてこの牧野公園

がこんなに順調に早くできたのか、いまだに納得

できません。

しかし、周辺の住民の、今管理上の問題をおっ

しゃいましたけども、近隣の住民の不安はそんな

どころじゃないわけですよ。オープン当日から、

その夜には若者が集まってあそこでシンナー遊び

をされてたと。これからそういうことがたびたび

起こると、防犯上どのような管理をやられるのか、

あるいは今ボール遊びにしたって、僕は公民館側

の道の方にせめてボールどめぐらいはつけてやっ

たら、これだけ予算を減額するんなら、そのぐら

いの施設をしてやれば、子供に対する思いやりじ

ゃないかと思うんですけれども、その辺はどうな

んですか。現実にあの公民館の方にボールが出て、

何回も事故を起こしかけた。これは利用者の声な

んです。だから、その辺も部長、一度検討する余

地ございませんか。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） 公園の利

用方法については、これから当然利用者といいま

すか、当然地域も含めて、また利用する子供たち

も含めて十分に使いやすいような公園というのが

最大の目的でございますので、検討していきたい

というふうに思っております。

ただ、牧野公園につきましては緊急オアシス整

備事業で防災を兼ねた公園ということでございま

すので、ボールが外に出ないようにとか、恒久的

なさくを設けるとか、そういうものはちょっと難

しいと思いますけども、工夫すればできると思い

ますので、その件については検討していきたいと

いうふうに思っております。

○議長（奥和田好吉君） 堀口君。

○１５番（堀口武視君） 児童公園で子供の命、け

が、あるいはそんなことが起こったら大変でしょ

う。それは市の責任だと僕思いますよ。そういう

施設ぐらいはちょっと考えれば、賢い事業部長の

ことですから、ちょっと頭働かせれば何ぼでもで

きると思うんです。

－１５７－

それと、１つは初めにも言いましたけども、近

隣の住民のそういう防犯上の不安を払拭してやっ

てください。近隣はこの公園をつくってもうて１

つも喜んでませんよ。ほんとに喜んでないです。

４億近い金を使って住民に喜ばれない事業を僕は

どうかと思いますけれども、その辺の不安の解消

をする、例えば予算委員会の中で住民に説明をし

てやってくれと。やりますと、こういう話だった

のに、いまだに何もされてない。その辺の市民に

対する不親切さがどうなんですかね、やる予定は

ないですか。そういう面で心配ないですよという

やり方は、やる予定ないですか。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） 牧野公園

について、いわゆる事業の説明を地域にするとい

うことは考えておらないわけでございます。当然、

地域の代表の方に御説明も申し上げておりますし、

管理上支障が出てくるというような場合につきま

しては、だれからというんでなしに、その不安払

拭というよりも、当然防災も含めてですけど、検

討していきたいというふうに思っております。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

松本君。

○１１番（松本雪美君） 今も管理上のことで意見

が出たので、一言だけ私も声をかけておきたいと

思うんですけど、街灯が何か深夜になると 街

灯というんですか、防犯灯ですか、半分に減ると

いうふうに聞いたんですけど、それは私、夜中に

ちょっと確認に行けてないんですけど、その辺聞

かしていただきたいのと、それから管理上の問題

では、青少年のたまり場になって、そこで今堀口

議員からもおっしゃってたんですが、そういうこ

とが起こらないような対策みたいなのは、これか

らどういうふうに講じられるのか。

それから、もう１点では、きのうも消防団の車

庫の前からずっと向こうの道まで歩いたんですけ

ど、いろんな植木も植え込んでくださって、クチ

ナシの花のにおいがぷんぷんして、ほんと気持ち

のいいいろいろ工夫されたことがよくわかるんで

すが、向こうの道に出たところで隣の和歌山側の

おうちの自動車の出てくるところには鉄板がかか



ってまして、公園の前にはグレーチングかな、隅

切りしたところにはグレーチングがかかってるん

ですが、その真ん中に板が置いてあって、その板

がもう弓になって反ってるんですよ。私、あ、こ

んなところになぜ板があるんかなと一瞬思ったん

ですけど、どうせ４億円もぜいたくにお金をかけ

て工事をしたんですから、何かそういうちぐはぐ

なところが残されたまんまになってることに、ち

ょっと何か何とも言えん嫌な思いがしたんですよ。

だから、その辺ではきちっと整備するんならす

るで、最後まできちっと整備をするべきじゃない

かなと、そういうふうに思うんですよ。それで、

その板を外そうと思ったけど、板は何かネジでつ

けられてるのか外れませんでした。それは外れな

いように工夫したんだと思うんですが、あれはも

う多分あの上を自動車が１００回ぐらい通ったら

もう折れてしまうんと違うかしら。そういうふう

な感じでした。

だから、その辺管理の問題と、ちょっと整備が

不十分なところがあるんじゃないかなと思ったん

で、加えて意見を述べさしていただきました。

○議長（奥和田好吉君） 今のは意見だけ。

〔松本雪美君「答えてください」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） 公園にあ

るのは、あれは防犯灯ではございません。利用者

のための照明灯でございます。現在８基ありまし

て、１基はソーラーシステムの電灯でございます

けども、確かに夜中の１２時を過ぎますと４灯に

減灯しておるわけでございます。ただ、暗いとい

うようなことじゃございません。私も確認に夜中

に行きました。道路よりもかなり明るいです。十

分に利用もできるような明るさでございました。

それと、たまり場になるということでございま

すけども、オープン的な公園でございますので、

夜中に閉めたり、利用の多いときにあけたりとか、

そういうのは管理上大変難しゅうございますので、

これはどこの公共施設と言わず、防犯については

なかなか難しい部分がございますので、できるだ

けそういうような悪の巣というんですか、いたず

らができないような工夫も当然加えるべきだとい

うふうに思いますが、牧野公園に限っていえば、

－１５８－

かなりオープン的な、両側も道に接しております

し、見通しのきく部分がございますので、一般的

にはなりにくいとこだというふうな感覚を持って

おります。

それから、鉄板云々のことでございますけども、

あれは牧野公園の区域外の個人の方の専用の通路

でございますので、行政がどうこうすると、手を

加えることはぐあい悪いというふうに考えており

ます。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

和気君。

○１９番（和気 豊君） 助役さんに逆らう気はな

いんですが、ちょっとだけ物を言わしていただき

たい。

繰越明許ですね。総額で７億５，０００万もある

んですが、やはり提案されるときには、これが１

つの減額の大きな主題ですから、この理由につい

ては各項目にわたってわかる程度にはお述べをい

ただきたいなと。述べていただいてませんよね。

私、一生懸命聞いとったんですが、時々このごろ

もうよわい １つの段を上がりますとちょっと

ぼけますので、その辺もお示しをいただきたい、

こういうように思います。

それから、教育委員会に、きのうはほんとに懇

切丁寧な、詳細にわたる御説明をいただきまして

ほんとにありがとうございました。私、十分聞か

していただきました。その上でまだわからない点

がありますのでお聞かせをいただきたいと思うん

ですが、７７ページの学校管理費、職員手当等で

超勤手当というのがあるんですが、大体僕は義務

教育諸学校における職員さんというのは府費職員

だと思うんですが、市職員さん、この職員さんと

いうのはどういう仕事をされているのか、ちょっ

とお示しをいただきたい。

学校のいわゆる教職員の先生、教諭、それから

事務職員、そのほかにどういう職員さんがおられ

るのかですね。今言うたのは府費職員ですが、市

職員にどういう人がおられるのか、ちょっとお教

えをいただきたいと。この中身と含めてお示しを

いただきたいなと、こういうように思います。

以上２点でございます。

○議長（奥和田好吉君） 蜷川助役。



○助役（蜷川善夫君） 議案説明につきまして説明

不足であるという御指摘をいただきました。議案

説明につきまして、これまでから種々御指摘もい

ただいておりまして、そのたびに改善をしてきた

ところでございまして、資料添付等の工夫もさし

ていただいておりますけども、確かにおっしゃる

とおり、今お述べになった部分について説明いた

しておりませんので、今後説明の仕方については、

また御指摘もいただきまして、できるだけわかり

やすい説明に努めさせていただきたいと思います

ので、よろしくお願い申し上げます。中身につき

ましては、担当の方から御説明申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 繰越明許費の関係で

ございますけれども、一番上の総務費の総合計画

策定事業で１，２００万円繰り越しをさしていただ

いております。これは、平成１０年度から総合計

画の見直し作業に着手をいたしておりまして、１

０年度につきましては市民意識調査や基礎調査を

行っておりまして、１１年度は基本構想、基本計

画の原案の作成に着手をしたところでございます。

１２年度につきまして、その基本構想、基本計画

案についてワーキンググループ、策定部会、専門

委員等で議論を行っておるところでございまして、

その作業が若干ずれてきておるということの中で、

今回繰り越しをさしていただいたものでございま

す。

今後は、現在も策定委員会までその議論が入っ

ておりまして、７月の初めにはその策定委員会の

議論も終了さしたいというふうに考えておりまし

て、その後総合計画審議会の方へ諮問という手続

をして、我々としては９月議会に上程をしたいな

という気持ちで現在頑張っておりますので、御理

解賜りたいというふうに思います。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） 繰越明許

につきましては、また後の報告第９号で明細を上

げておりますので、このときにも詳しく御説明を

させていただきたいと思いますが、事業部所管の

繰り越しにつきましては、第５款の農林水産業費

及び第７款の土木費の３件と、合計で４件の繰越

明許をお願いしておるとこでございます。

－１５９－

まず、今御提案申し上げてるのは第７款土木費

の道路橋梁費でございますけども、道路新設改良

事業の２，３００万円、これにつきましては３月の、

今回の補正をお願いした道路新設事業でございま

して、経済対策によって起債率１００％、それか

ら交付税充当率４５％という充当の制度がござい

ますので、これに乗りまして、当初１３年度で予

定した事業を前倒しで改良事業を行うものでござ

います。そのうち、工事費の２，３００万円を繰り

越しさしていただいたところでございます。

次の土木費の都市計画費の砂川樫井線の新設事

業の繰り越しでございますけども、６億７，１２７

万５，０００円でございます。これにつきましては、

アルミニウム工場の移転を行っておるわけでござ

いますけども、３月末に設備の移転でございます

けども、完了しなかったということで繰り越した

わけでございます。このアルミニウム工場の移転

補償につきましては、休業せずに、製造工程をや

めずに新しくつくって、そこに製造を停止せずに

すぐに移るということでございましたので、新し

い施設の方が調子が悪くて年度内にはできなかっ

たということで、旧の工場も併設しておったわけ

でございますので、移転が完了してなかったわけ

です。現在は完了しておるわけでございますけど

も、それによって繰り越しを行ったわけでござい

ます。

それから、同じく都市計画費の牧野公園の新設

事業でございますけども、これについて金額で４，

３３８万７，０００円を繰り越しさせていただいて

おるところでございます。これにつきましても年

度末に工事そのものが完了しておらなかったとい

うことでございますので、繰り越しをさせていた

だきました。これも現在はもう既に完了しておる

ところでございます。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 御質問の７７ペー

ジの学校管理費の分で、職員手当の減でございま

すが、これは学校用務員の超勤手当の減でござい

ます。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） よくわかりました。ちょ



っとこれは確認だけしておきたいんですが、繰越

明許の道路新設改良事業、これは前倒しでやった

んで、ばたばたっといわゆる１３年度予算を前倒

しで執行するいうことだったんで、まだ具体には

どこどこを新設し、改良する、整備すると、こう

いうことはまだわかっていない。どの部分がおく

れてるかというのは具体には出ないんですね。出

ないんですね。そういうことでよければ、違わな

んだらまたお示しをいただきたいと思うんですが。

ちょっと１点だけ簡単に。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） この３月

補正におきまして工事請負費２，３００万円、公有

財産購入費４，１４９万６，０００円を計上させてい

ただいて議決を得たわけでございます。このうち、

公有財産購入費の方は、これは公社からの買い戻

しでございまして、年度内に施行しております。

街路事業といたしましては、市の認定道路であり

ます男里北線でございまして、工事についてはこ

れは全額未契約繰り越しといたしたものでござい

ます。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） ちょっと私も今聞いては

っきりいたしました。ありがとうございました。

学校管理費なんですが、用務員さんというのは、

昔、僕らの子供のときには ちょっと言葉が悪

いから、また差別用語になったらいけませんので、

用務員さんですね。いわゆるチリンチリンとかね

を鳴らしてよう教室へ入れよなんてなことなんか

をやってくれはった、そういう人ですわね。いろ

いろなことを、小さなことなんかをやっていただ

ける方ですね。市長、言うたろと思って手ぐすね

引いて待ってるようやけど、そうはいかん。

だから、学校なんかで物が壊れたときに、それ

を修繕していくような、営繕の仕事なんかもこの

方はやっていただけるわけですね。そういうこと

ですね。いや、そうでなければそこでうなずいて

くれはって結構です。そういう仕事でしょう、簡

単な営繕の仕事は。そういうこともこの人の仕事

だと思うんですが……。

それで、超勤手当が減額になってるんですよね。

最近、よく企業ではサービス残業というのが平気

－１６０－

でやられとるんですが、私はよく市から提供いた

だいてる資料なんかで見ましても、超勤が少なく

なるというふうなことは、例えば中学校の問題行

動で器物損壊というのが１２年では６３件、１１

年の２１を３倍するような数字が出てるんですよ

ね。用務員さんの仕事というのは、かなりふえて

くるんではないかなというふうに思うんです。

そういう点で、少なくなっているということは、

結局やっぱり知らん間にサービス残業させられて

るんかなと、私すごく斜めに物を見るのが好きな

んで、そういうふうにもう見てしまうんですが、

そうでなければいいんですよ、そうでなければね。

やっぱり生徒の数も中学校の方はむしろふえてき

ておりますし、器物破損なんかはもう小学校なん

か全然ないのに、どっとふえてきてる。

そういう状況の中で、そういう仕事でしょう。

営繕もやられるわけでしょう。当然、仕事がふえ

ると。３倍ぐらいになってるわけですから、その

辺が逆に数字では減ってきてるということはどう

いうことなのか、理解できなかったので質問した

んです。

その辺はどうなんですか。営繕等はうまくいっ

てるんですか、修理なんかは。トイレは国から補

助ついてるけれども、なかなか金がないというこ

とで１個ぐらいで耐えておられますけれども

いや、耐えてるのは子供たちですわ。おたくらは

金を出す方ですから、金を出さんならすっとしは

るかもわからへんけど、子供たちに耐えることを、

忍ぶことを教えておられるわけで、これも教育か

と思いますけれどね。一遍その辺お示しをいただ

きたいなと思います。

○議長（奥和田好吉君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 用務員の職務につ

きましては、基本的には大きくは生徒用の湯茶の

用意とか、またあるいは草取りとか、校内におけ

る雑務的な中身も含まれていろいろ職務がござい

ます。そんな中で学校の行事におきまして、日曜

日とかそのあたりに行事がありまして、そのあた

り用務員が出勤する場合があります。そのあたり

で超勤というようなのが出ますが、そのあたりの

超勤の減となったということなんですが。これは

中学校４校の分でございます。



大きく物がすごい壊れ方をしたとか、そういう

ようなあたりは当然専門の業者で修繕を賄います

し、ある程度、程度によってはいけるものとして

は教育総務に営繕の担当もおりますし、用務員さ

んにおいては生け垣が壊れたとか、そのあたり簡

単なものはやっていただいてるような状況もあり

ますけれども、大きな故障、修理というのは、や

っぱり業者で対応さしていただいておるところで

ございます。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

〔和気 豊君「まだそんなんやりとり途中やな

いか。さっきは確認しただけですがな。答弁

なかったから確認しただけですがな」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 一たん座ってください。

あと何名ありますか。 和気君。

○１９番（和気 豊君） 私、現場でいろいろそう

いう用務の方ともお話をいたしました。身近な、

器物破損等、泉南市が言われているいわゆる業者

を入れて修理をしなければならない以外の日常茶

飯事に起こっているような小さな仕事というのは

全部私やります、こういうふうに言っておられま

すよ。そして、時間がなければ事務職員の皆さん

にもお手伝いをいただきますと、こういうように

言うてはるんです。ふえてる分はね。

中学校はごっついそういう荒れの問題で、小学

校は４，２２９人に対して１２年度は４件。ここで

は２３６件、１２年度はね。１１年度から６５件

もふえてる。こういうのは全部基本的には目に見

えないものも含めて 目に見えないものを入れ

ればもっとある。現場で処理してはるんです。事

務職員の皆さんの仕事にもなっていってるわけで

す。

その分、事務職員の皆さんがこういう仕事をさ

れますと、非常に事務の仕事が手つかずになって、

学校の現場のいわゆる教諭、教職員の皆さんにも

お世話してもらわなあかん。こういうことで、ほ

んとに現場では大変な状況が、まさにこの荒れを

反映して、一般教育、いわゆる授業が成り立つよ

うな学校にしたいと。非常にいいことですよ、こ

れね。せんだって御答弁いただきました。そうい

う状況をつくり出すために、現場では大変な努力

をしてる。

－１６１－

ところが、教育委員会は現実にこういう問題の

ある中学校、それも７００人近い中学校に事務職

員を１人、一方では１７０人の小学校に２人を配

置される。これはどう見ても、教育のあり方から

考えても、いわゆる事務処理の効率化、これをや

っていかれる上でどうしてもきめ細かな学習指導、

これをやっていくために、補うために、一般の先

生が事務職を、事務職員がやるような仕事をせん

でもいいように、教育に専念できるように、そう

いう配置が目的でしょう。そこに原点があるわけ

でしょう。

ところが、一方では今まで２人いてたのをちょ

っと人数が減ったからといって１人に減らす。１

７０人のとこには２人いる。これは、何か学校が

意見を言うてきたのをそのまま教育委員会はうの

みにしたような、そういう言い方をされたけれど

も、この文書では教育委員会がその中から選んで

推薦をして府教委に届けるんだと、こういうふう

になってますがな。教育委員会の見解はどうだっ

たんですか、そのことについては。現場の本当の

授業が成り立つ、そういう学校にするための努力、

見えないじゃないですか、現実には。どうなんで

すか、その辺は。

○議長（奥和田好吉君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 学校事務職員の件

での御指摘がありましたので、答弁をさしていた

だきます。

きのうも申し上げましたように、今般のいわゆ

る事務職員の配置につきましては、いわゆる定数

的配置ということではなくて、３年間のいわゆる

モデル校による研究実践を、これは全国的に展開

されておるわけですけども、その１つのケースと

してやっておるわけでございまして、具体の中身

につきましては２点研究の趣旨がございます。

いわゆる学校事務の共同実施に関する実証的な

研究をやること。２点目に、議員御指摘のいわゆ

る教職員の事務軽減と。逆に言えば、事務職員の

職務の確立と、こういう２点の研究目的を持った

実践協力モデル校の推薦ということでございまし

て、確かに信達中学校におきましては平成１２年

度と思うんですけども、これは事務職員の配置に

関する標準法 議員も御指摘あったと思うんで



すけども、そこで明確に数字的に中学校の場合は

２１学級と思うんですが、従来２１学級維持して

たものが２０学級に落ち込むということの中で、

これはもう標準法による定めですから、現場の苦

労とかいう面は別ですよ。

そういう制度の中で運用してる問題でございま

すので、これは現場の大変な苦労については教育

委員会としても御支援せんといかんとは思ってお

りますが、制度の運営上やむを得ないということ

ですから、今般の実践協力モデル校とは施策を異

にするものでございます。

具体の手続でございますが、きのうも申し上げ

ましたように、３校から学校長を通してこのモデ

ル校を受けたいという御希望がございましたので、

学校現場のヒアリング等も実施し、府教育委員会

の方に私どもとすれば３校現場から手が挙がっと

るので、ぜひとも措置をしてほしいという取り扱

いで府のヒアリングを受けたところでございまし

て、結果として職員の措置でございますので、制

度上府の教育委員会の方で決定した結果を私ども

はいただいたと、こういうことでございますので、

いわゆる推進校における同和加配とは全く性質を

異にするものでもあるということもあわせて申し

上げまして御理解を賜りたいと、このように思い

ます。

○議長（奥和田好吉君） 質疑の途中でございます

が、午後１時１０分まで休憩いたします。

午後０時 ６分 休憩

午後１時１３分 再開

○議長（奥和田好吉君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。

午前中の議事を継続し、報告第４号に対する質

疑を続行いたします。

質疑はありませんか。 上山君。

○１０番（上山 忠君） ５７ページの老人福祉費

の中で、街かどデイハウス事業補助金５３３万７，

０００円減額されてるわけなんですけども、この

制度は多分新ゴールドプランの中で学校区に１カ

所を設置するという形の中で、運営補助金という

位置づけであると思うんですけども、多分予算と

しては１，４００万ほど計上されてる中で、この５

３３万７，０００円の減額ということについての御

－１６２－

説明をいただきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 質

問にお答えいたします。

５７ページの街かどデイハウス事業の補助金５

３３万７，０００円の減額理由でございますが、当

初予算におきましてはふれあい型の街かどデイサ

ービス事業、これを２カ所予定をいたしておりま

した。積算を申しますと、定額の６００万円、プ

ラス初度調弁費の１００万円、合わせまして７０

０万円を２カ所予算化さしていただいたわけでご

ざいますが、実際上では生きがい型事業で事業を

開始したということでございます。これにつきま

しては定額でございませんで、１時間当たり５８

０円という基本単価がございまして、それに時間

数を掛けるという形でございます。

そして、現在団体が２カ所あるわけでございま

すが、１カ所が１２年４月１日より運営をしたと。

もう１カ所につきましては年度途中、９月１日か

ら運営を開始したということで、５３３万７，００

０円の不用額が生じてきたということでございま

すので、よろしく御理解のほどお願い申し上げま

す。

○議長（奥和田好吉君） 上山君。

○１０番（上山 忠君） 団体２カ所ということで、

これ１カ所で１日５人で４時間の計画ですわね。

そういう中で運営委託、当初の開始でやったとき

に生きがい型で開始したいうことで、こういう事

業をやられる方が少なかったということで、当初

２カ所というやつが１カ所は年度初めからですけ

ども、もう１カ所は年度途中からということで、

積算した結果、５３３万７，０００円の減額になっ

たということでよろしいわけですね。

そしたら、今後の計画として、どういうふうな

計画を立てておられるのか、その辺お願いします。

○議長（奥和田好吉君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） お

答えします。

現在、今申し上げましたように２カ所、新家に

１カ所と、それと樽井に１カ所ということでござ

いますが、今後の計画ということでございますが、

１３年度、今年度の繰り越しにもお願いしておる



わけでございますが、鳴滝の老人憩いの家で来年

度から１カ所という予定をいたしておるわけでご

ざいますが、これを含めますと３カ所という形に

なりまして、これで大体需要をある程度満たして

いるんじゃないかなというような考えでおります

が、今後その需要の動向等見きわめながらまた必

要であるか、必要でないかは検討して、その時点

で判断してまいりたいと、このように考えており

ますので、よろしくお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 上山君。

○１０番（上山 忠君） 本年度になるのか来年に

なるのか、もう１カ所ふえて３カ所ということで

すけども、せっかく予算をつけたんで、なるべく

こういう老人福祉という観点から見たときに、多

分介護保険も絡んでくるとは思うんですけど、や

っぱり当初の予算の計上の仕方が甘かったんかと

いうことにもなるんで、やっぱり減額するとして

もこれだけの５００万に上るような金額の減額と

いうのは、やっぱり老人の福祉政策の中でのもっ

ときめ細かいリサーチというのができてないんと

違うかというような感じもするわけなんで、その

辺を含めて今後この辺のところの運営をよろしく

お願いしときます。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

小山君。

○３番（小山広明君） これは実質的な決算だと思

うのですね、１２年度の締めました。そういうこ

とで、金額的には４億６，０００万円という減額で

すから、中にはふえたものもあるとなりますと、

もっと金額的には大きくなる減額ではないかと思

います。

そういう中で、この施設整備費なんかが余って

る、学校施設なんかの問題にしても、公民館とか

いろんなところの修繕とか、そういうものが余っ

てる問題とか、器具購入なども減額になってると。

こういうなのは十分に施設整備なり備品なりはそ

ろってないのが一般的じゃないかなと思うんです

が、こういうように減額されてくるというのは、

こういうものは十分予算が余るというよりも、当

初考えておったものよりも実施して余れば、予算

をそういう備品整備とか修繕には回せるような、

そういう性格ではないかと思うんですが、こうい

－１６３－

うものをこういう形で大きく減額をしてくるとい

うのは、一体どういうような姿勢でこれやっとる

のか。

よく言われる、お金がないからということで、

余ったものは極力流用せずに減額して、次年度の

予算に回すというようなこともちょっと聞いとる

んですが、それはちょっと予算のやり方としては

まずいんじゃないかなと。全く違うところへ流用

するのはもちろんだめですが、許された範囲での

お金を有効にその事業、事業ごとでやるというの

は当然だと思うんですが、そういう運用というの

はしなくなったのか、どう考えてるのかをまずお

聞きをしておきたいと思います。

それから、個々にいきますと 個々にいきま

すというよりも地方債の最後の計算が出とるんで

すが、これには２３８億円ということで年度末が

出ておりますが、これはもちろんこの時点でのい

わゆる原資、もとのお金ですね。これにどんどん

年がたてば金利がかさんでくるわけですが、こう

いうものも含めて将来は返済をしていかないとい

けないと思うので、これに係る金利についてはど

ういうようなボリュームとしてお考えになっとる

のか、その辺をちょっと御説明をしておいていた

だきたいと、そのように思います。

それと、７９ページの利子というところで、説

明書きのところに会計課一時借入金利子というこ

とで１，１００万ということが減額になっておりま

す。こちらの補正前の額ということで９億１，４０

０万というのは、これは一時借入だけのものでは

なしに地方債、公債の全体の金利のように思うの

ですが、この辺の書き方についてちょっと御説明

をいただきたいと思います。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 小山議員御質問の

学校施設整備費の関係でございますが、今回学校

施設整備には減額補正等はさしていただいており

ません。ただ、幼稚園施設整備費とか社会教育の

関係での関係、公民館とかの関係で減額補正を上

げさしていただいておりますが、学校施設整備費

についてはございません。よろしく御理解いただ

きますようにお願い申し上げます。



○議長（奥和田好吉君） 石橋財政課長。

○総務部財政課長（石橋康幸君） 私の方から、ま

ず施設整備とか器具購入という形で減額されてい

ると、今教育委員会の方から御答弁ありましたけ

れども、それにつきまして一応一般的なことで御

説明さしていただきます。

まず、予算の計上していただいた中でその事業

を実施さしていただくと。そういう中で、例えば

その事業を行う中で落札減とか、そしてまた事業

の規模が縮小されたとか、そういう形の中で当初

予定よりも経費が少なくて済むということで減額

と。それは個々に減額という形でさしていただい

てると。

そして、予算につきましては当然年度内という

ことですので、次年度の流用とか、そういうこと

は一切あり得ません。

そして、あと７９ページの市債の利子の関係で

ございますけども、市債の利子につきましては、

これは当初一応利率を３％という形で見込んで利

子を予算計上さしていただいてます。その中で、

一部利子がかなり下がってきているとか、そうい

う分の関係で減額になってるということでござい

ます。

以上でございます。（小山広明君「こっちの９

億円は）と呼ぶ〕

９億１，４００万円とおっしゃいますのは、当初

起債の利子の償還金という形で予算化さしていた

だいてます。それが減額ということで、今回の場

合は４１万５，０００円が減になってきてると。そ

して、一時借り入れにつきまして１，１７９万４，０

００円の減ということで、トータルいたしますと

１，２２０万９，０００円の減ということでございま

す。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） 金田部長からは学校関係で

はないということで、幼稚園関係ではこれは７７

ページに園用備品購入費２２８万４，０００円が減

額になっておりますね。それから、同和教育費の

中で７６ページなんかでも７２万というのが減額

になっとるんですが、特に同和問題というのは啓

発をしていくというようなことで、こういう部門

での減額というのは、やっぱり今の趣旨からいっ

－１６４－

ても、なぜこういう減額をされたのかということ

がちょっとわかりません。

それから、これは同じ社会教育費の中で、７８

ページの需用費で修繕料ということで３７万８，０

００円、その下の器具購入でも６２万４，０００円、

それからその下の備品購入でも３４万３，０００円

というように、こういう当然ある意味のソフト面、

そういう設備をつくられて十分市民が使うために

やっぱりこういう備品を整備していく。

体育館などでもシャワー関係が建設したまま修

繕されてないとか、そういう公共施設のそういう

備品修繕というのは十分でないのはだれでもわか

っとるわけですから、クロスがそのまま破れてお

ったり、そういうようなことが目立つところもあ

るので、こういうものはやはり十分予算を消化し

てやっていただくというのが趣旨じゃないでしょ

うか。

だから、先ほど私が言ったように、こういう余

ったものをちゃんと正規な形でほかに回せるのに

回さずに、余ったものはこういう減額として上げ

て、次年度の予算に回していく、それを流用とい

う表現が悪いのかわかりませんが、そういう次年

度への流用をしておりませんというように答えら

れましたけども、そういう余ったものはその科の

中で十分正規に使えるものを使わずに、こういう

形で減額に上げてきて、予算全体的にはこれでも

１億６，０００万ぐらい赤字が出たということを言

われておりますけど、こういうことをしてもそう

いう状態ですから、そういう財政的なことでちょ

っと変則的になっとるんじゃないかなという感じ

を持つので、そうではないのかということをお聞

きしとるわけです。

先ほどの９億１，４００万円は一時借入金利子で

書いてあるから、一時借入金だけで９億あるのか

なと、こう僕は思ったんですが、そうじゃなしに、

いわゆる地方債全体の金利ということですね。そ

れはそれで結構です。

それから、先ほどの議論の中でちょっと私も腑

に落ちないところがあるんですが、いわゆる牧野

公園なんかでも、その購入する相手に滞納がある

んではないかというようなことで、いやそれはそ

こまでは買う側はわかりませんと。そら買う側は



わからないでしょう。それから、収税する方もそ

の事業のことで個々にはわからないと。

しかし、全体的には市長あたり、助役あたりが

全体の中で市民感情なりいろんなことを踏まえて、

やはり公共事業のちゃんとしたあり方の中で、そ

ういう滞納をしておる方から土地を買うというの

は、トータル的に考えたらやっぱりまずいんじゃ

ないかと。これは納税証明の考え方の１つの僕は

延長されたというか、範囲内だと思うんですね。

やはり市民の批判を受けない形で事業執行しな

いといけないとあれば、個々の事業部、事業部で

はわからないでしょうけども、トータル的なとこ

ろでは市長あたりや助役がそういうことをチェッ

クをして、そういうことをちゃんと整備した上で

購入すると。そして、その買った土地については

公共施設としてちゃんと気持ちよく使っていただ

くと。

これは行政効果からいっても、事業効果からい

っても、当然考えなければならないところですね。

そういう点で、そういう配慮が欠けておるんじゃ

ないか。全くそういうことは議論も考慮もされず

にやったのかと。先ほどの議論を聞いておりまし

たら、そうとしか思えないので、恐らくそんなこ

とはないと思いますので、そういう点ではどのよ

うに具体的に対応されたのか、その辺をちょっと

御説明していただきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） ７６ページの同和

教育費の減額補正について御説明申し上げます。

７２万の減額補正をした理由でございますけど

も、当初予定しておりました印刷物、リーフレッ

ト類の仕様変更をいたしたことと、それからそれ

ぞれの印刷物の入札減によるもののトータルが７

２万円という形でございます。したがいまして、

事業そのものを縮小したということでは決してご

ざいませんので、よろしく御理解賜りますようお

願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） 税金問題にかかわりまして

牧野公園の件の質問でございますが、総括的な立

場にある私の方から御答弁を申し上げたいと思い

ます。

－１６５－

当然、牧野公園につきましても私どもは横の連

絡も十分とって実施をしております。これにつき

ましては、収納検討委員会も当然ございます。そ

ういう中においてもやっぱり総合的な判断はせん

といかんということで、牧野公園につきましても

横の連絡も十分とらしてもらっておりますので、

よろしくお願いを申し上げたいと思います。これ

からもそういうことの連絡を十分とっていきたい

と、かように思っております。

○議長（奥和田好吉君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 幼稚園の関係の事

業でございますけれども、これは先ほど吉野部長

も申しましたように、少子化対策事業としまして、

平成１２年度につきましては幼稚園の関係につき

ましては２，０７０万円の予算を持っておりました

が、ほぼ９割方事業をやっております。残事業が

あるということで２２８万４，０００円の減とさせ

ていただいたものでございます。

同じく社会教育の関係でございますが、７８ペ

ージでございます。需用費のことでございますが、

これは修繕料、ＩＴ講習用の環境整備ということ

で、修繕ということでＩＴ講習を行うための施設

整備という格好で修繕がありましたが、軽微な修

繕となったため減額となったものでございます。

それから、備品購入費でございますけれども、

これはＩＴ講習用のパソコン等備品の購入をいた

しましたもので、これはパソコンを１２６台購入

いたしましたが、これは入札減というものでござ

います。

それから、公民館におきましても備品購入費、

器具購入費でございますが、これも少子化対策で

ございまして、それの入札差金が生じたと、減と

なったということでございます。３４万３，０００

円の減となったものでございます。よろしく御理

解賜りますようお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） ＩＴ絡みと少子化対策とい

うことで、これは使い道が限定されるから、少し

余ったから公民館そのものとか、そういうものの

修繕に回せないのかどうか。お金に色をかいてな

いわけですから、それはやっぱりできるんじゃな

いかなと思うんですね、それぐらいの運用は。だ



から、やっぱり余った分については公民館なり幼

稚園なりのそういう修繕、整備に回して、予算を

組んだのはちゃんと使っていくのが市民サービス

にそのまま即イコールになるわけですから、倹約

したってだれも喜ばんわけですのでね。そういう

ことでしていただける範囲があればお願いをした

いと。

それから、上林さんの御説明で、当然横の連絡

はやっておりますということの認識が事業部長な

り収税する側には伝わってなくて、先ごろのああ

いう答弁になってるわけですね。だから、それは

やっぱり市民からいえば、そういううわさなり声

があるわけですので、あえてあの周辺にはいっぱ

い市が 市とすれば使えないという理由は立つ

んでしょうけども、駅前整備に絡んでいろんな土

地を代替も含めてあの周辺にいっぱいあるわけで

すからね。わざわざなぜ変形的な、公園というに

は余りにも形の悪いものを買うのかと。そこに、

そういう滞納をしとるというふうなうわさもあっ

て、そこは政治的に行政的にもちゃんと判断をせ

ないかんと。これは当然ですね。

あなたが連絡は当然しとりますと言えば、それ

は結果にあらわれてもらわないと困るんで、そう

いうこともあなた方は市民の中に声としてあれば、

どういう形でそういうものに対応したんだと。だ

から、市は厳正にそういうようなうわさなり、市

民が思っていることではないんですよというよう

なことを市民にも十分これは説明する責任がある

んじゃないでしょうか。

もうこれは事業が終わっておりますから、やは

りこのことについて市がこのことをやってきた１

つの説明を私は市民にしないと、かなり牧野地域

なりあの辺では、何で今ごろあんなとこへ公園つ

くるのかと。財政問題も含めて、私も二、三聞い

たことがあります。

しかし、滞納とか税のことは私たち議員といえ

どもなかなかわからない面があるんですが、まち

にはそういううわさがいっぱいはびこっとるわけ

ですから、それがやっぱり市の収税業務にも支障

を来しとるというのは事実なんで、そういう点で

あなたがせっかく総合的に判断をして協議をした

と言うんであれば、その成果をやっぱり市民の前

－１６６－

にきちっと説明をし、議会にも説明をしていただ

きたいと。

言える範囲でこの成果、処置について御報告い

ただけたらありがたいんですが。それだけきっち

りいただいておけばそれでいいんで、そちらの答

弁もちゃんと整理してお願いしますよ。私たち議

員だけに整理されると困りますんで、私はそうい

う点で聞いとるので、せっかく連絡もしたと、調

整もしたということですから、どういう調整をし

たのか、そのことについては市民にちゃんと説明

をする必要があるという、この明確な２つの質問

なんで、明確に答えていただきたい。よろしくお

願いします、再質問せんでいいように。

○議長（奥和田好吉君） 上林助役。

○助役（上林郁夫君） 明確にということですので、

一応私の方から。

結果の成果はある程度議論の余地があるんです

けども、私どもは詳細にある程度この契約はいつ

やる、そういうところまで横の連絡をとっており

ます。ただ、その担当、担当によって結果的には

成果が上がらなかった点があると思うんですけど

も、やはり事業を起こすについては、今回税の拡

充を図る必要があるという観点から、十分そうい

う詳細についての横の連絡もとらしていただきま

した。牧野公園につきましては、一例を挙げれば

そういうことでございます。御理解のほどよろし

くお願いを申し上げます。

〔小山広明君「成果や。したのはわかったわ」

と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

〔小山広明君「ちょっと議長、何も答弁してな

いですよ。議長、聞いてたらわかるように、

何をしたか聞いとるんだから。議長、それは

困りますよ」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 東君。

○６番（東 重弘君） 静粛に。私の時間です。１

２年の最終補正でございますので、若干関連にな

るかと思いますが、少しお聞きしたいと思います。

雑入の件なんですが、減額オンリーなんですが、

教育長、最近学校の施設が相当荒れてるという話

を耳にいたします。あなたが就任されたときに、

ある中学校で私が質問さしていただいた。貴重な



金を使うんやから、ある意味では衆人環視のもと

に施設を壊す。決して夜入ってきて壊すもんじゃ

ない。必ずわかるんやから、わかったものについ

ては、生徒に賠償能力がなくても父兄に請求する。

あなたがたしか答えられた。

雑入でこれ増額されてません。８号やから、私

の記憶違いで７号までに補正をされてるんかもわ

かりませんが、そのまさに賠償というのはこの雑

入の補正ということになると思うんですが、１２

年度にこの８号までに入った金があるのかどうか。

そして、ないとすれば、今荒れてるのは長年の使

用の耐用に耐えなくて荒れてる、こういう解釈で

いいのかどうか、ちょっとお聞きしたいんですが。

○議長（奥和田好吉君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 雑入の件でお尋ね

でございますが、例えばガラスを壊したというよ

うなあたりでの補償の問題は、そのやった人が明

確にわかれば、当然その本人に負担していただく、

その保護者に負担していただくということでござ

います。それにつきましては、業者にガラスを再

度修繕ということで入れさしていただいて、それ

につきましては保護者と業者との間の話で修理を

完成するということでございますので、ここに雑

入としては上がってございませんので、よろしく

お願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 東君。

○６番（東 重弘君） いや、私の言ってるのはガ

ラスじゃないんですよ。この前にトイレのドアが

ないといって予算をつけたんでしょう。そんな現

物を工事業者に買うようなことを聞いてるんじゃ

ないんですよ。恐らくこんな議員にまで荒れてる

と聞こえるのは、そういう非常に困った状態のも

のもあると思うんですね。当然、トイレのドアな

んかもないんやと思うんですが、こういうものは

業者と父兄と話ししてて、その後また来年予算つ

けて直すんですか。

そんなこと聞いてないんですよ。ガラス１枚や

２枚の話ししてるんと違うんですよ。この前に教

育長ね、ない金をそこに回すんやから、大事にし

てくださいよ。そしたら教育長も、大切な行政財

産やから壊したのがわかったら弁償さすと、こう

いうお話をされたんで、私は質問してるんですよ。

－１６７－

金田部長、ガラスの話ではないんですよ。弁償さ

すと言ったではないですかと言うてるから、雑入

に入ってないんかと聞いてる。ガラス１枚や２枚

の話と違う。議長、こんなん質問回数に入れられ

るとどないもこないもなりまへんで。

○議長（奥和田好吉君） 亀田教育長。的確に答え

てください。

○教育長（亀田章道君） 東議員さんの御質問にお

答えをしたいと思います。

器物破損等でその当該者がはっきりわかってる

場合には、確かに本人に支払能力がなかっても保

護者にお支払いをいただくというような、そうい

うことで私、答弁を申し上げたと思います。現実

に、確かに器物破損等が生起しておりますけれど

も、今私の手元といいますか、それについて、そ

のすべての器物破損等についての親御さんからの

補償が幾ら入ってどうというようなことは、ちょ

っと今手元に持っておりません。

現実の問題、確かに老朽化とかそういった形で

の施設の設備もあろうかと思いますが、集団でや

った場合だとかその辺のところで、ある程度特定

ができてる部分についてはその支払いをしていた

だいて、業者の方とやっていただいてる部分があ

るかもわかりません。ちょっと一度その辺のこと

につきましては調べさせていただきたいと思いま

す。

○議長（奥和田好吉君） 東君。

○６番（東 重弘君） ちょっと教育長、今答弁ね、

少し問題あると思うんですよ。最終補正でしょう。

あるかないかわからんけどて、ないんじゃないで

すか。あって上げてきえへんかったらどうして決

裁するんですか。財政当局、今の教育長の答弁、

問題ないかな。あるかもわからんというように聞

けるんやけども、それじゃ補正出さんでええんか

な。そういう答弁で石橋さんよろしいか。

○議長（奥和田好吉君） 議員は３回と決められて

おりますので、答弁の方も……（「２回や」と呼

ぶ者あり）３回にしております。今議会で３回に

しました。これは、議長の判断として３回まで許

しておりますが、そこらはきちっと答弁をしてく

ださい。でないと前へ進みませんので、答弁はき

ちっとしてください。金田教育総務部長。



○教育総務部長（金田峯一君） 先ほどガラスの件

も申し上げましたけれども、トイレとかその他破

損の関係でなった場合、そのやった当事者が特定

できればいいんですが、特定できる場合は当然学

校との話で一応それの処理をいたします。特定で

きない場合は、やはりそれは１つの修繕として…

…（東 重弘君「ないんやったらないでええ」と

呼ぶ）ですから、今現在そういう雑入として入る

分としてはございません。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

成田君。

〔東 重広君「議長、ちょっと待ってや。そん

なん答弁になってないがな」と呼ぶ〕

○１８番（成田政彦君） 雑入の問題で、あるかな

いかて、今部長はないと言ったけど、あるかない

かて、あったらどうですか。これ、最終の補正で

しょう、僕監査しとるから。集計された公金が教

育委員会の金庫にあるかないか。教育委員会の金

庫にお金があるかないかということを教育長、言

うとるんだからね、統一してくださいよ、そんな

答弁、あるかないか。そんな答弁、いいかげんな。

そんな答弁いけませんで。

〔東 重弘君「議長、議事進行」と呼ぶ〕

○議長（奥和田幸吉君） 東君。

○６番（東 重弘君） あのね、議長、私も議運の

メンバーですから、議長の運営には当然協力せな

いかんけども、これ今のままで議事録切りますと、

何をやってるかわからへんし、私はそんなこと聞

いてないから答えてくれたらどうやと言うてるの

が質問になって、そんな議会、議論なしの議事録

になりまっせ。私は、もう３回も４回もする気は

ない。最後にまとめたいから手を挙げてるんです

から、議長も理事者におっしゃるように、議長と

しても質問者の真意を正確につかんでほしいと、

こう思います。改めて、議長。

○議長（奥和田好吉君） 亀田君。

○教育長（亀田章道君） 私がちょっと間違ったと

いうんですか、答弁をしたようでございます。雑

入に入れるようなそういった事実というんですか、

特定されてはっきり保護者からお金をいただいて

ということで、そういうことはなかったというこ

とでございます。

－１６８－

〔東 重弘君「議長、あと意見だけ」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 成田君、よろしいですか。

それでいいんですか。ほかにありませんか。

島原君。

○１６番（島原正嗣君） しなやかな質問をしたい

と思いますが、１つは６６ページの農業公園の問

題ですが、これは補正額そのものについてはどう

こうないんですが、私は所管の常任委員会にも入

っておりませんので、この農業公園の進捗状況に

ついてお聞かせをいただきたいと思います。国の

方もいろいろ予算の関係で聖域なき改革と言って

おりますから、将来的に本市の希望どおり完成さ

れるのかどうか。それがちょっと心配でございま

すので、そのことも含めて御答弁をいただきたい。

２点目は６７ページの商工費の関係でございま

すが、これも６８５万５，０００円ほど減額をして

るようでありますが、商工といえば本市の場合も

たくさん商売人もおりますし、また商店の活性化

ということも必要ではないかというふうに思うん

ですが、どういう理由でこれだけの減額になった

のか、お聞かせをいただきたいと思います。

それと、同じく６８ページでございますが、雇

用対策の関係で１１６万４，０００円程度減額補正

がございます。この内容についても１つはお聞か

せをいただきたいんですが、一般質問でも若干お

尋ねをしましたが、本市の場合はパート労働者等

の対策なり関西空港に関連する事業の雇用対策、

雇用状況というものについても、本市のこの雇用

対策の中ではどのようなことが具体的になされて

るのか、それも含めて御答弁をいただきたい。

それからもう１点は、雇用対策の関係と直接関

連はないにしても、実は私も連合の推薦議員にな

っておりますので、１３年度の地方自治体に対す

る大阪府下全体の連合大阪から要望されました回

答書のつづりが来てるんですが、府下３３市です

か３４市ですか、その中に５市ほどこの記載がな

いわけです。この記録の中には、本市の回答書が

全然ございません。連合大阪からこういう要請が

あったのかなかったのかですね。出されてない理

由についてお聞かせをいただきたいというふうに

思います。

それと、この７１ページでございますが、都市



計画総務費の関係でホテル等審議会の報酬の減額

と都市計画審議会委員の報酬というのがあるんで

すが、都市計画という意味の審議会はよくわかる

んですが、条例上、ホテル等審議会というのもあ

ることはあるんですが、こういう条例等に基づい

たホテル等審議会の機能そのものは最近どうなの

かですね。

ホテルというのはラブホテルのことを指してる

んじゃないかというように思うんですが、一般的

なホテルのことも含めてるのかどうかですね。過

去、こういう審議会が開かれてないから減額補正

をしたと思うんですが、将来的に見てどうなのか、

一度御答弁いただきたい。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） 杉田事業部参事。

○事業部参事（杉田和繁君） それでは、農業公園

の進捗状況ということで御質問をお受けいたしま

したので、それについて御答弁さしていただきま

す。

農業公園整備事業につきましては、平成６年度

からスタートいたしまして、平成１６年度完了を

目指して事業を進捗しております。これまでに公

園部分の造成と調整池、進入道路、水道施設等の

工事が完了してるところでございます。進捗率に

いたしましては、平成１２年度末におきまして全

体で事業費ベースで４０％の進捗になっておりま

す。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） 議案書７

１ページの都市計画総務費の減額について御説明

をさせていただきます。

まず都市計画審議会、当初５回を予定しておっ

たところでございますが、実施が２回ということ

でございましたので、委員の報酬４２万円を減額

させていただいたところでございます。

次にホテル等審議会、これ当初予定では４回と

いう予定でございましたが、実施はゼロでござい

ました。

この審議会の内容でございますけども、ホテル

等という名称になっております。議員御指摘のよ

うに一般のホテル等ではなく、ファッションホテ

－１６９－

ルというんですか、そういうものの規制というん

ですか、そういう条例がございませんので、審議

会で適否について判断するという 失礼いたし

ました。条例があるそうでございますんで、条例

に沿って適正であるかどうかという御審議をいた

だくということになってございます。

最近は余りございませんで、パチンコ店の進出、

これに当たって審議をしていただくという機会が

今まであったわけでございます。これからも市内

の風俗、風致について、適正であるように審議会

で御審議をいただきたいというふうに考えておる

ところでございます。

○議長（奥和田好吉君） 藤岡市民生活部長。

○市民生活部長（藤岡芳夫君） 島原議員さんから

の御質問の中で議案書６７ページ、商工振興費、

これの減額につきまして内容の説明を申し上げま

す。

まず、６８ページの方になりますが、報償費に

ついてでございます。この報償費につきましては、

内容について企業誘致促進奨励金という内容でご

ざいます。補正の減額につきましては、これはり

んくうタウンの方に進出しております企業の方か

らの申請主義という内容で、市内の企業が２社、

それから市外の企業が２社進出をしてましたが、

市外の企業が１社申請がなかったということでの

減額でございます。これにつきましては、例年そ

の企業に対しては電話連絡はしてございますが、

この１２年度につきまして申請がなかったという

ことでございます。

続きまして、負担金補助及び交付金の５２７万

１，０００円の減額について御説明申し上げます。

これにつきましては、内容は泉南市中小企業事業

資金融資利子補給金ということでございます。こ

れにつきましても、従来からこの制度を利用しま

して利子補給を実施やっておりました。が、平成

１０年の１０月から実施されました方のいわゆる

貸し渋り対策、これが国の方の制度になっており

ます。この貸し渋り対策の方の制度の方に利用が

多くなったというような状況で、本市が実施をし

ておりますこの利子補給制度、こちらの方の件数

が減少したということで不用額が生じたというこ

とでございます。



これにつきましても、従来から市の広報でこの

制度の内容につきましてもＰＲを十分やっており

ますが、残念ながらといいますか、利用される方

の有利で利用のしやすい方の融資制度を利用する

というような状況でもあったのかなと、このよう

に考えております。

それから雇用対策費、これの方の負担金補助及

び交付金１１６万４，０００円の減額でございます。

これにつきましては、中小企業退職者共済掛金補

助金という内容でございまして、これにつきまし

ても補正の理由は、これは平成３年度から実施を

しておりまして、助成対象期間が一応５年間とい

うふうに限定をしております。この５年を経過し

た事業者が多くなってるということで、最近につ

きましては新規加入者が少なくなったということ

での減額でございます。これにつきましても先ほ

ど同様、市の広報を通じてＰＲをし、制度の活用

の拡大のために周知徹底をしておるという状況で

ございます。

それから、関空の方でのパートタイム労働者の

方の求人、求職の件でございます。これにつきま

しては関空の方からの求人、求職につきましてハ

ローワークの方でも掲載をし、この辺周知をして

るという状況でございます。

それから、最後の１３年度の連合大阪からの要

請の件なんですが、これにつきましては、確かに

私ども商工課の方では対応しております。必要な

御回答というんですか、御報告も終了しておりま

す。その後、市としまして私どもの方の商工担当

の方へはその文書が回ってきておりまして、その

報告をしたということで、その後これは市長公室

の方の担当になっておると思いますけれども、そ

ちらの方からの御返事というんですか、御報告と

いうことになっておると思います。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 島原君。

○１６番（島原正嗣君） 農業公園の関係ですけれ

ども、これは遅滞なく計画どおり、また将来も今

の事業計画そのものが修正されることなく、今お

っしゃいました１６年度末ですか、完成を目指し

てまっしぐらに御努力をなされてるということで

ございますが、そういう理解でいいのかどうかで

－１７０－

すね。改めて御答弁をいただきたいと思います。

それと、商工費の関係でございますけれども、

今お聞きしますといろんな対応を随分と御苦労な

さってやっていただいていると。藤岡部長も小泉

さんと同時期に就任されてまだ２カ月ぐらいしか

なってないんですけども、えらい努力してるなと

いうふうに思いますけれども、これから聖域なき

改革のためにひとつ泉南のために頑張ってほしい

な、市長の片腕として頑張ってほしいなと。

聞くところによりますと、もう来年わしは嫌や

からやめるというふうなこともあちこちでうわさ

が飛んでおりますけども、そんなことをおっしゃ

らないで、生涯泉南市にいていただいて、職務を

遂行していただくという信念を持ってほしいなと、

このように思います。

なかなか立派なお方でございますからお願いを

しておきたいんですが、ただ問題は、一質の中で

も聞こうと思ったんですが、時間がなくて途中で

切りましたけれども、ほんとに市内のお母さん方、

あるいは大学、あるいは高校を出られた方、ある

いは企業倒産をされて就職に困っております。そ

ういう意味では、もっと本市としては雇用対策の

推進にひとつぜひ全力を挙げていただきたいなと

いうように思っております。

それと、パート労働者の問題ですけれども、大

阪府からこの前６月ですか５月ですか、労働最低

賃金の１日当たりの基準が毎年１回改正されるわ

けでありますが、私も連合大阪から資料をいただ

いてるんですけども、そういうことの経営者とパ

ート労働者との労働条件の改善等にも、雇用対策

の一環としてそれぞれ調査をしていただきたいな

というふうに思います。

時間も人も要ることだと思いますけれども、こ

んな時期ですから、もっと雇用面の促進を図って

いただきたいと。特に泉南の場合は、関西空港が

できれば雇用の創出がなされると、そういう期待

もあったわけでありますから、もっともっと最善

を尽くしてほしいなと思います。

ただ、残念なのは従来繊維産業というのが地場

産業でありましたけれども、企業の閉鎖とか倒産

とかいろいろありまして、女性の働く職場が非常

に狭くなってると、このようにも聞いております



ので、ぜひ努力をお願いしたいなと思います。

それと、今事業部長がおっしゃいました、市長

がちょっと合図してあるでというような感じで部

長におっしゃったと思う。私も長い間おりますの

で、まだぼけたような年ではありませんから、記

憶としてはたしかラブホテル ラブホテルとい

う表現かどうなのか、何かあったような感じがし

ますわ。

今、私が覚えてるのは、そういう基準 無許

可ということはないでしょうけれども、ここにい

る稲留議員さんが市長をしてるときに、この上に

あるホテルに水を引くか引かないかということで

非常にもめたような感じがしてます。その後どう

なったのか私も聞いておりませんけれども、今後

こういうラブという表現が正しいのか、あるいは

ファッションホテルというのが正しいのか、僕も

ちょっとわかりませんけれども、余りこういうよ

うなものはできてこないのではないかと。

今後考えられるのは、ビジネスホテルとかそう

いうような関係のホテルではないかなと思うんで

すが、この問題は将来的に一考を要する問題であ

りますから、賢明な事業部長山内さんでございま

すから、ひとつ検討をしておいていただきたいな

というふうに思います。条例にあって悪いことは

ないですけども、機能を果たしてないようなもの

については、やっぱり変えるべきは変えて、改正

をして、この１年間全然開いてないということで

すから、そういうことの配慮をぜひしていただき

たいな。これは、このことに限らず、議会で決め

た委員会も審議会も開いてない部分もありますけ

れども、そういうことも含めてお願いをしたいな

というふうに思います。以上、意見として申し上

げまして、農業公園のことだけちょっと御答弁い

ただきたい。

済みません。ちょっとうちの同僚から指摘され

ましたんですが、この連合のこれの資料ですね。

藤岡部長の方から御答弁いただいたんですけれど

も、出していただいたんだったら恐らくこの

これに入ってるのは、阪南市を含めて２７の市が

入ってるんですけども、この期日に間に合わなか

ったのかもわからんですけども、そういうことも

含めてちょっと、わかってる範囲で結構ですから

－１７１－

御答弁いただけますか。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） 農業公園

の再度の御質問についてお答えをさせていただき

ます。

既に２年刻みで２回も事業完了の年度をおくら

してるわけでございます。先ほど参事の方から申

し上げましたように、１６年度までの今年度も含

みまして４年できちっとおさめたいと。１７年の

春には供用開始をしたいということで臨んでおり

ます。また、予算上、ことしの予算につきまして

も総事業費の１２億何がしのうち４億余りが農業

公園事業ということで占めておりますので、事業

部といたしましてはこれを早期に完了いたしまし

て、市民に利用していただけるというふうに努力

をしているところでございますので、御了承いた

だきたいというふうに思います。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 連合の関係の要請書

でございますけれども、私ども企画の方で要望書

につきましてはまとめていただいて、関係課へ意

見を集約して提出をするという手続を今までとっ

ておりますので、そこに載っていないということ

ですから日程が前後したのかもわかりません。詳

しくは後ほど調べさせていただいて、また御報告

をさしていただきたいと思いますけども、我々と

しては要請があればできるだけ回答さしていただ

くという考え方で作業をいたしておりますので、

よろしくお願いいたします。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

北出君。

○１２番（北出寧啓君） ３点ほど質問さしていた

だきます。

その前に、議案書を見ても、前に上林助役もお

答え願ったように、説明をもっと要約を的確に書

いていただくということであったのに、ほとんど

白紙なんですよね。今もうひと方の助役が説明さ

れましたが、そういう簡潔なことはここへ記述を

されるわけで、何でそういう努力を怠ってるのか。

一たんここで議会答弁されたわけですから、守っ

ていただきたい。

それから、見回してもやっぱり名札、何回か問



題になってますが、いまだにきちっと 襟で隠

されてしまって見えないんでございます。そうい

う一度決定して合意を得たことはやっぱり責任を

持ってやっていただかないと。公室長、よろしく

お願いいたします。

３点ほど質問さしていただきます。

堀口議員もおっしゃられたわけですけれども、

牧野公園は市民的合意が得られるとはなかなか思

わないし、議会も商工委員もそんなに合意を得て

るというふうには見受けられない。もちろん執行

権、選挙で正当性は得られてるわけですからそれ

は構わないんですけれども、しかし４年間の在任

とか、その中でやっぱり議会と協議するとか、そ

の時々の住民の反応とか、そういう合意形成を絶

えず続ける努力はされてはいかがかと、それを思

います。

今回の牧野公園は、一応都市計画公園だと思う

んですけども、今後こういう公園計画をどのよう

に考えていらっしゃるのか。これは都市計画公園

でどういう形の公園なのか、ちょっと説明をお願

いいたします。

それと、市民の里とか、野鳥園は企業局の枠組

みですけれども、こういう企業局が解体寸前にな

って、市が都市計画の枠組みでどうするのかとい

う判断もしていただかなきゃならないと思います。

そういうこと、今後の展望をお示し願いたいと思

います。

中学校管理費につきまして減額がありましたけ

れども、泉南中学校、今回自転車置き場云々とい

うのがいつも犯罪の温床になっているということ

で、ただこれが予算上変更はできないということ

で、財政上はわかるわけですけれども、そこでさ

あ犯罪が多発して、自転車の修理代とか、これは

管理費から計上できないんですか。これは泣き寝

入りになってるということで、非常に学校の管理

責任が問われると思うんですけれども。予算支出

ぐらいは管理費の枠組みであるべきだと思うんで

すけれども、その点のお答えをいただきます。

それと、生活保護費が大阪府下でも４位か５位

ぐらいになったと、ワーストフォーかファイブぐ

らいだと思うんですけれども、この減額の努力を

されてるのか。今回は国庫支出金の削減という形

－１７２－

でなっておりますけれども、医療費ですね。生活

保護費の場合、医療費は無料なんですよね。

その辺も確認したいんですけれども、そうなっ

てくると、病院医療とその支出について、減額と

いうか公正に執行、税金を最小限に税負担をとど

めるためにどのような努力をされているのか。そ

れと、以前から問題があるんですけども、生活保

護の認定はかなり今厳しくなっているとは見てお

りますけれども、その後、自後、毎年毎年調査を

的確にやっているのか。その方法等を説明してい

ただきたい。

以上、３点にわたって御答弁をお願いいたしま

す。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） まず牧野

公園についてお答えをさせていただきたいと思い

ます。

議員、市民の合意を得られておらないというこ

とでございますが、これは平成７年度に基本的な

設計を行いまして、当然これは予算の承認も得て、

決算も受けておるわけでございます。当初から市

街地での児童公園 街区公園でございますけど

も、これは必要やという判断のもとに我々取り組

んできたわけでございます。

ただ、急に降ってわいたような公園事業ではご

ざいません。都市計画もきちっと都市計画上、都

計審に諮って計画決定を打って、議会にも御報告

させていただいて、市民の合意を得た公園という

ことで我々は取り組んできたわけでございます。

ただ、この補助事業ですね。これについては緊

急オアシス整備事業ということで平成１２年度ま

での期間限定された補助事業でございましたので、

これに乗らないと用地取得に当たっても困難だと

いうことで、年度内に、１２年度内にこれはどう

しても仕上げないといけないということでござい

ましたので、我々は日にちもありませんでしたの

で、事業については精力的に取り組んだというこ

とでございます。

それから、市の公園事業についての考え方とい

うことでございますけども、市民の意識調査を今

持ってるわけでございますけども、今後整備充実

してほしい泉南市の施設は何かという設問に対し



まして、第１位の病院など医療機関、これは断ト

ツでございますが、第２位が山などの緑との触れ

合いを楽しめるレクリエーション施設が３５％、

３位が身近な公園、緑地３４％、第４位、大規模

な公園、緑地３２％、第５位、海岸や水辺で楽し

めるレクリエーション施設２９％と、２位から５

位までがすべていわゆる公園、緑地、またいわゆ

る自然と親しめる施設を望んでるということでご

ざいますので、今後我々といたしましては、適地

の選定はございますが、これについては十分精査

をいたしまして、財政の許す限りでございますけ

ども、積極的に公園事業には取り組んでいきたい

というふうに思っております。

それと、中央公園の計画決定もあるわけでござ

いますけども、これについてはかなりの一時的な

事業費がかかるわけでございますので、ちょっと

今現在の泉南市の状況では着手できないというこ

ともございますので、できれば身近な街区公園、

これについては積極的に取り組んでいきたいとい

うふうに思っておるところでございます。（北出

寧啓君「だから、どういう計画なの。次どうする

の」と呼ぶ）

財政の許す限り、街区公園的な公園については

事業を進めていきたいという考えを持っておりま

す。（北出寧啓君「市民の里、野鳥園は」と呼ぶ）

申しわけございません。市民の里については、

これは公園ではございません。これについては整

備をやっとったわけでございますけども、今現在

は現状で利用するということで臨んでおります。

それから、野鳥公園でございますけども、これ

につきましては、大阪府の事業といたしまして緑

地の都市計画決定をしておるわけでございまして、

緑地の整備については、これは企業局が事業主体

になるということでございますので……（北出寧

啓君「だから、企業局がそうしてきたからどうす

るんですかという質問なんです」と呼ぶ）今後、

十分に企業局と事業について早期に実施できるよ

う協議をしていきたいというふうに思っておると

ころでございます。

○副議長（谷 外嗣君） 金田教育総務部長。

○教育総務部長（金田峯一君） 学校管理費の問題

でございますけれども、自転車のサドルを壊され
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るとか、またこれはカバンとか靴とかいろんなも

のがあると思いますが、これにつきましては個人

所有物ということで、それの破損の補償というあ

たりが今現状の予算では困難と考えております。

これは犯人が 犯人といいましょうか行為者が

特定できればいいんですが、特定できなかったら、

おっしゃるとおり泣き寝入りというような現状も

あると思いますが、これは原則、やっぱり加害者

が負担すべきものというふうに考えております。

○副議長（谷 外嗣君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） ま

ず、６１ページの生活保護の扶助費の減額の理由

でございますが、これにつきましては生活保護法

に係ります医療費の支給の減額と。医療費が少な

くて済んだということでございます。この理由に

つきましては、他法優先ということで介護保険制

度ができました関係上、そちらの方に移行したと

いうような関係が主な理由でございます。

それから、生保認定についての調査方法という

ことでございますが、我々生保の申請があります

と、内部で全員、ケースワーカーと私も含めてそ

れの判定会議をやっております。その中で認定す

るものと、またしないものといういろいろなこと

でやっておりますが、それに当たりましても、当

然担当者がその関係するところへ調査に出向いた

り、また本人に面接をしたり、いろいろやって適

正に処理をさしていただいてるということで、で

きる限り適正な認定という形の努力をして……

（北出寧啓君「いや、そんなことじゃない。認定

した上で１年２年後、自立努力の調査をしてるか」

と呼ぶ）……

○副議長（谷 外嗣君） 北出君、勝手にやらない

で。

〔北出寧啓君「全然答弁違うんですもん」と呼

ぶ〕

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 失

礼しました。もちろん認定した上で、認定したそ

のままというわけじゃなくして、逐次、後継続し

て調査を十分行っております。それでまた疑義が

生じた場合は判定会議を開いて、呼び出しなりを

して事情聴取するというようなこともやってござ

いまして、我々といたしまして適正に処理をさし



ていただいてるということでございますので、よ

ろしく御理解のほどお願いいたします。（北出寧

啓君「治療費の減額努力」と呼ぶ）

もちろん、治療費の減額の努力ということです

けど、これにつきましても必要なものは当然お医

者さんにかかっていただかないかんということで

ございます。我々また、不必要な医療というんで

すか、これはやっぱり当然抑制する必要がござい

ますので、生保のかかってる方につきましては、

我々そういう指導も、面接もし、またお医者さん

にもいろいろ場合によっては状況も聞かしていた

だいて、その点は十分にやってございますので、

よろしくお願い申し上げます。

○副議長（谷 外嗣君） 北出君。

○１２番（北出寧啓君） 非常におかしいんですけ

れども、加害者が弁償するのは当然なわけですよ、

それは。ただ、そういう犯罪が起こる環境がまだ

あるのにそれが変更できないということで、その

責任は学校の管理者にはないんですか。そこを問

われますよ。犯罪がいつも起こるような環境に置

いてて、犯罪があってもそれわしは知らんという

のは、学校の管理・運営はどうなるんですか。教

育委員会の責任、そこはないんですか。そういう

答弁をされると非常に問題だと思う。

これは単に自転車の破損云々じゃなくて、暴行

とか恐喝とかいろんなことが発生してるわけです

よ。それで、ことしは今回教育委員会はいろいろ

配慮していただいて、用務員投入ということでや

っていただいた。そこは評価さしていただきます

けども、実際それで発生したことを、生徒たちが

もうほんと泣き寝入りで だって授業中、彼ら

は見れるんですか、自分の自転車を。管理できる

んですか。できないんでしょう。それは学校がや

るんでしょう。それができてないわけでしょう。

それで破損が起こるわけじゃないですか。

それを生徒に弁償しろというのは、変な話です

よ。そしたら学校の管理権って一体何なんですか。

あなた方は権力執行できるのは、それに対して責

任を伴うわけですよ。責任を持たない権力執行な

んてないですよ、我々すべて。議員もそうなんで

す。公的権力を我々が持ってるのは、それに伴う

責任も発生してるわけですよ。そういう答弁では、
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とてもじゃないけど納得できない。

それと、野鳥園と言ったのは、市民の里を含め

て今は景気がこういう状況ですから、都市計画は

泉南市の枠組みですから、これから泉南市は検討

していただきたいということで、それは部長、理

解していただいてると思うんですけれども。

それと、先ほどの質問にどなたも行政当局から

答弁なかったわけですけれども、プライバシー云

々という話じゃなくて、例えば牧野公園なり買収

したわけですよね。それは公的な公論の舞台に出

てきてるわけですよ。それで税金を払う、払って

ないはプライバシーの問題だから言えないという

ような、そんな話ないですよ。我々は何のために

議会を開いてるんですか。公論をきちっとして、

公正、公平な税の使用を含めて我々は責任がある

から論議してるんですよ。そこの税の公的な運用

の中にその問題が出てきてるわけだから、プライ

バシーだから言えないなんて、こんな市民を冒涜

した、税を冒涜した話はないですよ。それも答弁

いただきたい。

それと、１年、２年、それはいろんな難しい問

題はあると思うんですけれども、健康福祉部長が

おっしゃるように、１年なり定期的に完全に調査

してるとは思えない節があるんです。あるいはま

た聞きました。細かいことは言いませんけども、

これからも厳正な努力をしていただきたい。それ

から、医療も含めてそうです。いろいろ聞いてお

ります。細かいことは申しませんけれども、厳正

な執行をお願いいたします。じゃ、答弁をお願い

します。

○副議長（谷 外嗣君） 吉野教育指導部長。

○教育指導部長（吉野木男君） 北出議員の質問に

ついて御答弁さしていただきます。

当然、学校施設管理の第一義的な責任というの

は学校長にあることは明白でありまして、最終的

な責任というのは設置者である教育委員会の責任

だと、このように理解をいたしております。

具体の自転車の破損等の件ですけども、基本的

には先ほど金田部長が申し上げましたように、事

案の解決にかかわってもやっぱり自己責任をとら

していくということが指導の問題としても基本で

あるだろうと。しかし、現況、状況が特定できな



い場合に、御指摘のとおり何らの手当てのないま

まというんですか、という状況があることも事実

でございます。

当該の学校の駐輪場につきましては 当該の

学校のみではないと思うんですが、学校用地の活

用につきましては、どうしても駐輪場ということ

になると、比較的目の届きにくい場所が、第一義

的には教育活動で使う場所を先に押さえながらい

きますので、どうしても設置場所というのはそう

いう場所になってるかとも思います。

校務員さんも含めて、教職員による安全管理等

の徹底と子供への指導というあたりを再度徹底い

たしたいというふうに思いますし、現況あるいわ

ゆる手当てのない部分につきまして、一度教育委

員会としても実情、実態を細かく把握さしていた

だいて検討課題としたいと、このように考えてお

りますので、よろしく御理解賜りますようお願い

申し上げます。

○副議長（谷 外嗣君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 生

活保護の認定はもちろんのことでございますが、

認定された方の後のフォローですね。これらにつ

きましてもかかることのないように十分に調査を

やっていく気持ちでございますので、よろしくお

願い申し上げます。

○副議長（谷 外嗣君） 中田総務部参与。

○総務部参与（中田正純君） 牧野公園に関する土

地の売買に関しての税の関係ですけれども、これ

につきましては、売買するに当たって官民、民民

とあるわけですけども、それに対しての税という

のは、直接私どもの方は、その時点では税そのも

のじゃなしに、税というのは今も議員御指摘のと

おり、公正、公平を原則として滞納者も多種多彩

ございます。

そういったことで、私どもの方は税を納めてい

ただくというのを最大のもとにして、あらゆる担

税力に応じていろんな物差しを使って税を収納し

ていただくよう努めてるわけでございます。です

から、分納をやってる方もあれば、また差し押さ

えしてる方もあるというようにして、その担税力

に応じて最善の市税の確保を図っていくのが我々

税徴収としての考え方だと思っております。
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そういったことで、１つの物差しだけじゃなし

に、最終的には税を消滅させない、そういうこと

をもとに我々は各滞納者に対して税の収納という

ことについて方策を講じているところでございま

すので、よろしくお願いします。

○副議長（谷 外嗣君） 北出君。

○１２番（北出寧啓君） 公的な議論をしてるわけ

ですから、一般論を聞いてるわけじゃないんです

から。あれだけいろんな問題点を 事業部長が

おっしゃったように、手続上は正当性を持ってる

わけですね。都市計画審議会にかけて、その手順

はとってるわけですね。７年からやったって、我

々は７年当時からおやっと思ってるわけですけれ

どもね。その時間差はあると思いますけれども。

事業部長もおっしゃったように、財政上の問題

で今後は困難であると。我々はその時点で、財政

上の問題があるから困難であるから、今この件に

ついてはおかしいというのは、まず出発点からそ

ういう論点を示したわけでありますから。

その問題は保留しますけれども、今おっしゃっ

たような 端的に、買収を受けた当事者Ａ、Ｂ、

Ｃですね。納税は完了したんですか。それぐらい

の答弁はできるでしょう。それもできないで、一

般論ではぐらかして 一般論を我々は聞きたい

んじゃなくて、個別この問題に関して議論してる

わけですから。

教育委員会ですね。前向きに速やかに検討して

いただかなければ、毎日毎日、月に何十件と被害

があるわけですから、被害総額も大きいわけです

から。新しい自転車がどんどん壊される。単に金

額の問題だけじゃないでしょう。やっぱり自分が

大事にしたものを傷められる心の傷もあるわけで

すよ。それを含めてあるわけですから、管理上我

々の責任はないということで、責任を回避できな

いということは戒めていただいて、速やかに検討

していただきたいと思います。

あと、その点だけお答えください。

○副議長（谷 外嗣君） 中田総務部参与。

○総務部参与（中田正純君） 私どもとしましては、

法律に沿って、税法に沿って適切な処置を行って

るところでございます。そしてまた、この牧野公

園の問題については地権者も限定されております



ので、払ってる、払ってないと、あるないという

ことは個々が判明できる事案でございますから、

ここで残ってる、納めてる、納めてないというよ

うなことを的確に言いますと、これは地方税法の

２２条に抵触する危険性もございますので、答弁

は差し控えさせていただきたいと思います。

○副議長（谷 外嗣君） ほかに。 成田君。

○１８番（成田政彦君） 短く終わりたいと思いま

すけど、的確に質問に答えてください。

５１ページの人事管理費、研修旅費が１２９万

円減らされております。いわゆる職員の研修は的

確に行われておるかどうか、これを１つお伺いし

たいと思います。

それと、もう１つは、この間の暴力事件の問題

なんですけど、職員の人事管理の問題において、

いわゆる私、専門職の職場ですね。図書館司書、

保育所、幼稚園教諭、それからあいぴあ 福祉

職ですね。こういう職員のいわゆる人事異動はど

のように これは最終補正ですから、平成１２

年でもどのように行われているのか。

私、この暴力事件が起きた司書の図書館の人事

異動は、聞くとこによると図書館設置以来１６年

間、一度も人事異動してないと。職員に採用され

て、一部の職員は出てますよ。一部の職員は出て

ることを僕は知っとるけど、一部の職員は出とる

けど、採用されてああいう司書とかそういう人た

ちは、ほとんどほかとは交流がないと。

一般職の場合は、大体二、三年でどんどん人事

交流があるんですけど、今度の司書の問題につい

てはそういう点で、この間の一般質問で僕への答

えで、教育長は司書であるから人事交流は難しい

という答弁をなされたんですけど、実際、過去数

人かの人は、司書の資格がありながら一般職とし

て外へ出とる、これは事実ですわ。だから、実際

そういう専門職もやっぱり新しい血を入れるため

にも人事交流を積極的に行う必要があるんじゃな

いかと考えるんですが、その点を１つお伺いした

いと思います。

それから、公園管理費なんですけど、これ補正

額がゼロになっとるんですけど、ちょっと聞きた

いんですけどね、大苗代の公園、大苗代の処理場

の前に公園があるんですけど、知ってますか。実
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態は、全く使えないような、ほとんど使えないと、

草が生えて。実態というのは使用に耐えられない。

整備されてないという問題じゃなくて、もう草

は生えとるし、さびとるし、そういう公園管理に

なっとるということで、立派な牧野公園をつくら

れたんですけど、括弧つきですけど、つくられた

んですけど、そういうよその公園に対して、それ

から日本生命の横にポケット公園があるでしょう。

あれ、ちょっと見たら囲いのとこは草がずうっと

生えてまっせ。植栽のとこがちょっとあるけど、

あそこは草が生えとるし、そういうきめ細かな公

園管理がされとるのかどうかということについて、

事実そういう現状であるからね。こういう大きな

公園にはそういうお金を使っとるんですけど、そ

の点の公園管理について、具体的に公園管理課は

ちゃんと回っとるのかな。公園の施設をずうっと

回って、草の刈り方、それからペンキとかそうい

うやつは。僕はその点１つお伺いします。

それから、先ほどおっしゃった牧野公園の問題

ですけど、確かに税の担当者は秘密とか何とか言

ったんですけど、決算委員会で牧野の土地の売買

の中に滞納者がおると。これはきちっとあなたは

しゃべりました、きちっとその中で。だから、決

算委員会でおるということをきっちりあなたは話

しました。

そのことで先ほど売買について、牧野公園を買

収した相手から、滞納者がおるんですからきちっ

と売った後納税行為が行われてるのかという質問

が出て私は当然だと思いますよ。滞納者がおると

あなた自身がしゃべったんだから、あそこで。そ

の中で牧野公園を市が買った相手から市に納税が

されとるのかどうかという、このぐらいの質問に

は、納税はされてますということぐらいは答える

べきだと私は思いますよ。自分は滞納者があると

言いながらね。助役にも聞きたいんです、その点

ね。委員会ではそうしゃべっとる、滞納者がある

と。３人の中に滞納者があると。しかし、今の質

問だったら、その土地を売った相手が、３人の人

が納税はきちんとされてますかと、そのぐらい聞

いたら、納税されてますという答弁ぐらいは、私

はすべきだと思います。

それから、牧野公園で先ほど１２時以後街灯を



８つのうち４つは消すと言ったけど、一丘団地の

場合は１３カ所公園があって、公団が１３カ所に

すべて街灯を新設しました。その理由は、夜暴走

族が集まるとか、それから非常に青少年が夜暗い

と集まる、それから痴漢行為がふえる、そういう

ことで、事実そういうことがあったから街灯をふ

やしたと。だから私、街灯の電気を消すというこ

とを聞いたとき、どういう理由で消すか知らない

けど、非常にそういう点では疑問を持ちました。

それから、和泉砂川駅は１２時以後、和歌山方

面と、それから天王寺方面、４回電車がとまりま

す。１２時以後おりた人が少なくともあっちへ行

く人、牧野のあっちへずうっと行く人たちは、多

分場所がええから、道もよくなったからあそこを

僕は通ると思いますわ。

だから、私は防犯上、その４本でええのかとい

う問題、先ほども山内事業部長は、検査した結果、

非常に明るくて大丈夫やと。しかし、私はそうは

思いませんな。８本あって……。そら８本あった

ときには明るいに決まってますわ、そんなこと。

４本の方が暗くなるのは当たり前のことで、だれ

が考えても。そういう点で、やっぱり市民の安全

を守るためには、１２時以後も電車をおりていく

人がおるんだから、少なくとも明るくさしていく

ことが、僕は市民の安全を守るためには必要だと

思うんですけど、以上の点についてお伺いいたし

ます。

○議長（奥和田好吉君） 橘人事課長。

○市長公室次長兼人事課長（橘 正三君） ５１ペ

ージの負担金でございますけども、これは研修の

負担金でございます。研修につきましては、当然

職員研修は重要なことでございますので、手を抜

いて余ったというような意味ではございません。

ただ、３回予定をしております場所が近くなった

りとか、あるいはよくありますのが、千葉県の方

で市町村アカデミーという形の研修所がございま

す。そこで実施されてるものに参加予定の場合で

も、また大阪府のマッセ等で同じような研修があ

ればそこを変更してこちらにという形にもなりま

すので、そういうことで大きく減額になっている

部分が多いものでございます。

それと、もう１点が、大阪府の市町村の海外派

－１７７－

遣共同研修につきまして予算をとったわけなんで

すけれども、これが廃止でなくて今のところ中止

という形になっておりますので、一応予算は計上

しております。ただし、これは参加いたしており

ませんので、この分が一番大きな分で、負担金と

しまして４６万円ほど減額になっております。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 人事管理費に関連を

いたしまして、職員の配置転換の関係でございま

すけれども、一般職なんかの場合、職員個々の経

歴なり在籍期間等勘案して、業務の固定化とか士

気の低下を防ぐということと、公務能率の向上を

図るということの中で人事異動等を行っているわ

けでございます。保育所関係も５カ所ほど保育所

がございますから、そこでも定期的には専門職で

ございますけれども人事異動は行ってるというこ

とでございますが、今成田議員から御指摘のあっ

た図書館については、専門職でございますけれど

も、限られた職域ということで今まで余り人事交

流はなかったというふうに考えております。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） 予算書の

７２ページ、公園管理費の御説明をさせていただ

きたいと思います。

補正額はゼロでございまして、額的には変更な

いわけでございますけども、特定財源の組みかえ

をやっておるわけでございまして、これについて

は俵池公園の用地の買い戻しの財源の部分でござ

います。

それと、一般的に公園管理の問題の御質問がご

ざいましたが、なるほど市内に８１カ所公園がご

ざいまして、これの管理については、ことしの予

算でも約２，８００万円ぐらいだったと思います。

この中には電気料金、水道料金、また維持管理の

草刈り等、そういうものを含んでおるわけでござ

います。かゆいところに手の届くような管理とい

うのはなかなか難しゅうございまして、できるだ

け効果的に公園管理を行うということは、これは

全職員頭を悩ましておるわけでございますんで、

パトロールもポイント、ポイントでやって、草な



どの刈る時期というのを判断しておるわけでござ

います。

それと、御指摘の公園については、これは確か

に事業部が管理いたしておりますプールの横の公

園でございますんで、私も行ったことがございま

す。かなり施設も老朽化してるということもござ

いますんで、必要度の高い公園の施設の部分から

改修をやって進めておるところでございます。

それと、牧野公園の照明の件でございますけど

も、前の質問者にもお答えさせていただいたよう

に、この公園の利用についての本来の照明でござ

いますんで、１２時までと半減いたしておるわけ

でございますけども、今後防犯上支障があるとい

うようなおそれがあるという場合については考え

なければならないと。たとえわずかの電気代でも

節約するということは基本でございますんで、や

るわけでございますけども、問題があるという場

合については、検討を加えていきたいというふう

に思っております。現在ではそういうおそれもな

いと私は判断しておりますんで、半減させたいと

いうふうに思っております。

○議長（奥和田好吉君） 中田総務部参与。

○総務部参与（中田正純君） 牧野公園の地権者で、

１１年の決算委員会ですか、そこで滞納者がある、

ないと云々の件でございますが、私どもといたし

ましては、現法制下においては個人のプライバシ

ーが優先されるようになってございまして、そう

いった意味からこういうものについては神奈川県

の小田原市のように独自で条例をつくり、公表し

ようとする自治体も出てきているわけでございま

す。本市にはそういった制度がございませんので、

現状では地権者が判明できるであろうという個人

の納税についての見解は、御答弁を控えさせてい

ただきたいと、かように考えてるところでござい

ます。よろしくお願いします。

○議長（奥和田好吉君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） 人事交流の点ですけども、

専門職では余りやってないということなんですけ

ど、私はやっぱり１つの職場で１６年間とかそう

いう長い間ほとんど転勤がないとか、そういう点

ではやっぱり１つの固定化してきた物の考えがつ

いたり、今度の事件を考えてみると、中学生の子

－１７８－

供がやるという問題ではない、深刻な問題を抱え

とると私は思います。

だから、そういう点で司書の職場にしろ、専門

職の職場にしろ、実際は図書館の司書の資格を持

っとる職員が事務職として一般職にいます。これ

は知っとるでしょう、一般職におるということは。

司書の資格を持った職員が一般職におるというこ

とは、図書館から配転で出ていったということは。

そういう点を考えると、やっぱりこういう事件が

起こらないように人事の交流を、私はこれはもう

教育委員会ばかりに任せるんじゃなくて、やっぱ

り人事権、市全体の人事の観点から大きな人事交

流をさせるという必要が私はあると思います。

大きな観点に立って、やっぱり司書も外へ出て

勉強すると。また、勉強して帰ってくるとか、そ

ういう大きな観点で司書の現場も３年に１回ぐら

いは何人か外へ出て研修してくるとか、そういう

ことは絶対私は必要やと思うんですわ。特に専門

職の場合は 私も専門職ですけど、専門職の場

合はやっぱり１つのそこしか見えないという、こ

ういう感じがありますので、その点ちょっともう

一度お伺いします。

それから、公園の問題なんですけど、今事業部

長は、私は思うという主観を言うたんだけど、防

犯の担当に聞いたら、泉南署管内で、それも泉南

市の管内で、痴漢とかこういう事件が夜中にどれ

ほど発生しとるか知ってますか。把握してますか、

あなた、そういうのが道路とか公園で発生しとる

件数を。そういうことを踏まえた上でそういう発

言をされたのかね。

私どもが公団に要求したのは、そういうのが発

生するということでそういう要求をしてつくった

んですわ。だから事業部長みたいに、事件が起こ

ってからでは遅いですよ。例えば若い娘さんにそ

ういう事件が起こってから、それで明るくすると

いうのは、これは非常にそういう事件が起こった

後というのは、特にそんなことは行政としてあっ

てはならないでしょう。

事件が起こった後で手当てすると。いろんなそ

ういう事件、そういうことは僕は行政として、明

るくすれば 僕は明るくしたら絶対そういうこ

とは少なくなると思います。これはもう事実です



わ、明るくしたら。それほど明るないねん、あの

街灯は。

それと、大苗代の公園ですけど、これは必要度

が高いとかそういう あれは使用に耐えないと

いう公園ですわ。そんなきめ細かく草を刈るとか、

そういうものじゃなくて、もう使用に耐えられな

い公園、さびついて。子供も近寄りがたいという、

そういう公園だから、まず最低使用できるように

してくださいよ。そんな、草刈ったりそんな程度

じゃないわ、あの公園は。僕はそう言っとるわけ。

使用に耐えられないと、あの公園は。そういう点

で２，８００万、予算が少ないかどうかは別ですけ

ど、早急にやってほしいと。

それから、最後、街灯の件は８つから４つに減

らしたのは経費削減の観点から、そういう点で街

灯を減らしたのか、ちょっと僕気になるとこがあ

るんだけど。

それから、税金の問題ですけど、３件の中に滞

納者があるということは決算委員会で部長が言明

したんですけど、結局牧野公園のお金を、牧野公

園買収に当たって、その中にお金を手に入れた人

がおるんですけど、その税金を払ってはるかどう

かということを聞くだけがどうして悪いのか、僕

はちょっと、市が発表しとる滞納の１，０００万円

以上とか、出しとるでしょう、ここに。１，０００

万円以上の不納欠損に係る高額者リスト何とか、

こういうのがやっぱり書類で１，０００万円以上の

場合は出とると思うんです。

その程度ぐらいはみんなに公開しとるんだから

ね。３人おるんだから別に払っとるか払ってない

かぐらいは ４億円でしょう、あそこ全体で工

事費含めて。そのもんぐらいは納税者に対して責

任、市民の納税者に対しての責任として、そうい

う点ぐらいしゃべっても、私は別に迷惑にならな

いと思いますよ。

高額に納めとる人は全部名前発表されとって、

納めない人は発表されないと、これは僕もおかし

いと思うんだけどね。実際、おかしいんや。高額

で納めた人は、当局はようけお金持ってきたから

名前をするという、あれもやっぱりおかしいと思

いますよ。だから、その点どうですか。３人おっ

たということだからね、名前も何も聞いてません

－１７９－

わ。あなた方決算委員会で言うたんですから、そ

れぐらいどうです、しゃべったら。

○議長（奥和田好吉君） 中谷市長公室長。

○市長公室長（中谷 弘君） 人事の関係でござい

ますけど、図書館の司書の関係に絞られてきたと

いうふうに思いますが、今一般的な人事、配置転

換等のお答えをさしていただいております。今成

田議員から言われましたように、図書館の司書か

ら一般職にかわった人については、ちょっと今の

ところつかんでおらないんですけども、一般職と

して採用して、図書館の司書として 司書の資

格を持ってる方ですけども、仕事をしてる方とい

うのはおられます。そういう方がおられます。

今言われましたように、１６年間も同じところ

でというのは、当然人事の固定化という問題もご

ざいますけれども、これは教育委員会が司書が必

要だということの中で図書館に配置してるもので

ございますから、教育委員会とも十分協議をしな

いと、ここでどうするという話にはならないとい

うふうに思いますし、その司書は専門職でござい

ますから、もし人事異動する場合においても、受

け皿職場があるかどうかということも検討しなけ

ればなりませんし、もし職種変更ということにな

れば労働条件の変更になりますから、これも十分

議論しないと簡単にできないという問題がござい

ますので、今回の事件を契機にしてどうあるべき

かということにつきましては、教育委員会とも十

分協議はさしていただきたいというふうに思いま

す。

○議長（奥和田好吉君） 山内事業部長。

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） 夜中の１

２時を過ぎて若い娘さんが公園に何をしに行くん

かちょっとそれはわかりませんが、公園というの

は、利用目的は市民が憩うところでございますん

で、１２時過ぎて利用の頻度というのは、これは

ごく限られているんではないかという判断のもと

に、当然照明はこれも税金でございますから、水

道代、電気代だけでも７００万も払ってるわけで

ございますから、当然削減しなければならないと

いうことでございます。ただ単に経費節減という

意味で減灯しておるというわけではございません

ので、御理解いただきたいというふうに思います。



○議長（奥和田好吉君） 中田総務部参与。

○総務部参与（中田正純君） 市税の問題でござい

ますけども、牧野公園に対する滞納の問題ですけ

ど、我々といたしましては、何度も同じ答弁にな

るんですけども、税法にのっとって担税力に応じ

て適切に交渉して納税に努めていただいておるわ

けでございます。そういったことで個人の名前、

また滞納額、そういうようなものについては、地

方税法の２２条と、また我々一般公務員としての

地方公務員法の３４条、また個人を保護するとい

う情報公開条例の個人保護条例というようなもの

もございますので、そういった個人の不利益、利

益に関するもんについてはなかなか答弁ができな

い、そういうような縛りがございますので、よろ

しく御理解のほどお願いいたします。

○議長（奥和田好吉君） 成田君。

○１８番（成田政彦君） 最後、教育委員会にお伺

いしますけど、市長公室長は人事の問題ですので

交流を図ることについては教育委員会と、当然教

育委員会の管轄ですからしなければならないとい

うことなんですけど、その点について教育委員会

としては、司書のそれは協議してちゃんとするの

か。

それから、最後、税の問題なんですけどね、税

金を払わないならば、僕ら何で税金払わないこと

に対して厳しくもうちょっとね。税金払わないの

が問題なんや。例えば何億という市が土地を買い

ながら、そのことを市民から見たら、滞納者で何

億という土地を市民の税金払って買いながら、そ

の人が払っとるかどうか。名前も何も僕ら聞いて

ないんや、そんなことは。そういうことが行われ

て、市が事業をしてお金を払った人たちが税金を

払っとるかどうかについて、市民はそら知りたい

ですわな、そんなこと。

払ってるか払ってないか、そんなものぐらいは、

何でそこまで……。小さい分譲住宅に住んどって

も、一丘団地に住んどって、みんな払っとるんで

すわ、税金を。払わんかったら市から来て、何回

も戸をトントンたたいて、まじめだったら払うけ

どね。そういうやっぱり悪質な滞納者と、小田原

じゃないけど、はっきりと悪質な滞納者、はっき

りそういうことは見きわめるべきだと、僕ら視察

－１８０－

で聞きましたわ。

悪質滞納者 悪質でっせ。善良な滞納者、払

える人、これはそういうことについて小田原へ行

ったときに調査でそういうことを聞いたら、そう

いうことを聞きましたわ。そういうことを聞きま

した。だから、僕は問題で、やっぱり大きな滞納

者の場合は、市民から関心を持ってるから、それ

はやっぱりきちっと市民にある程度公表すること

は、私は必要やと思います。最後、税金のこと。

○議長（奥和田好吉君） 亀田教育長。

○教育長（亀田章道君） 図書館の職員の件の人事

の件でございますが、先ほど公室長さんの方から

も答弁がありましたように、教育委員会といたし

ましても当局と十分慎重に協議をしてまいりたい

と、このように思っております。

○議長（奥和田好吉君） 中田総務部参与。

○総務部参与（中田正純君） 滞納者に対する税の

厳しい御質問をいただいてるわけですけど、我々

といたしましては、税は何回も言うように公正、

公平を原則として担税力があるかないか、そうい

うことをして高額な滞納者、少ない滞納者も同じ

法律のもとでやるものでございます。

そういったことで高額滞納者には特に力を入れ

て税交渉、適正に今まじめに納税してる人との間

差をなくすために、差をなくすために、我々とし

てもそれはできる限り全精力を傾注して納税に応

じていただけるように交渉を行ってるわけでござ

います。

そういったことで、決して高額滞納者を有利と

かそういうことは一切ございませんで、それはそ

れの責任において、我々は滞納者に対して適正に

納税していただくように行ってるわけです。です

から、税に対して誠意に欠ける滞納者、また今お

っしゃられるように我々が催促、いろんな形で交

渉に当たっても横を向いてる悪質な滞納者、また

善良な納税の方というような色分けもちゃんと区

別して、我々は適正にいやしくも税を失効させな

いような施策をとって交渉に当たっておりますの

で、よろしくお願いいたします。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。



討論なしと認めます。

これより報告第４号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって報告第４号は、原案のとおり承認すること

に決しました。

午後３時３０分まで休憩いたします。

午後３時 ５分 休憩

午後３時３２分 再開

○議長（奥和田好吉君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。

次に、日程第１０、報告第５号 専決処分の承

認を求めるについて（平成１２年度大阪府泉南市

下水道事業特別会計補正予算（第３号））を議題

といたします。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました報

告第５号、専決処分の承認を求めるについて（平

成１２年度大阪府泉南市下水道事業特別会計補正

予算（第３号））について御説明申し上げます。

議案書の８９ページでございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分いたしました平成１２年度大阪府泉南市下

水道事業特別会計補正予算（第３号）につきまし

て、同条第３項の規定により議会へ報告し、承認

を求めるものでございます。

専決理由につきましては、平成１２年度実施事

業に充当される起債が融通決定されたことによる

起債限度額の変更、決算見込額の決定に伴う歳入

歳出予算の減額補正措置を専決処分したものでご

ざいます。

９１ページをお開き願います。

歳入歳出の総額をそれぞれ１億５５５万円減額

いたしまして、歳入歳出の総額をそれぞれ２４億

５，４４５万９，０００円とするものでございます。

９３ページをお願いいたします。

－１８１－

歳入の主なものにつきまして簡単に御説明申し

上げます。

分担金及び負担金３３１万５，０００円の増額で

ございますが、これは受益者負担金の増額でござ

います。

次に、市債の５，２２０万円の減額でございます

が、これは下水道事業債の確定による減額でござ

います。

続きまして、歳出の主なものにつきまして簡単

に御説明申し上げます。９４ページでございます。

総務管理費は南大阪湾岸南部流域下水道組合維

持管理負担金の執行確定により６，９５０万５，００

０円の減額でございます。また、下水道建設費に

つきましては、府施行の流域下水道建設費分担金

等の精算により１，２７７万５，０００円の減額とな

ります。

次に、公債費でございますが、当初予定いたし

ておりました発行利率が昨今の金利情勢により低

金利で発行いたしましたことによりまして、２，３

２７万円の減額となったものでございます。

また、議案書の９５ページの第２表地方債補正

につきましては、先ほど御説明申し上げました下

水道事業債の確定により限度額を５，２２０万円減

額するものでございます。

以上、甚だ簡単ではございますが、説明とさせ

ていただきます。よろしく御承認賜りますようお

願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） これより質疑を行います。

質疑はありませんか。 松本君。

○１１番（松本雪美君） これが１２年度末の最終

の補正になるんですよね。１年間をトータルしま

して、その辺のところで答えていただけたらうれ

しいなと思うんですが、この中で使用料や手数料

が２，３００万円減額されているということですが、

この新行財政改革大綱の中にも示されているよう

に、下水道の使用料の滞納額を縮減するんだと、

こういうふうに書いてますから、滞納額というの

もこの中にはこれが滞納やということでは出てな

いんですが、実際には年間トータルしてどの程度

あったのかということも聞かしていただきたい。

それから、市債の分ですけれど、全体通じてこ

とし１年、１２年度１年で下水道の延長ですね。



その延長は大体何キロぐらい工事をやられたのか。

その工事の総額ですね。それが幾らぐらいだった

のか。そして、泉南市の負担される額、国から出

る分、府費として出る分とかいうことで、その辺

の財源の内訳ですね。その辺を聞かしていただき

たいんですが。

あと、それから下水道建設費ということで出て

いる地方債の減額もありますから、その辺のとこ

ろももうちょっと詳しく聞かしていただけたらと

思います。

○議長（奥和田好吉君） 山内下水道部長。

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） 数字的な

分については、また課長の方から答弁をいたさせ

ます。

まず、使用料などの減額でございますけども、

１２年度の３号補正を見てみますと、２，３６５万

７，０００円の減額となっておるところでございま

す。これについては収入構成比率が４．７％でござ

いまして、大変低い数字になっておるということ

でございますので、今後下水道会計の健全化、こ

れについては慎重に考えていかなければならない

というふうに思っております。

トータル的に予算といたしましては２５億前後

ぐらいということでございますので、大部分が繰

り入れによって事業を展開しておるわけでござい

ますんで、一般会計の方と十分整合性を図りなが

ら事業に取り組んでいきたいというふうに思って

おります。

まず、有収率を上げるのが１点、それから未整

備に終わっております部分、堺阪南線よりも海側

の部分ですね。これについての供用について努力

するという部分がまず２点目。それと、３点目と

いたしまして、流域幹線の方の延長を府に働きか

けて事業を実施していきたいというのが３点でご

ざいます。

○議長（奥和田好吉君） 東野下水道部次長。

○下水道部次長兼管理課長（東野達広君） お答え

申し上げます。

まずは使用料の滞納からお答えさせていただき

ます。調定額としまして、平成１２年度末で１億

４，６８９万６，５５２円ということでございまして、

収入額としまして１億３，４５９万６，００２円が収

－１８２－

納されまして、１２年度末として滞納分、現年合

わせまして１，２３０万５５０円ございます。

それと、下水道の建設費の中で本年度にどのぐ

らい延びたかということなんでございますが、汚

水管で前年度の下水供用開始が５３キロ、本年末

で５８キロメートルでございます。約５キロ延び

たことになっております。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 答弁漏れありますか。

〔松本雪美君「財源内訳についてお答えくださ

い」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 財源内訳について答弁し

てください。東野下水道部次長。

○下水道部次長兼管理課長（東野達広君） 申しわ

けございません。お答え申し上げます。

財源内訳としましては、事業分として国庫補助

が３億２，７００万円、起債が２億８，６８０万円、

一般財源としまして３，９２０万円、その他財源と

しまして２，０００万円でございます。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 松本君。

○１１番（松本雪美君） 下水道が引かれていない

我々の地域、山手の住民としましては、本当に一

日も早く山手まで下水道をつないでほしいという

気持ちはだれもが持っておられますし、また下水

道設置をしない地域もあるということですから、

そういう点でいえば、公平と言えるような市政が

ほんとにこのまま進めてきてくれることができる

のかというふうに、何となくそういうふうにふだ

んは思っています。

そういう思いも述べさしていただきましたけれ

ども、やっぱりこの間ずっと問題になってきたこ

の下水道工事ですね。５キロの延長が延びたと、

こういうことですけど、この５キロの延長の事業、

下水道工事の事業の契約の中でいろいろ問題にさ

れてきました。入札で高値、高どまりになるとい

うようなことも今回はっきりとお認めになられて、

入札の制度の改善を行うというふうに発表された

ということで、少しいい方向に向かっていくんじ

ゃないかなと期待はするところでありますが、し

かしこのこともやってみないとわからないという

ことでした。



私はやっぱり一番問題なのは、予定価格は伏せ

られて最低価格が公表ということになるのである

ならば、これはどんなことがあっても予定価格を

知りたいと思う工事の業者の関係者の方の攻勢が

また市職員にかけられるんじゃないかなというふ

うな思いで、すごく心配してるんです。

そういうことが一切ないように、しっかりと職

員の皆さんにはけじめをつけていただきたいなと

思うんです。贈収賄事件が起こるようなことのな

いように、その点はほんとに慎重に気をつけてい

ただきたいなと、これは１つお願いをしておきま

す。

それから、今回適正化法の中では不良業者をな

くしていこうということで、これまでもずっと問

題提起もされてきたことが明記されるようになり

ましたし、こういう点では会社の構成なんかを含

めてきちっと技術者が配置されているか、それか

ら働いている人たちがちゃんとした保険制度にも

加入されているかどうか、働いている人たちの会

社の構造というんですか、そういうのはどの程度

のものなのかということが、この業者種別の資格

があるということで指名業者に名を連ねていらっ

しゃる会社の実態を市はどの程度確認されていら

っしゃるのか。全部実態調査に足を出して歩かれ

ているのかどうか、その辺のところを聞かしてい

ただきたいなと思います。

それから、どんなことがあっても談合をなくし

ていくということでは、私はちゃんとした指名の

制度をつくっていかねばならないんじゃないかな

と思うんですよ。指名業者の数が少なかったらそ

ういうことが起こりやすい場所をつくってしまう

ということで、事業を発注するときには、きちっ

とその辺指名業者の数を最低やっぱり１０以上、

１３とか１４とかいうことでの業者の指名をして

いくべきではないかなと、そういうふうに思いま

す。

それから、もう１つ、これは問題としてこちら

の方にそちらから出していただいた資料の中に、

泉南市には準市内業者というのが届けられていて、

準市内業者も認められていたということですから、

あの坂田建設のように問題になったこともありま

したよね。

－１８３－

○議長（奥和田好吉君） 質問者にちょっと御注意

申し上げます。内容からちょっとずれているよう

なので、内容に沿ってやってください。

○１１番（松本雪美君） もうこれだけです。それ

で、そういう業者についても、これまで議会の中

ではもう準業者というようなやり方はもうしない

という結論が出ていたんだと、私はそういうふう

に確認していたんですが、しかしまだ名簿の中に

は、業種別有資格一覧表というのを見せていただ

いたらまだそのまま残っておりますから、こうい

う一たん約束をされたことがきちっと整備をして、

その約束どおりに守った中身にはなっていないと

いうような、こういう資料請求の中身を見てびっ

くりしたんですが、その点聞かしていただけたら

と思うんです。どういう対応をされてきたのか、

その辺聞かしていただけますか。

○議長（奥和田好吉君） 山内下水道部長。

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） 公共下水

道事業についてお答えをさせていただきます。

まず、公共下水道事業については、汚水整備事

業とあわせまして雨水の整備事業も実施をしてお

るわけでございまして、雨水につきましては面積

的に４８０ヘクタール、整備率といたしましては

３９．７％になっております。随分と最近は浸水の

被害と、こういうのが減少してきておりまして、

普及率もかなり高なってるからでございますけど

も、今後は雨水の整備につきましては、取り込み

箇所の検討を行って、現施設の有効的な活用を図

っていきたいと思っております。

それから、汚水の整備につきましては、面積的

には３２０ヘクタールでございまして、ここにつ

きましては、ここ二、三年の長期的な見込みでは、

年間２％ないし３％程度の普及率の向上という計

画を立てて事業をやっていくということでござい

ます。現在３４％程度でございますので、できる

だけ供用を多くして、有収水量の増加に努めたい

というふうに考えておるところでございます。

○議長（奥和田好吉君） 谷総務部長。

○総務部長（谷 純一君） 下水道事業の平成１２

年度の減額の専決補正でこの公共工事の契約のあ

り方について御質問が来るというのは、ちょっと

我々も想像していませんでしたので、最後まで答



えられるかちょっと自信がございませんけども、

具体的に答弁さしていただきたいと思います。

この平成１３年度の工事分よりこの入札制度に

ついて変更しようということ、これにつきまして

は一般質問の中でも御答弁さしていただきました。

そして、今回この最低制限価格を事後公表すると

いう形で行うということで進めてまいりたいと、

このように思いますけれども、これも１つ試行的

にことし１年実施しまして、そして今までの入札

制度について新たな目で見ていこうということで

今回実施したいと、このように思っております。

それとあと、この適正化法の中で施工体制とい

うんですか、その台帳をこちらの方に提出しても

らうということもありまして、その辺でその工事

をされる方々の業者の体制というんですか、それ

が我々は把握できると、このように思っておりま

す。ですから、そういった形で我々としては調査

というんですか、業者の調査ができるんではない

かと、このように考えております。（松本雪美君

「業者には……。施工台帳を把握するというとこ

までは聞こえたけど」と呼ぶ）

先ほどの施工台帳のということでございますけ

れども、今年度から適正化法の施行に伴いまして、

施工体制台帳の写しを発注者に提出することが義

務づけられるということになりますので、その辺

で業者の体制等も把握できるものと、このように

考えております。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） よろしいですか。

〔松本雪美君「あと２点聞いたんですけど」と

呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 質疑を行う場合に議案に

沿って行ってください。議案からずれた場合は、

答弁がしにくいと思いますのでね。質疑はあくま

でも議案に沿ってやっていただきたいと思います。

〔松本雪美君「下水道の工事のことを言うてま

すよ」と呼ぶ〕

〔巴里英一君「議長、議事運営で」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 巴里君。

○２２番（巴里英一君） ずっと午前から聞いてお

りますけども、会議規則５５条を議長は守ろうと

されて運営されてるのはよくわかりますし、３回

－１８４－

という一定の議長判断でされてます。２回という

のが決まってますから、そういう意味では議長の

判断かなと思いますので、それはよろしいかと思

います。

しかし、書いてますように、発言はすべて簡明

にするべしというふうになってます。簡単に明確

にということだと思うんで、それ以外は述べては

ならないと。議題は質疑以外は述べてはならない

と、自己の意見はだめだということで制限されて

おりますので、その点の議事運営をよろしく願い

たいというふうに思います。ただ、議長が言われ

ましたので了とします。

○議長（奥和田好吉君） 松本君。

○１１番（松本雪美君） 先ほど私の方から述べさ

していただいたのは、私一番聞きたかったのは、

今まで下水道工事なんかでずっと提起されてきて、

工事の問題ではすごく問題になってきたんだから、

そのことは改めるということで約束されたことが

改められてるのかどうかの確認をさしてもらいた

かったんですよ。

例えば、準市内業者というようなこういう人た

ちが泉南市内の仕事ができるかどうか、そういう

ことをもうしないというふうに決められたと、そ

ういうふうに私は解釈してたんですが、資料の中

にはまだ残っていますよということを勧告さして

いただいたんです。注意をさしていただいたんで、

その辺ははっきりとさしていただきたいなと思い

ます。

それから、今後私たちが納めた税金が本当に適

正に、有効に使っていくことができるように、や

っぱり大事なことは、せっかく今回市の方も高ど

まりになっていることも認められて、そして入札

制度の改善も行うということも発表されたわけで

すから、そういう事態の中でもう１つ後押しをし

て、きちっとそういう談合なんかの起こらないよ

うな形の制度も必要ではないかと、こういう意見

を述べさしてもらったんで、その辺のところは簡

単にもうお答えいただければ、私もこれで質問を

終わりたいと思いますから、その辺はいかがでし

ょうか。指名業者の数をもっとふやしたらどうで

すかと、そういうことをこれからの１つの提案と

してさせていただいてるんですから、いかがでし



ょうか。

○議長（奥和田好吉君） 一言答弁できますか。蜷

川助役。

○助役（蜷川善夫君） 今般、入札制度の改革につ

きまして議会にも報告をさしていただいたところ

でございますけれども、入札制度につきましては、

まだ種々改善点があると存じております。今般も

試行ということで追加していただきますけれども、

改善点については日々努めてまいりたいと考えて

おりますので、よろしくお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

松本君。

○１１番（松本雪美君） 関係ないとおっしゃいま

すが、そうするとその関係ないと言われてる方の

その理由は、私はようわかりませんけども、でも

しっかりとやっぱり今までの事態を把握していた

だきたいと思うんですよ。

下水道の工事にかかわって、工事された中身を

見てみましたら、本当に高どまりになってるもの

も、この下水道工事にかかわって発注されるのに

は指名は９件とかそういうことでやられてて、そ

してその形がすごい高どまりをつくり出してる結

果も出てるではありませんか。９７％とか９９％

とかいうような、そういうのが出てるのは大体９

件とかね……

○議長（奥和田好吉君） 質問者にもう一度御注意

を……（松本雪美君「そういう状況が出てるから、

そこをはっきり私は指摘さしてもらってるんです

よ」と呼ぶ）質問者聞いてください。（松本雪美

君「関係ないと言えることではありませんよ」と

呼ぶ）

〔巴里英一君「議長、議事運営。議事進行で」

と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 巴里君。

○２２番（巴里英一君） 私、先ほど５５条の会議

規則の申し上げたことは間違いですか。間違いで

すか。そういうことを言うてますからね。議長、

これ訂正してもらわな困りますよ。私は関係ない

ことないですよ。超えてはならないと書いてるん

ですよ。議長はそれに基づいて運営してください

ということで、議長は了解してやってくれてるわ

けです。超えてはならないというのはどういう意

－１８５－

味なのか、それを言うたことに対して、その反論

は正しいんかどうかですよ。これ訂正してもらわ

ないと、私辛抱できませんな、これは。

○議長（奥和田好吉君） 松本君。

○１１番（松本雪美君） 議案との関係で私は質問

させていただいてます。先ほど私は巴里さんに対

して間違いと言ったんでしょうか。そんなこと言

ったつもりはないですよ。私はこの議案との関係

で質問をさせていただいてます。だから、巴里さ

んの発言に対して間違いやと言ったことがあった

としたら、それは訂正さしていただきたいと思い

ますけれど、そういう議案との関係で質問させて

いただいてるんですから、１０の９やったかな１

０やったかの工区では９９．何％というのも出て、

高どまりがありましたでしょう。そういうことを

含めて、そんなことが起こらないようにせねばな

らない下水道工事のことについて私は質問させて

いただいたんですから、問題提起として……（巴

里英一君「提起はできませんよ、質疑は」と呼ぶ）

こういう、そういうことが起こらないようなこと

を考えるべきだということを指摘さしてもらって

るんです。

〔巴里英一君「あんた何年議員やってる」と呼

ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） お静かに願います。ほか

にありませんか。 北出君。

○１２番（北出寧啓君） 財政が困難な状況で、広

域下水のいろんな枠組みで事業展開されてるのは

評価さしていただきたいと思います。ただ、問題

はやっぱり過疎村というんですか、馬場とか幡代

とか、なかなか思うように進捗できないというこ

ともあるんで、その辺の両方選択することはでき

ないというのはわかっておりますので、ただ今後

どのような展開を同時に考えていらっしゃるのか、

お答え願いたい。

それと、かねがね申し上げてたことですけれど

も、下水道処理場及びりんくうタウンの埋め立て

ですね。瀬戸内法に基づいてやっぱり大阪湾、瀬

戸内をきれいにするということで、その枠組みで

できたわけですから、今現状の製紙会社関係の下

水道……（発言する者あり）

○議長（奥和田好吉君） お静かに願います。御静



粛に願います。質疑を続行してください。

○１２番（北出寧啓君） そこのつなぎ込みがいま

だに完成していない。これは努力して接続するよ

うにするというふうに答弁いただいたと思うんで

すけれども、いまだにやられていないわけですね。

理由を聞くと他市町村、府下ではやっていないか

ら泉南市も例外はないと、料金減額は考えていな

いということで、そしたらもうこれ七、八年前か

ら指摘されてることで、これはもう政治的決着を

つけるしかないと思うんです。その辺を部長でも

市長でも今後どういう決着をつけるのか、明確に

答弁いただきたいと思います。

なぜならば、他市町村がやっていないから泉南

市もしない。そしたら強行に料金を払えというん

であると考えるわけですけど、そうじゃなくて、

そこの工区は放置したまま接続しない、工事しな

い。なぜ工事しないのか。工事したら接続しなき

ゃならないから、その企業はだめだからしない。

そしたら一体何をするんですか。料金は下げない。

当該会社、企業に負担だから工事はしない。これ、

延々とこのままいくんですか。全く政治決着をつ

けていない。その点について明快な答弁をお願い

します。

もう７年も８年も、それも下水処理場をあそこ

へ誘致する、建設するときの条件も含めて、大き

な枠組みがあるはずですよ。にもかかわらずそれ

をやっていない。それを含めていわゆる流域下水

の補助金を得てやった、その工事と別個にこっち

側の過疎的な町村の進捗をどうしていくのかとい

うことの答弁をお答え願いたい。

○議長（奥和田好吉君） 山内下水道部長。

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） ２点質問

があったというふうに思っております。

まず男里地域、馬場地域、このあたりの供用し

ていない部分というんですか、これの計画はどう

なってるのかということでございますが、当初お

答えさせていただいたように、市といたしまして

は堺阪南線よりも海側、この部分の面的な整備に

ついて力を注ぎたいというのが原点でございます。

ここ二、三年、下水道特会の事業費といたしまし

ては１２億程度でございますんで、その範囲内で

事業というのは進めていかなければなりません。

－１８６－

いろんな部署からの接続の要望というのはござい

ますが、まず現在、幹線が整っておる部分の面的

な整備、これを優先させたいというのが我々の考

えでございます。

それと、２点目でおっしゃられたのは男里の工

業地帯のつなぎ込みの件でございますけども、こ

の分については、当初から使用料の減免という部

分については調査をするということでございまし

たので、これの調査をやったわけでございます。

現使用料について、業者というんですか企業側

の判断では、かなりの、３社で５，０００トンぐら

いの日量がございますんで、これを現在の料金に

換算すると相当な費用負担になって、企業存続が

できないという部分がございますんで、さりとて

我々といたしましては特別企業にだけ減免措置と

いう部分はとれないということでございます。

それと、若干企業の取り込みを行うに当たって

先行投資をしなければならないわけでございまし

て、その部分についてまだ事業決定はいたしてお

りません。まずその方を先に進めますと、ほんと

につないでいただけなかったら、その先行投資が

むだになってしまうわけでございますんで、その

点は十分企業側と話をしていくというのが現在の

状況でございます。

○議長（奥和田好吉君） 北出君。

○１２番（北出寧啓君） だから、じゃこれであと

どれぐらいするんですか。もう１０年近く待って

るんですよね。協議にもう１０年間かかってるわ

けですか。あと何年かけるんですか。

それと、今言ったように公的な使用で下水処理

場が瀬戸内法を含めて埋め立てをやって、工場排

水を下水処理場へ導くということで大里川等河川

を浄化する。したがって、大阪湾を浄化するとい

うことだったわけですよね。その法の枠組みをど

う考えていらっしゃるんですか。

２点お答えください。

○議長（奥和田好吉君） 山内下水道部長。

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） いつの時

点でこの問題が解決するかという期限についてで

ございますけども、それは今現在私どもの方から

いつまでに解決すると、そういう約束事はできな

いところでございます。当然、話し合いは進めて



まいりますが、相手のあることでございますんで、

その部分についてはお答えはちょっと困難でござ

います。

それと、法的な部分の見解はどうかということ

でございますけれども、現にただそのまま放流し

ているんではなしに、法に沿った形での排水の処

理をされてやっておるわけでございますんで、法

に抵触してるというような状況ではないというふ

うに思っております。

○議長（奥和田好吉君） 北出君。

○１２番（北出寧啓君） 法に触れていないという

のは、河川が準用河川の枠組みに入っていないか

ら河川水の調査ができないということなんですよ。

それだけで物事が判断できるのか。法と良識の枠

組みで行政運営しなきゃならないと思う。そこを

どう思ってるのか。

それと、さっきの相手がいることでということ

じゃなくて、私はさっき申し上げたでしょう。あ

なた方の主張は、他市町村がしないからうちもで

きないということが理由の１点として挙げられて

る。そしたら、泉南市の独自性なり、これから地

方分権の中では求められてる、当然みんなが認識

してる自主的な判断というのはどうなってるのか。

当初、第１番目の質問で申し上げたように、あ

なた方は他市町村がしないから私たちは料金を値

下げできない、それは応じられない。応じられな

いで、そしたらあなた方は施策を執行するのかと

いったら、いや相手が倒産するから工事はしない

と、先行投資をしない、つながない。あなた方は

結局何もしないという選択肢しか持ってないわけ

でしょう。協議、合議というのは、相手ができる

選択肢もこっちは持っていかなきゃならないわけ

じゃないですか。料金を下げられない。そしたら、

相手は全くそれに応じられないわけでしょう。そ

したら、あなた方がそれを強行して、しかし工事

する、つなぎなさい、法に従って３年以内につな

ぎなさい、できなかったら倒産しなさいと言うん

ですか。あなた方はどういう選択肢を持って協議

しようとしてるんですか。それをしっかり答弁し

てください。

○議長（奥和田好吉君） 山内下水道部長。

○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） まず、軽

－１８７－

減措置のことでございますけども、これについて

はなるほど大口の消費者であるということで、そ

れを優遇させてよいのかという問題がございます

ね。ただ、たくさん使うから安くするという方法

については、これは下水道事業としてなじまない

のではないかなというのが当初の考えからの原点

でございます。

それと、どのような選択肢を持って企業と話を

するのかということでございますけども、当然企

業側とすれば安いにこしたことはないんですから、

安くしてくださいという部分がございますが、我

々としてはそれはできないということで、平行線

に終わってる部分があります。

それと、企業側についてはなるべく使用料、こ

れを少なくすると。循環型の水利用と申しますか、

そこらを検討するということでございますんで、

できるだけ企業側も使用料が少なくなるような方

策を講じるということでございます。考えあぐね

てる部分がございますが、できるだけ早い時期に

お互いに話をつけたいという気持ちは持っており

ますが、これといった策がないのが今の現状でご

ざいます。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

小山君。

〔北出寧啓君「議長、合理的な答弁じゃないで

すよ」と呼ぶ〕

○３番（小山広明君） かみ合ったというんか、や

っぱりきちっと１つ１つ議論整理していっていた

だきたいと思うんです。ぶっちぎり、ぶっちぎり

でやられたんじゃ、ほんとにこの議会は何か

そのために議長に裁量権を渡されとるわけですか

らね。肝心なのは回数じゃなしに中身でやっぱり

整理をしていただきたい。１回で終わってもある

意味でいいわけですからね。その辺は余り硬直し

た指揮をしないでいただきたいと思うんです。

下水の最後の決算というような内容の専決でご

ざいますけども、歳入の方での先ほどからの三角

の問題ですね。これは実際使用料というのは示さ

れておりますけども、整備地域が全部入ったとす

れば大体どれぐらいの金額が入ることについてこ

の２，３００万円という減額に当たるのか、その辺

の全体ボリュームをちょっと出していただきたい。



それから、受益者負担についても、これは整備

したところから受益者負担をいただいとると思う

のですが、これまでの整備、全体で３２０ヘクタ

ールでしたかね、３２０ヘクタールが整備された

ということですが、これで総額どれぐらい入って

おるのかですね。これが簡単に言えば整備費用に

充てられる分だと思うんですが、この点での整備

費用が大枠どれぐらいかかって、この３２０ヘク

タール分については当然受益者負担ということで

納入していただくわけですが、この辺の関係を御

説明いただきたい。

それから、課題になっておりました、これは１

２年度で給食センターのつなぎ込みはもう終わっ

ておるのかをちょっと確認をしておきたいと思い

ます。

それから、先ほどの一般会計でちょっと質問し

ながら答弁なく過ぎておる問題で、同じ問題です

が、この１６４億円という地方債残高がここに示

されとるんですが、これはつまりこれから返して

いくに応じて金利がかかってくるわけですね。だ

から、実際の返す金は１６４億ではなしにどれぐ

らいになるのか。この辺ちょっと示してもらわな

いと、１６４億円の借金があるんだから返さない

かんという議論になっとるんですが、実際にはこ

の金額が２００億とか１８０億とかという、そう

いう実際的な数字になると思うので、その辺はど

のように我々考えたらいいのかもあわせて御説明

いただきたい。これは先ほど答弁なかったので、

一般会計の２４０億、それから公社の分は１３０

億ぐらいありますが、この分については金利も含

めた今日の現在ですが、この地方債については１

６４億とか一般会計の二百四十何億というのは、

全く金利がかかってないもともとの元本ですね。

だから、実際はこれ以上のものがこれまでも金利

を含めて払ってきとると思うんで、この辺の全体

的なスキームというんですか、どれぐらいの借金

を返していかなあかんのかということをそちらの

方では考えていらっしゃるのかを御説明をいただ

きたいと、そのように思います。

それから、今北出さんの議論でもあったんです

が、ほんとにあの大里川というのは、こんな汚い

川があるのかという、そんなひどい川ですね。事

－１８８－

業者はちゃんと処理して流しとるということなん

ですが、時々紫色の水が流れとるのをよく私も見

るんですね。それは水量を多く流すから下のヘド

ロを巻き上げて、ＳＳというんですか、そういう

ものが流れとるという説明なんですが、大変汚い

ですね、あれは。

だから、あの問題はほんとに環境問題からいっ

ても市長、やはり一番人が嫌がる施設が集中しと

るわけですから、あの大里川のやっぱり美化とい

うのにほんとに真剣にやっていただかないと、周

りの人はなれたから余り大きな声を出しておらな

いかもわかりませんが、あそこに初めて行った人

にとっては、もうほんとにぞっとするような汚い

河川ですね。

その問題は、事業部長だけが答えておりますけ

ども、もう少し市長、やはり水、緑あふれる夢豊

かなとかいろいろきれいな言葉を並べとる市長の

スローガンですから、もう少しあの現実を見て、

もう一度水、緑あふれるということを改めて言葉

の持つ意味をあの現場からやっぱり考えていただ

きたいと思うので、この点については覚悟も含め

て市長に御答弁をいただきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 向井市長。

○市長（向井通彦君） 男里下流地域の下水道整備

でございますが、大分進みました。集落関係はほ

ぼ行き渡ったということでございます。あと、御

指摘ありましたような工場の地域は、まだ一部残

ってるところがございます。工場の方については

その放流について、下水処理施設を使うというこ

とについて非常に費用がかかるという問題があっ

て、何とか軽減していただけないかという要望は

かねてからいただいております。

あるまちの例を出されて、この程度ならという

ふうに言われたんですが、そこと私どもと比較し

たらそんなに遜色はございません。ですから、理

屈の上からは少しでも安い方がということになる

んだというふうに思いますけども、我々はさっき

事業部長が答弁しましたように、特定のところに

対して優遇するということはできないということ

でございます。

ただ、法的には供用告示して３年以内にという

のがありますから、それをできるだけ促進してい



くと、推進していけるような方策は何かないかと

いうことで、今下水道部の方で検討をいたしてい

るところでございます。まだ結論は出ておりませ

んけれども、要するに早くつなぎ込んでいただけ

るように何か工夫できないかということで今検討

をしているところでございます。

いずれにいたしましても、面整備ができますと

速やかにつないでいただくということが一番でご

ざいますから、その方向で今検討いたしてるとこ

ろでございます。

○議長（奥和田好吉君） 東野下水道部次長。

○下水道部次長兼管理課長（東野達広君） お答え

申し上げます。

受益者負担金の推移でございますが、平成６年

度から毎年課税されまして、１１年までの累計が

約４億４７４万７，０００円でございます。１２年

度の歳入としましては４，５１９万２，０００円。合

計で４億４，９９３万９，０００円という累計額にな

っております。

そして、次に起債の償還ベースでございますが、

１３年度ベースで申し上げますと、元金の返済が

４億８，０３８万３，０００円と、それに付随します

利息につきましては５億７，５９８万３，０００円と

いうことでございます。それでいきますと、２２

年まで大体１１億前後の返済、利息分が６億と元

金分が６億弱ということです。

それで、平成２３年度以降にそのときの残高が

１０２億２，８８５万７，０００円と、それに含まれ

る未払い利息が２８億９５４万２，０００円という

ふうな次第でございます。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 答弁漏れはありませんか。

東野下水道部次長。

○下水道部次長兼管理課長（東野達広君） 給食セ

ンターについては本年度、１３年度で接続してい

ただくということで了解してるところでございま

す。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） ４億４，９００万というのが

いわゆる受益者負担の今日までの納入額というこ

とは御説明いただいたんですが、先ほど言った３

－１８９－

２０ヘクタールに当たるもので、これで１００％

というのか、この割合の中で当然その３２０ヘク

タールも整備されとるわけですから、当然それを

入れてもらわないかんという状態だと思うんです

が、４億４，９００万というのはかなり金額は少な

いように思うんですが、その辺の絡みではどうい

う比率になってるのかですね。

それから、これの１６４億円に対して、これに

金利を掛けて払っていくわけなんですが、そうい

う点ではどれぐらいの借金を これ２２年度ま

でという御説明をいただいたんですが、２２年度

までにどれぐらいの金額を返すということに利息

を含めてなるのか。先ほどは１１億円がずっと続

いていくという説明でしたが、その辺もう少し、

１６４億円の元本に対して今後どれぐらいの返済

を下水道会計としてはしていかなければならない

のかということをもう少し数字で御説明いただき

たいと思います。

それと、市長が答弁されたのはよくわからない

んですが、あそこの大里川のあの汚れというのは

本当にひどいから早く何とかしないといけないと

思うんですが、私も河川を川を歩く取り組みをし

て、あそこの川を歩いたことあるんですが、川が

工場の中にずっと入っていって、一般の人は入っ

ていけないんですね。

あの管理状態を見たら、現在１つの工場が排水

をしてる中でいろいろ浄化設備をやっとると思う

んですね。それの放流水質というのはどうなっと

るのか、その辺もちゃんと調べてあなた方は大阪

湾の汚れの問題との絡みの中で、本当にちゃんと

処理をしとるのかと。その辺がもしされておらな

いんであれば、そちらをきちっとさしていけば企

業も損得計算で、将来のことを考えたらつなぎ込

んだ方が安いと、僕はそう思うと思うんで、あの

河川の管理状態１つ見ても、やっぱりあの工場が

ちゃんと浄化を責任を持ってして、きれいな水を

河川に流しとるのかどうか、かなり僕は疑わしい

んで、どの程度泉南市としてはそういう現在の排

水について掌握していらっしゃるのかですね。そ

の辺が１つ絡みとしてあると思いますので、御説

明いただきたいと思います。

○議長（奥和田好吉君） 山内下水道部長。



○事業部長兼下水道部長（山内 洋君） まず、公

債費の関連でございますけども、平成１０年度以

前の既に発行しております部分についての長期的

な返済の見込みと申しますか、ここらについては

平成４０年度までの積算で数字を出しておるとこ

ろでございます。

２２年度までにつきましては、先ほど次長がお

答えさせていただいたとおり１１億余りの数字と

なってございまして、平成２３年度から若干ふえ

るようなシミュレーションでございまして、最高

の平成３１年度には１６億１，１００万円という返

済額ということでございまして、これは今後毎年

起債を行うわけでございますんで変化していくわ

けでございますけども、これよりは下らないとい

うことになると思います。若干の波がありますが、

ピークで先ほど申しました１６億余りの返済をし

なければならないということでございます。

それと、大里川の水質の問題でございますけど

も、我々は企業の方からお聞きしておるのは、各

企業がどれだけの水量を放出しておるかというこ

とを聞いておるわけでございまして、３社で１日

に５，０００トンの排水をしておるということでご

ざいます。この企業の排水だけが大里川を汚くし

ておるというような考えは持っておりませんが、

水が流れることによって浄化をされるということ

もございますんで、根本的に大里川を美しくする

ということについては、自然水が常時流れるとい

うのが一番理想なんでございますけども、これに

ついては男里川の余水的な川であるということも

ございますんで、最近余り上流部の方から天然水

と申しますか、自然水が流れてこないというのも

１つの現状ではないかなというふうに思っており

ます。

今後、理想といたしましては、大里川にいつも

水が流れるということによって大里川は浄化され

るのではないかというふうに考えております。人

工的に川を美しくするというのも、これも１つの

方法ではございますが、自然水が多く流れるよう

な方法もあれば検討しなければならないというふ

うに思っておるところでございます。

〔小山広明君「つかんどるのかって、今の会社

の排水基準。一遍に答えてよ。また切られて

－１９０－

しまう」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） よろしいですか。

〔小山広明君「排水の基準をちゃんと押さえと

るのか。工場の排水の基準、水質基準、ちゃ

んと押さえとるのかと言ってるんです。連携

をとってちゃんとやらないと。それと、３２

０ヘクタールに対しての４億何ぼのやつ」と

呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者答弁。東野下水道

部次長。

○下水道部次長兼管理課長（東野達広君） 受益者

負担金の３２０ヘクタールの件でございますが、

全体での供用開始の面積でございますので、賦課

対象になった面積ではございません。また、賦課

対象区域内におきましても、いわゆる保留農地と

か保留される部分がありますし、また公共用地等

で学校等による減免等がございますので、３２０

ヘクタールの総額ではございません。

以上でございます。

〔小山広明君「取れる分の何ぼやと言うんや。

わかっとるがな。全部取ったとしたら何ぼや、

取れる分のやで」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） よろしいですか。

〔小山広明君「いやいや、だから議長聞いてら

れたらわかるように ちょっと補足で言い

ますわね、議長」と呼ぶ〕

○３番（小山広明君） ３２０ヘクタールがもうい

つでもつなげるようになっとるんでしょう、エリ

アとしては。その中で受益者負担が取れる分に対

して、あなたが今言ったのは４億４，９００万入っ

とるわけでしょう。しかし、取れる分が例えば２

０億取れるんだと、学校は除いたとか農地は除い

てね。

それは当たり前のことじゃないですか。中で４

億４，９００万だという数字がないとわからないで

しょう。これは建設費に充当されるわけですから、

基本的には。そこを知りたいわけやから、あなた

のは当たり前じゃない。学校が取れんとか農地が

取れんとか、それはわかってまんがな。だから、

これはちょっと補足説明してまんねで。初めから

わかるように言うたはずやけど。

○議長（奥和田好吉君） 東野下水道部次長。



○下水道部次長兼管理課長（東野達広君） 申しわ

けございませんが、毎年の累計は出しておらない

ところでございます。後日、うちで調べまして返

事さしていただきたいと思います。

以上でございます。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

〔小山広明君「いやいや、議長ちょっと待って

ください。あっちも答弁してないし、そんな

答弁ではおかしいでしょう。取るべきものが

……」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 答弁漏れですか。

〔小山広明君「答弁漏れですよ。議長、３回で

しょうとかて、あなた聞いとって整理できて

ますか。今の東野さんの答弁でもおかしいで

しょう。どれだけ取らないかんのがあって…

…」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 静かに願います。藤岡市

民生活部長。

○市民生活部長（藤岡芳夫君） 水質の問題で、そ

の基準はどうなのかという御質問だったと思いま

す。

現在、私その辺の資料を持ってないということ

で即答はできないということで、後日というんで

すか、この本会議終了後報告さしてもらいたいと

思います。

〔小山広明君「そんなんあかんよ。そら全然」

と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

（小山広明君「議長、ちょっとそらおかしいで、

議長。ちょっと待ってください、議長」と呼ぶ…

…）以上で本件に対する質疑は終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。（小山広明君「討論あり

ます」と呼ぶ）

討論あるんですか。 小山君。

○３番（小山広明君） ほんとにこの議事運営見と

ったら、安心して質問できませんわ、ほんとに。

皆さんも聞いたらわかるように、受益者負担の分

でも何ぼ入らないかんのかに対して４億何ぼかと

いうことがわかって初めて議論ができるわけでし

ょう。その答弁がないまま質疑を打ち切るなんて

いったら、我々はほんとに審議できません。ほん

－１９１－

とに市民から負託された審議権を自分たちが選ん

だ議長によって封じられるというのは、ほんとに

憤慨です。

先ほどの水質の問題についても、現在の工場が

流している排水処理方法がきちっと押さえられて

おらない中で下水道の接続云々といったって議論

にならんわけですから、現在の大里川を見ればだ

れが見てもあれはひどい、本当に汚れた川である

ことはだれの目にも周知されるわけであります。

それが、一体工場の現在の排水状態がどうなのか

ということを行政内部でつかんでおらない。また、

つかんでおったとしてもその当該の事業部には報

告されておらない。こんなことで果たして市民に

負託されたような行政ができるんでしょうか。

そういうことを私たちは議論をしている最中に、

いきなり何回だといって切ってしまう。ほんとに

これでは安心して私たちは議論ができない。議長

にこのことはもう一度もとの状態に戻していただ

きたいと思います。でなければ、この議案に私は

賛成することはできません。議会の皆さんにおい

ても……（発言する者あり）おかしかったらまた

反対討論でやってください、やじではわかりませ

んから。そういう私の趣旨でおかしければ、それ

に反論あれば当然やっていただければいいと思い

ますが……（発言する者あり）

○議長（奥和田好吉君） 御静粛に願います。

○３番（小山広明君） 私はそういう中でこの議案

には賛成することができません。議会の皆さんに

おかれても、やはり審議するということは考え方

を超えて、やはりきちっと市民の前に負託された

行為でありますから、それぐらいは最低限守る、

そのためにもこの議案には反対をしていただきた

いと思います。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で本件に対する討論を終結いたします。

これより報告第５号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（奥和田好吉君） 起立多数であります。よ

って報告第５号は、原案のとおり承認することに

決しました。



次に、日程第１１、報告第６号 専決処分の承

認を求めるについて（平成１２年度大阪府泉南市

介護保険事業特別会計補正予算（第３号））を議

題といたします。

報告書を朗読させます。

○議会事務局次長（馬場定夫君）

〔報告書朗読〕

○議長（奥和田好吉君） 理事者から提案理由並び

に内容の説明を求めます。蜷川助役。

○助役（蜷川善夫君） ただいま上程されました報

告第６号、専決処分の承認を求めるについて（平

成１２年度大阪府泉南市介護保険事業特別会計補

正予算（第３号））につきまして御説明申し上げ

ます。

地方自治法第１７９条第１項の規定により専決

処分をいたしました平成１２年度大阪府泉南市介

護保険事業特別会計補正予算（第３号）につきま

して、同条第３項の規定により議会に報告し、承

認を求めるものでございます。

議案書の１０３ページをお開き願います。

専決の理由でございますが、平成１２年度に執

行いたしました介護保険の保険給付費に余剰が生

じることになり、この余剰金を給付準備基金に積

み立てる必要から予算の補正措置として専決処分

したものでございます。

歳入歳出の明細につきましては１０７ページか

ら１０９ページに記載のとおりでございます。

以上、甚だ簡単でございますが、説明とさせて

いただきます。よろしく御承認賜りますようお願

い申し上げます。

〔小山広明君「議長、議事進行」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 小山君。

○３番（小山広明君） 私たちはここで議会で議論

しとるわけで、やはり質疑応答をきちっと議長に

聞いていただいて、１つの考え方がまとった中で、

答弁もきちっと答えた中で質疑を終結していただ

くのは、それは結構なんですが、明らかに聞いと

ることにきちっと答えてない、また聞いとること

に答弁漏れておることもわかりながら、こういう

議事運営をされたら、これから私たちは質疑でき

ない。そういうことで、そういう整理をきちっと

やって、改めてそういうことを保障していただい

－１９２－

た中で質疑したいと思いますので、議長におかれ

てはそういう取り計らいをぜひお願いをしたいと

思います。

○議長（奥和田好吉君） 意見を参考にして議事運

営を行いますが、これは質疑というのは２回と決

まっておりますけども、議長の判断として３回に

なっておりますけども、限られた範囲の中で質疑

を行っていただきたいと思います。それに御協力

はお願いしたいと思います。

これより質疑を行います。質疑はありませんか。

和気君。

○１９番（和気 豊君） これも介護保険の１年間

の総括を予算上されたと、こういうふうに理解を

いたしますが、問題は１億１，７００万のサービス

の給付減額が出ていると。一体なぜこれだけ多く

の給付減額が出たのかですね。その辺の原因をど

のように考えておられるのか。大田さん、この程

度のスピードでしたらいけますか。早口になった

ら言うてください、ゆっくり言いますので。

それから、この額は出てるんですが、この額を

当初のサービス量、見込まれたサービス供給量で

すね、これに対してはどれぐらいの割合になるの

か。総額からこの額を割り出したら出るんですが、

ちょっと割合、パーセントで言っていただければ

ありがたいというふうに思います。

それから、全国でも大体この傾向は顕著に出て

いるというふうに聞いておるんですが、マスコミ

でも１年間振り返ってということで、朝日新聞な

んかでも出ておりました。ちょっと私、きょうは

忘れてしまったんで申しわけないんですが、全国

の平均ですね。大体どの程度いわゆる給付減が起

こっているのか、わかっておればお示しをいただ

きたい。

まず、その３点についてお示しをいただきたい。

○議長（奥和田好吉君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） ま

ず、泉南市の今現在というんですか、１２年度の

サービスの状況でございますが、パーセントでい

いますと約６３％でございます。全国の平均では

７０％程度ということになってございます。

１億１，７００万円が出てきたという理由でござ

いますが、今申し上げましたとおり６３％程度の



サービス量ということが大きな原因ではなかろう

かなと、このように考えておるところでございま

すので、よろしくお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） ちょっと答弁漏れがあり

ますので。一番最初に言いました、なぜ ちょ

っと数字は違うと思うんですが、６３％というふ

うに言われてるわけですが、これだけの利用量に

なっているという、その辺の原因がどこにあるの

か、まずそれを最初に聞いたんです。これは議長、

よろしくとどめおいてくださいよ。

○議長（奥和田好吉君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 申

しわけございません。介護費用につきましては、

あくまでも要介護度の人数、それとサービスごと

の費用、施設ごとの平均的な利用額、あるいはそ

れぞれの利用希望率などをもとに推計し、その計

画上で見込んだ費用額と実績額との間にかなりの

差が生じてきております。この原因につきまして

はいろいろと考えられるわけですが、１つには人

口や要介護度の出現率などを少し多めに見込んで

いたこと、あるいは地域的なもので家族介護に頼

ってサービスを受ける人が多いこと。また、施設

の場合は医療施設から介護施設への転換される病

床数の見込み違いなどによるものでございます。

以上です。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） 私がいただいている資料

との間に大きな間違いがありますので、私の質問

が悪かったらおしかりをいただきたいと思うんで

すが、認定者がありますね。これはサービスを受

ける権利を有している人ですね。認定を受けて実

際悪いんだからということになるわけですが、そ

の中でどれぐらいのサービス利用率なのかと、私

そういうふうに聞いたつもりなんですよ。

この６３％の分母、分子は一体何なのか。これ

は私、ちょっとよくわからないんですよ。当初の

サービス予測量に対して実際受けたのはこれだと、

こういうことなんですね。そしたら、本来受ける

べき人で受けていないという人ですね。これはど

れぐらいになってるんでしょうか。認定者の中で

どれぐらいの人が受けているんでしょうか。それ
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は３０％というふうに私は資料ではいただいてる

んですが、その辺はどうでしょうか。３６％です

か。

○議長（奥和田好吉君） 岩本介護保険課長。

○健康福祉部介護保険課長（岩本正美君） 介護保

険の利用状況といたしまして、全体で第１号被保

険者の数が９，４２２人おられます。サービスを受

給されておられる方として７，４６４人ということ

で、利用率が７５．９％になっております。

○議長（奥和田好吉君） 和気君。

○１９番（和気 豊君） わかりました。それで、

例えば個々にその人らには利用限度額というのが

ありますね。これだけのサービスが受けられると

いう利用限度額があると思うんですが、その限度

額に対してどの程度利用されているのかですね。

１００％丸々お受けになっているのか。それとも、

新聞報道等によれば保険料が非常に高い。そして、

それに加えて利用料も高い。そういうことでこれ

をダウンされている、そういう数は泉南市ではど

れぐらいか。それが３６％だというふうに思うん

ですが、その辺についてちょっとお示しをいただ

きたいのと、それからその原因とその数字につい

てお示しをいただきたい。

全国で例えば新聞報道等によって私の知る範囲

なんですが、日本福祉大学の１研究室、それから

保険協会、全国的な組織ですね。それから、ある

民間の医療連合会、こういうところの三者がいろ

いろ調査をしているんですね。その調査結果につ

いては、政府も追認をしています。この結果では、

いわゆる限度額いっぱい受けている人というのは

もう全く少なくて、ほとんどが全国的には４０％

から５０％だと、こういうふうな数字が出ている

わけですね。

東京都がいろいろ利用料の補てん制度がありま

して、非常に高いんですが、５０％。これぐらい

が最高で、それに続いて北海道が大体４５％ぐら

い、こういうことになっているわけですが、その

辺ですね。なぜそうなっているのかということを

さらに分析して、やはり保険料が高い。とりわけ

所得階層の第１段階、第２段階、この辺の人が圧

倒的に当初国が予測した、当時の旧厚生省が予測

した数字よりも非常に利用率が低いと。もう十数



％というところもある。

こういうことになっていて、他市ではほんとに

御苦労いただいて、コンピューターもありますか

ら、そこのプログラムに加えてこういうところを

はっきりとプログラムの中に組み入れて、低所得

者のいわゆる利用率が低いということを数字的に

ちゃんと明らかにして、それを根拠にしていわゆ

る保険料や利用料の、とりわけ利用料の軽減策を

打ち出していると、こういうふうに聞いとるんで

すよ。それがすべてではないですけれども、２割

程度と、全国的には。

泉南市ではどの所得階層の利用が高いのか低い

のか、こういうことがなぜ求められないのか。そ

の辺の数字があれば、市の態度も極めてはっきり

するでしょう。推進委員会にもはっきりとした数

字をお示しして、推進委員会の皆さんの御意見を

ちょうだいして市の施策に反映をさせる、こうい

うこともできるわけでしょう。

日本福祉大学の一研究室や保険協会や医療連合

会、こういうところが独自に調査をして、数字を

出してるんですよ。そして、各市でも出してるん

ですね。なぜ泉南市ではやれないのか。やっぱり

利用者が、私は先ほど３６％と言いましたけれど

も、非常に限度額よりはるか３６％というふうな

数字でしか利用されてない、我慢をされてる、利

用料が高い、そういうふうになっていると。違う

なら違うと後で言うてくださいね。

私はもう時間がありません、質問時間が３回と、

もう非常につらいところなんですが、その辺で話

をもう全部ひっくるめて言うてるんですが、その

辺はどうなのか。本当に利用者すべてが公平にこ

の施策を受けられるように、ある程度行政が地方

自治法の立場にのっとって健康福祉を本当に守っ

ていくという、そういうとりでとしての自治体の

役割を発揮して、この辺数字的にも把握をした上

で施策を実施されると、こういうことはないのか

どうか。他市がやらないからか。

これは先ほど北出さんが言いましたけども、い

いことであれば泉南市が率先してやったらいいわ

けですし、２割のところではやってるわけですか

らね。１億１，７００万の財源が実際上保険料の、

あるいは利用料の補てんに回すことが十分可能な
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んですから。積み立ててもその果実益は非常に今

の銀行利息の中から、ゼロ金利の中では全く意味

を持たない。積み立てる意味もないというふうに

思うんですよ。そういう点でどうでしょうか。

○議長（奥和田好吉君） 本日の会議時間は、議事

の都合によりあらかじめこれを延長いたします。

岩本介護保険課長。

○健康福祉部介護保険課長（岩本正美君） 和気議

員御指摘のように、所得段階別でのサービス利用

については、現状のデータからは算出が困難でご

ざいます。ただ、これから利用者についてはまた

さらにアンケート調査等も実施していく中で、そ

の辺は工夫をしてまいりたいと考えております。

それと、先ほどの和気議員の３６％といいます

のは、あくまでこれは居宅サービスにかかわるも

のだけでございます。施設サービスを含めた利用

率というのは、ちょっと出しにくい問題がござい

ます。施設サービスについては、利用限度額等の

そういう考え方がございませんので。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

〔和気 豊君「議長、ちょっと今の間違いを訂

正するんです。今の答弁で間違った答えがあ

るから、それについてもう一度確認したいん

です」と呼ぶ〕

○議長（奥和田好吉君） 間違ってるんですか。

○１９番（和気 豊君） そうです。いやいや、お

かしいじゃないですか。施設サービスについては、

３０．７というのが出てますがな。いただいた資料

ですがな。施設サービスはもっと低いですがな。

ありませんて、ちゃんと市がくれた資料にありま

すがな。その辺はちょっと訂正してくださいよ。

施設サービスはもっと落ち込んでるんですよ。

それと、私はいわゆる所得階層別の調査をでき

るようにして、このコンピューターの時代やから、

ひとつプログラムを起こしたらいいんじゃないで

すか、よそはやってるんですから。

そういうものを明らかにした上で、低所得者の

人たちは極めてこの高い利用料に悩んで、利用限

度を 平均で３６、３０％でしょう。それ以下

なんですよ。５倍の差が出てるとこがあるんです

よ。５倍の差が。そういうことで施設の方、間違

うてるがな。３０％やないか。ちゃんと数字出て



るがな。出てるでしょう。後で答えてくださいよ、

僕は間違い訂正で今度質問してるわけやから。要

らん質問したということになったらぐあい悪いか

らね。それも含めてどうですか。答弁抜けてる分

も含めて答弁してください。

○議長（奥和田好吉君） どなたが答弁するんです

か。答弁が間違ってるのか、それとも今の書類が

間違ってるのかですね。そこをはっきりしてくだ

さい。大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） 私

の方から、利用率の方について再度お答え申し上

げます。

先ほど課長が言いました居宅サービスについて

は３６％、そして施設サービスの方につきまして

は３０．７％でございます。

〔和気 豊君「答弁漏れの部分。ちょっと議長、

答弁漏れのところを言います」と呼ぶ〕

○１９番（和気 豊君） ちゃんと数字を、コンピ

ューターの時代ですからコンピューターでインプ

ットして、そしてその上でいかに低所得者の皆さ

んが 全国では出てるんですよ。厚生労働省も

追認してるんですよ。利用を抑えて我慢している。

３０％以下なんですよ。平均以下なんですよ、こ

の人たちは。５分の１というところもあるんです

よ。だから私はやかましく利用料の補てん こ

れだけの財源があるわけですから。そして保険料、

あわせてその辺の軽減策をということを口を酸っ

ぱくして言うてるんですよ。その辺をやる気があ

るのかどうか。この辺は一番の大事な点ですから

ね、締めくくりの質問ですから、その辺答えんと

済まされへん。

○議長（奥和田好吉君） 大田健康福祉部長。

○健康福祉部長兼福祉事務所長（大田 宏君） こ

のような利用率になったということの原因ですね。

これにつきましては、可能な限りコンピューター

などをはじいて出てくるものであればやってみた

いと思います。

それと、あと余剰金の保険料への還付、減免と

か利用料の軽減とかということでございますが、

これにつきましては初年度の黒字額を介護保険給

付費準備基金として積み立て、３年後の保険給付

費の不足分に活用する仕組みということになって
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おるわけでございますが、この剰余金につきまし

ては、利用料や保険料などの減免措置への補てん

や平成１５年度以降の保険料への充当、いわゆる

横出しサービスですね などの活用や保健福祉

事業での利用料等が考えられるわけでございます

が、市内部で検討を進めておりますが、介護保険

事業計画等推進委員会におきまして、剰余金の使

途の検討内容や経過について御報告をさしていた

だいて、今後どのように持っていくかということ

の諮問を 諮問というんですか、委員会の中に

お諮りをしておりますので、その結果どのように

するかということになりますので、そのときはま

た改めて御報告をさしていただきたいと思います

ので、よろしくお願い申し上げます。

○議長（奥和田好吉君） ほかにありませんか。

以上で本件に対する質疑を終結いたします。

討論に入ります。討論はありませんか。

討論なしと認めます。

これより報告第６号を採決いたします。

お諮りいたします。本件は、原案のとおり承認

することに決しまして御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって報告第６号は、原案のとおり承認すること

に決しました。

お諮りいたします。本日の日程は全部終了いた

しておりませんが、本日の会議はこの程度にとど

め延会とし、明２９日午前１０時から本会議を継

続開議いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」の声あり〕

○議長（奥和田好吉君） 御異議なしと認めます。

よって本日の会議はこの程度にとどめ延会とし、

明２９日午前１０時から本会議を継続開議するこ

とに決しました。

本日はこれをもって延会といたします。

午後５時５分 延会

（了）
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